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   （午前10時０分開議） 

  （坊議長議長席に着く） 

○議長（坊 やすなが君） おはようございま

す。 

  ただいまより本日の会議を開きます。 

  最初に、諸般の報告を申し上げます。 

  報道機関による傍聴席での撮影及び録音の

許可についてでありますが、朝日新聞社、時

事通信社より、本日の本会議の模様を撮影及

び録音したい旨の申出があり、許可いたしま

したので、御報告申し上げます。 

  次に、全国市議会議長会において、市議会

議員在職10年以上、または20年以上となる議

員の表彰がありましたので、順次御紹介申し

上げます。木戸さだかず君、上畠寛弘君、五

島大亮君、河南忠和君、大かわら鈴子君、森

本 真君、大井としひろ君、川内清尚君、村

野誠一君、最後に私、坊 やすながでござい

ます。以上、10名が被表彰者となります。 

  以上、報告を終わります。 

  これより議事に入ります。 

  日程によりまして、日程第１ 一般質問に

入ります。 

  これより順次発言の許可をいたします。 

  58番平井真千子君。 

  （58番平井真千子君登壇）（拍手） 

○58番（平井真千子君） よろしくお願いいた

します。 

  それでは、１問目、こどもまんなか施策の

推進についてお聞きをいたします。 

  令和５年12月22日、こども基本法に基づき、

政府全体の子供施策の基本的な方針等を定め

たこども大綱が策定されました。 

  こども大綱では、これまで子供を中心に据

えた幸福の追求がされてきたかという課題認

識の下、子供・若者を権利の主体とし、その

最善の利益を図るこどもまんなか社会を目指

すとされ、大人の価値観や社会のニーズを第

一に考える従来の子供施策の方針とは大きく

異なるものとなっております。 

  少子化対策、子供・若者の育成支援、貧困

対策等が省庁の縦割りで行われてきたことか

らの脱却を期待するところであります。 

  本市においては、これから策定される神戸

っ子すこやかプラン2024に、こどもまんなか

の理念がどのように反映されるのかをお伺い

いたします。 

  次に、教育長にお尋ねをいたします。 

  ４月に就任された福本 靖教育長は、68年

ぶりとなる教員出身の教育長ということもあ

り、注目を集めておられるところです。 

  中学校長時代には、ＰＴＡ改革をはじめ

様々な改革に取り組んでこられた実績もあり、

現場を熟知された教育長としての活躍に期待

しております。 

  学校教育を取り巻く環境は、社会の多様

化・複雑化等の社会状況の変化により、大変

厳しい状況にあり、教員の多忙化対策や不登

校、いじめなど、取り組むべき課題は山積し

ていますが、本市のこれからの教育行政に対

する教育長の思いと決意についてお伺いしま

す。 

  次に、パラ陸上のレガシーについてでござ

います。 

  先週末閉幕した世界パラ陸上競技選手権大

会は参加選手数は1,000人以上に上り、国内

外から約８万人が応援に来場するなど、本市

に大きなにぎわいをもたらしました。 

  市民にとっても、パラ競技の世界大会を身

近に観戦できるという大変貴重な機会であり、

開会日以降、日に日にその反響が大きくなっ

ていったことから、「つなげる」、「ひろげ

る」、「すすめる」という大会テーマは実現

をされ、インクルーシブ社会の実現に向けた

意識醸成にもつながったと感じております。 

  本大会の開催を通しての意義及び成果、そ

して大会を終えて、これから残していくレガ

シーについて見解をお伺いいたします。 

  次に、震災30年の取組についてです。 

  来年の１月で、阪神・淡路大震災の発生か
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ら30年が経過をいたします。 

  一方で、１月に発生した能登半島地震では、

物理的要因などから支援活動が進まず、本市

から派遣された職員からも、阪神大震災とは

被害状況や地域特性が異なり、受入れ体制が

整うのに時間がかかったこともあり、思って

いた支援ができず、もどかしかったという声

も耳にしてきました。 

  私たちは、阪神・淡路大震災以来、防災・

減災について取組をし、発信もし、また国や

自治体の体制も整備されてきたと考えており

ましたが、能登半島で起こったことを目にし

たとき、阪神・淡路の教訓は既に克服された

過去のものではなく、決して古びてはいない、

今も課題として考えるべきものということが

浮き彫りになってまいりました。 

  今回の被災地で起きている課題や、本市の

支援活動の実体験も踏まえ、今後、本市の災

害対策にどう生かすのか。また、震災30年の

事業を通して、市内外に対してどう発信する

のか、見解をお伺いいたします。 

  また、阪神・淡路大震災当時には、被災者

生活再建支援制度はなく、生活再建には自助

努力が求められました。また、行政も復旧・

復興の地元負担が大きく、市債の返済を長年

にわたって抱え、苦しい財政状況に耐えてま

いりました。 

  阪神・淡路大震災後の大災害の経験を経て、

国の役割や支援が強化されてきた現在と比べ

て、支援が不十分な中でも、市民と行政が手

を携え、着実に復興を遂げてきたことは本市

の誇りであり、神戸市民が成し遂げてきたこ

とがもっと評価されてもよいのではないかと

いう思いがございます。 

  令和３年には、ほぼ唯一の公的支援であっ

た災害援護資金も返済が免除され、個人への

支援については一定の区切りがつきましたが、

一方で、市民の経済活動の深層には、いまだ

に震災の影響が横たわっていることが課題だ

と認識しております。 

  その一例として、小売市場があります。小

売市場は全国的には消滅しつつありますが、

本市では、震災復興で施設を更新し、地域の

人々が集う場として寄与したいと、相当な努

力をしながら営業を継続されているところが

多くあります。そのおかげで神戸のまちの多

彩な魅力が形づくられていると感じますが、

復興の途上で事業規模に見合わない債務を負

い、債務の清算のために廃業する例が近年に

なって相次いでおります。 

  事業を継続している市場も組合員が減り、

厳しい経営状況で、事業継続に明るい見通し

を持てないところもあります。 

  震災30年を契機に、復興の中で各事業者が

まちの財産として市場を復興させてきたこと

を評価し、事業継続の思いを応援することが

できるよう、本市として、もう一歩踏み込ん

だ支援が必要であると考えますが、見解をお

伺いいたします。 

  次に、暴力団追放についてお伺いします。 

  昨年、長田区で暴力団の組長が射殺される

事件が起き、住民の不安が高まる中、明泉寺

町の暴力団拠点周辺では４年ぶりに暴力団追

放集会が開かれました。何とか地域から暴力

団を排除したいと、地域は努力をし続けてお

りますが、拠点を摘発したり、訴訟をできる

状況になく、膠着状態が続き、周辺住民には

疲労感が広がっているのが現状であります。 

  他都市においては、行政が事務所を買い取

ることにより、排除に成功したケースもあり

ます。こうした事例に学び、警察任せにせず

に、あらゆる摘発が行われるよう、市長から

警察に申入れを行ったり、今後、何かが起こ

ったときには、すぐに市と警察が共同で相手

方に警告を発するなど、行政が主体的に暴力

団追放に取り組むべきであり、その心構えを

日頃から持つべきではないかと考えます。 

  また、将来、仮に行政による拠点の買取り

という解決方法が検討された場合に、そのと

きに暴追センターの規定や、市の条例が買取



 

－7－ 

りの判断に影響する可能性があるなら、あら

かじめ除外規定を設けるといった法整備も含

め、今、市ができることに取り組み、暴力団

のない安全なまちづくりの機運を高めていく

べきと考えますが、いかがでしょうか。 

  最後に、学校におけるフッ化物洗口につい

てお聞きをいたします。 

  区別の児童の虫歯数を比較しますと、最小

と最大の区の格差は、この５年間で2.4倍か

ら3.2倍に拡大しています。これまで３年間、

フッ化物の塗布と洗口をモデル実施してきた

結果、洗口を実施した学年では、普通であれ

ば、学年が上がるごとに増えていく虫歯の本

数が維持され、高い効果があるというデータ

が得られております。子供たちの健康格差を

克服するために、全校での実施に拡大する意

義は大きいと考えます。 

  また、小学校・中学校の年代の歯科にかか

る医療費は平均して２万円となっており、医

療費の削減という効果も大きいものがあると

考えます。 

  昨年の決算特別委員会で、全市展開におい

ては、塗布よりも虫歯の予防効果の高い洗口

で実施すべきであると質疑をいたしました。 

  それに対し、教員の負担のないよう、現実

的な方式で検討していくという答弁でありま

した。また、学校で薬剤を渡して持って帰っ

てもらうという方式についても言及された上

で、家でやれないところで虫歯が多いので、

そのような場合は、持って帰っても駄目だろ

うというような検討状況についてもお示しを

いただきました。 

  虫歯予防の効果の面から理想的なのは、全

校で学校での洗口を実施することですが、今

後の検討状況によって、仮に家庭に持ち帰っ

ての洗口を行う方式を取り入れた場合でも、

実施校を絞ってでも、学校での洗口も行うべ

きと考えますが、いかがでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 平井議員の御質問にお

答えを申し上げます。 

  まず、次期神戸っ子すこやかプラン2024の、

この次期計画の策定の基本的考え方につきま

してお答えを申し上げます。 

  御指摘いただきましたように、昨年12月に

閣議決定されましたこども大綱を踏まえなが

ら、現在、次期計画の策定に取り組んでおり

ます。 

  どのような基本姿勢でこの策定作業に取り

組んでいるかということですけれども、現行

の神戸っ子すこやかプラン2024では、子供の

最善の利益が優先されるよう、社会環境づく

りを進めることを基本方針としているのに対

しまして、次期計画策定におきましては、子

供や若者、子育て当事者の視点を尊重し、そ

の意見を聞き、対話しながら、共に進めてい

くという視点で作成を進めていきたいと考え

ております。 

  既に、子供や若者の意見を聞く取組といた

しまして、小学４年生から高校３年生までを

対象に、居場所、悩み事、相談先などについ

てのアンケートを実施いたしまして、自由意

見も含め、様々な御意見をいただきました。 

  さらに今後は、児童館やユースステーショ

ン・ユースプラザなど、子供の居場所を活用

いたしまして、直接対話により、子供の意見

を聞くワークショップの実施を予定しており

ます。 

  計画策定の際には、子供たちにも分かりや

すい案で、子供自身がこの計画の主役である

ということをはっきり伝えた上で意見を募り

たいと考えております。 

  子供・若者を支援の対象として捉えるのだ

けではなくて、共に社会をつくるパートナー

として、その意見を聞き、尊重し、共感して

もらえるような、子供を真ん中に据えた実の

ある計画策定に努め、施策の実現に生かして

いきたいと存じます。 
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  次に、世界パラ陸上選手権大会のレガシー

につきましてお答えを申し上げます。 

  世界パラ陸上選手権大会は５月17日から25

日の９日間、104か国・地域から1,073人の世

界有数のトップアスリートによる白熱した戦

いが繰り広げられました。 

  御指摘いただきましたように、約８万人の

方々が連日選手に熱い声援をお送りいただき、

17種目で世界新記録が出るなど、大いに盛り

上がり、この大会を成功させることができた

と考えております。 

  このように、大会を成功裏に終えることが

できましたのは、参加していただきましたパ

ラアスリートの皆様方はもちろんですけれど

も、連日力強い応援をしていただきました市

民、子供たち、そして多くのボランティアの

皆さん、大学生、そして協賛をいただいたり、

御支援をいただきました企業の皆様方をはじ

め、全ての皆様方のおかげでありまして、心

から感謝を申し上げたいと思います。 

  そして、大会組織委員会の増田明美会長の

御尽力も大変大きかったと感じております。 

  御指摘いただきましたように、この大会は、

パラスポーツの普及はもとより、障害や多様

性への理解を深め、インクルーシブな社会を

実現する契機とすることが開催意義とされて

おります。この大会がもたらした成果を将来

にわたって根づかせていくことが重要です。

この大会では、子供たちにパラアスリートの

躍動を直接感じ、感動を共有してもらうため、

兵庫県内の小・中・高校、特別支援学校約13

0校、約２万8,000人の児童・生徒による学校

観戦会を実施いたしました。 

  大会終了後も、大会での感動や学び、障害

や多様性への理解を将来にわたって深めてい

くため、引き続き、あすチャレ！スクールや、

パラレゾ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌを引き続き

実施していき、インクルーシブ社会の実現に

つなげていきたいと考えております。 

  大会を支えるボランティアには、市内を中

心に全国から約1,500人の参加をいただき、

競技会場内外での選手のサポート、語学補助、

観客の案内誘導など、大会のおもてなしの顔

として大いに活躍をしていただきました。 

  大会終了後は、このボランティアの皆さん

に、市内のパラスポーツ振興につながる取組

に参加していただきたいと考えております。 

  具体的には、障害者スポーツ振興センター

における陸上競技のほか、バレーボール、水

泳、卓球、ボッチャなど様々な障害者スポー

ツ振興に取り組んでいただけるよう、大会で

培ったノウハウを活用していただきたいと考

えております。 

  この大会が一過性の競技大会に終わること

がないよう、成果をしっかりと根づかせるこ

とができるように、引き続き取り組んでいき

たいと存じます。 

  能登半島地震を踏まえた今後の災害対策に

つきましてお答えを申し上げます。 

  神戸市では、震災を経験した自治体として、

地震発生直後から現在に至るまで、対口支援

先である石川県珠洲市を中心に被災地に対す

る支援を実施してきました。これまで短期派

遣として合計916名、中長期派遣として５名

の職員を派遣しております。 

  今後とも、息の長い支援をしっかりと行っ

ていきたいと考えております。 

  一方で、今回の被災地で起きている課題、

このたびの支援で得られた経験を、神戸市の

防災力強化の取組に生かしていかなければな

りません。 

  例えば、本市におきましても、西区や北区

には農山村地域があり、孤立集落の発生など、

能登半島地震で生じた事態も十分想定してい

くことの必要性を改めて認識をしたところで

あります。 

  さらに、今回被災地に支援のために派遣さ

れた職員からは、ほかの自治体から様々な新

たなテクノロジーの提供や、設備機器などの

提供もあったというふうにも承知しておりま
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す。 

  29年前の震災からこの間のテクノロジーの

進展には目をみはるものがあります。これら

をしっかりと活用しながら、ハード・ソフト

両面にわたって災害に強いまちづくりを今後

とも進め、災害対応能力の強化に全力で取り

組んでいきたいと存じます。 

  さらに、防災や被災地支援活動に取り組ん

でいる市民・若者にスポットを当てた市民フ

ォーラムの開催をはじめ、例年、三宮センタ

ー街などで関係団体と共に開催している神戸

防災のつどいの拡充実施など、震災30年を契

機に内外に広く発信していく取組も進めてい

きたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから小売市

場への支援について御答弁を申し上げます。 

  小売市場は、市民に身近な買物の場である

とともに、まちの利便性・活力を維持・向上

させ、また、まちの個性と潤いを形成する上

で重要な役割を果たしていただいているとい

うふうに考えてございます。 

  一方で、生活スタイルの変化や近隣のスー

パーとの競合によりまして、小売市場を取り

巻く状況は厳しくなっておりまして、他の事

業者に売却する事例も出ているところでござ

います。 

  ただ、このような厳しい状況にありまして

も、独自のポイントカードの導入や出張販

売・宅配サービスなど、顧客に選ばれるため

の工夫を凝らした様々な取組を行って頑張っ

ておられる小売市場もあるところでございま

す。 

  また、市内各小売市場が加盟している神戸

市小売市場連合会においては、本年２月に、

いちばＰＲＯＵＤというステートメントを策

定をされまして、公式ウェブサイトやＳＮＳ

を通じた小売市場の魅力発信など、市内小売

市場が一体となって活性化に向けた様々な取

組を行っているところでございます。 

  本市といたしましては、このように頑張っ

ておられる各小売市場、神戸市小売市場連合

会の取組を支援するために、これまでにぎわ

い創出、あるいは集客といったソフト面、施

設整備・環境整備といったハード面に対する

補助事業、そして専門的なスキルを有する人

材を派遣する人的支援を行ってきたところで

ございます。 

  各小売市場によって状況や事情も異なりま

すことから、小売市場が抱えている課題、ま

たその解決に向けた取組も様々であるという

ふうに認識をしているところでございます。 

  今後とも、小売市場の活性化に向けて各小

売市場、そして神戸市小売市場連合会の御意

見をよく伺いながら、必要な支援に取り組ん

でまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから２点御

答弁申し上げたいと思います。 

  まず、第１点目でございますが、暴力団追

放の取組についてでございます。 

  暴力団を排除し、安全で安心な市民生活を

守るためには、警察による取締りのみならず、

市民・事業者・市が連携・協力して取組を進

めていくことが重要であると考えているとこ

ろでございます。 

  神戸市では、神戸市における暴力団の排除

の推進に関する条例に基づきまして、兵庫県

警及び県、公益財団法人暴力団追放兵庫県民

センターなどの関係機関との連携を図りなが

ら、暴力団排除の重要性や施策の周知、暴力

団による犯罪から青少年を守るための啓発を

するとともに、暴力団事務所の使用差止訴訟

の支援などを行ってきたところでございます。 

  暴力団事務所の使用差止訴訟につきまして

は、これまで市内では４件の請求が行われ、
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使用差止仮処分のほか、中には明渡しにつな

がった事例もあるなど、暴力団の活動制限に

一定の成果が上がっていると考えているとこ

ろでございます。 

  長田区の当該地域におきましては、平成21

年２月、地元住民の方々が暴力団追放協議会

を設立して以降、決起集会・パレード等の排

除運動が展開されており、神戸市をはじめ、

県警や暴力団追放兵庫県民センター等の関係

機関が連携して協議会の取組を支援してきた

ところでございます。 

  このような取組が積極的に進められました

結果、県下におきましては、暴力団構成員数

が暴力団対策法施行前の平成３年末で3,540

人であったものが、法施行後減少を続けまし

て、令和５年末には過去最少の530人となっ

ているところでございます。 

  一方で、他都市で暴力団関係施設を行政が

買い取ったケースもあるわけでございますが、

例えば尼崎市におきましては、複数回にわた

る拳銃発砲事件の現場であったことや、当該

建物が過去に暴力団事務所として存在してい

たこと、所有者に売却意思があったが、不動

産業界の取組の下、通常ルートでの売却が困

難であったことなど、様々な事情を踏まえて

慎重に検討を重ねた結果、特例的に対応を取

られたものと認識しているところでございま

す。 

  仮に、神戸市で同様に買取りを行うケース

が発生した場合に、御指摘いただきましたよ

うに、神戸市の条例第６条におきまして、契

約に係る事務等、全ての市の事務または事業

において、暴力団を利することとならないよ

う、暴力団等を契約の相手方としないこと等

を定めているところでございます。しかしな

がら、条例第１条に掲げる暴力団による不当

な影響の排除を推進し、もって安全で安心な

市民生活の確保という目的を達成するもので

あるとすれば、除外規定を設けずとも、対応

は可能であると考えているところでございま

す。 

  暴力団の排除には、関係法令に基づく暴力

団事務所使用差止めや、特定抗争指定暴力団

指定等により、暴力団の活動を大幅に制限す

ることが有効でありますとともに、市民の粘

り強い取組により、ここにいられないと思わ

せることが重要であると考えております。 

  神戸市といたしましても、引き続き県警や

県に対策強化を要望していくとともに、暴力

団追放兵庫県民センター等とも緊密に連携を

図りながら、暴力団排除の機運向上に努めて

まいりたいと考えているところでございます。 

  それから、２点目でございますが、学校に

おけるフッ化物洗口の実施について御答弁申

し上げたいと思います。 

  神戸市の子供の虫歯の状況でございますが、

１人当たりの虫歯の本数、御紹介いただきま

したとおり、各区ごとに比較した場合、格差

が拡大している。また、学校間での格差につ

いても健康格差が広がっているところでござ

います。子供の頃に虫歯があると、将来大人

になってから歯の喪失につながり、ひいては

フレイル・要介護へつながることとなり、健

康寿命にも影響するとされております。 

  フレイルになれば、要介護状態のリスクが

2.4倍になることから、子供の頃の虫歯予防

が健康寿命の延伸に非常に重要なポイントに

なると考えているところでございます。 

  この虫歯の予防につきましては、ＷＨＯを

はじめ、様々な関係機関によりまして、科学

的根拠に基づくフッ化物利用が推奨されてい

るところでございますが、このフッ化物利用

を継続する場合、洗口を行うことで最大80％、

それから塗布では最大40％の予防効果がある

とされておりまして、御紹介いただきました

とおり、洗口のほうが効果が大きいと考えて

おります。 

  神戸市におきましては、どのような方法で

実施するのが現実的であるかを検証するため、

令和３年度から洗口、それから令和４年度か
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ら塗布のモデル事業をそれぞれ２校で実施し

ているところでございます。 

  学校で実施する場合には、教員の多忙化を

踏まえまして、外部人材の活用が必須でござ

いますので、洗口の場合には、毎週１回早朝

の出務が必要で、全校で実施するためには非

常に多くの人材を確保することが課題である

と考えております。 

  一方、塗布の場合には半年に１回ではござ

いますが、歯科専門職による実施が必須でご

ざいますので、歯科医師・歯科衛生士の確保

が大きな課題と考えております。 

  その他の方法といたしまして、学校で洗口

液を配布し、家庭で洗口を実施するというこ

とも１つの方法として考えられるわけでござ

いますが、その場合、虫歯の多い学校におい

ては、十分な効果が望めない可能性が高いと

も考えておるところでございます。 

  このような課題や、議員の御指摘等を踏ま

えまして、今後、有識者会議―― これは神戸

市の歯科口腔保健推進懇話会、ここにおきま

して、どのような方法が現実的なのか、御意

見を頂戴した上で、令和７年度からの全校展

開に向けて、効果的かつ持続可能な実施方法

を早急に決定していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 僣越ながら御機会を

いただきましたので、私のほうから就任の決

意や思いを簡単に述べさせていただきたいと

思います。 

  私は約40年前に神戸市の中学校教員として

採用されました。２年前に定年退職するまで

各地の学校現場で本当に多くの子供たちやそ

の保護者と接してまいりました。 

  時代で言いますと、昭和から平成、令和と

過ごしてまいりました。 

  当然、この間、社会は大きく変化をしまし

た。それに合わせて子供たちや保護者の価値

観も大きく多様化してまいりました。学校に

対する思いとか、学校への考え、本当に多様

化したなと思っております。 

  しかしながら、この変化に学校現場だけで

なく、教育委員会も含め、うまく適応してこ

なかったことが、今日の深刻な教育課題を生

んでいるのではないかと考えております。 

  そして現在、不登校や特別に支援が必要な

子供たちが増えて、それぞれの多様な学びを

保障していかなくてはならない一方で、教員

の働き方改革も進めなくてはならないという、

本当に大きな矛盾に学校現場は直面している

わけです。 

  このような状況は全国的な課題であります。

学校現場に行き詰まり感・閉塞感が漂い、教

員不足が加速するというような悪循環になり、

本当に大変な状況になっております。 

  本市としましては、この対策に全力を挙げ

て取り組む必要があると、私の決意としてそ

のように認識しております。 

  学校園が様々な課題にうまく適応するには、

古い成功体験から脱却し、前例踏襲に依存し

ない体質を構築しなければなりません。無駄

なもの、形骸化しているものに対して、校園

長のリーダーシップの下、教職員が本質的な

視点で知恵を絞り、勇気を持って改善に取り

組む体制を目指します。 

  そのためには、これまでのように職員室の

中だけで議論するのではなく、子供たちの最

大の当事者である保護者の皆様に現状や課題

を共有してもらいながら、ＳＮＳを活用する

など時代に合った形で学校運営に参画してい

ただくことが不可欠だと考えます。 

  「自他を大切に 自ら考え 未来をつく

る」を掲げた新たな教育ビジョンの下、より

一層、神戸の子供たちのために関係する大人

がしっかりと連携し、子供たちが主役のこど

もまんなか社会の実現に努力していきたいと

考えております。 

  （「議長」の声あり） 
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○議長（坊 やすなが君） 平井君。 

○58番（平井真千子君） それでは、再質問の

前に、まず暴力団追放についてでございます

けれども、尼崎の事例の御紹介がございまし

た。いろいろ特殊な条件が重なって買取りに

至ったということの御紹介でございましたけ

れども、やはりその特殊な状況が生まれてく

るまでに、行政がかなり先頭に立って意識高

くその状況を見守っていたという、私は大き

な違いが神戸とあるのではないかと思ってお

ります。今のところ、私は明泉寺町におきま

しては、住民だけが暴力団の盾になっている

んじゃないかというふうに見えますので、ま

ずはやっぱり、皆様方も警察と一緒になって、

住民と警察と市が一体になって暴力団の盾に

なっていくんだと、安全なまちづくりを進め

ていくんだという意識を高めていただきたい

ということをお願いをしておきたいと思いま

す。 

  それと、パラ陸上についてです。 

  子供さんの観戦に非常に意義があったとい

うようなお答えもございました。ただ、少し

残念だったのが、もっと小・中学校からの観

戦があるかなと、その割合がもっとあるんじ

ゃないかなと思ってたんですけれども、観戦

に学校から行ってない学校もかなり数多くあ

ったというのが、蓋を開けてみると私の残念

だったところはそれでございます。やはり子

供たちにこのレガシーをしっかり継承してい

くということでしたら、やはりこれは子供に

最優先で観戦をしてもらいたかった―― もう

過ぎたことなんですけれども、これからの教

育とか、また、こうしたスポーツをどう市民

に生かしていくのかという面において、そう

いった考え方をさらに徹底していただければ

ありがたいと思います。 

  ただ、全体といたしましては職員の方々が、

かなり大会運営に、幹部の方も含めて関わら

れておられることを目にいたしまして、その

御尽力には心から感謝をしたいと思っており

ます。ありがとうございました。 

  再質問で、こどもまんなかのことでして、

子供がこれからは支援の対象というだけでは

なく、主権者としてということでの変化でご

ざいますけれども、やはりこれまでの子育て

支援策というのは、子育て当事者のニーズに

応えるということが主眼であったと思ってお

りますので、ぜひ変わっていってほしいとい

う願いを持っております。 

  特に、やっぱり子育て当事者のニーズにい

かに応えるかっていうことに主眼を当てた施

策となりますと、どうしても周辺都市とのサ

ービス合戦の様相を呈していると思います。 

  自治体の特色を生かすことができない分野

での過度な競争は自治体の体力を消耗し、ま

た行き過ぎると親へのばらまきに陥る懸念も

あります。神戸が他都市と比べて、子育てに

魅力がないまちだとは思いません。神戸だか

らこそ、子供たちが享受できるメリットがあ

ると私も日頃感じております。 

  例えば、須磨シーワールドは料金が高くな

るということが話題になりがちですが、神戸

市内在住の小・中学生は500円、幼児は無料

という特別優待が準備されております。 

  このことが十分に知られてないように思い

ますが、これは親だけではなくて、子供たち

自身が神戸市民でよかったって思えるような、

うれしい施策だと思います。また、こべっこ

ランドなど無料で気軽に子供たちが夢中にな

って遊べる施設があるということも神戸の強

みだと感じております。 

  こどもまんなかの理念の下、親の子育てし

やすさを応援するっていうことも当然必要な

んではありますけれども、子供自身の育ちに

直接寄与する、子供自身が喜びを感じられる

施策に力点を置いて、それができてるのは神

戸だからこそですということをしっかりＰＲ

することが重要だと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 



 

－13－ 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 周辺自治体との施策の

競争をはじめとする、平井議員のお考えにつ

いては、同じ問題意識を持っております。 

  その上で、経済的負担をいかに軽減するか

という視点を併せ持ちながら、神戸ならでは

の施策を充実させていく。神戸で住んでおら

れる子育て世帯のみならず、市外から神戸に

転入をされた子育て世帯の皆さんも、ああ、

神戸に来たらこんなことをやっているのかと、

これは実に神戸らしい施策だなということを

感じていただけるような施策を充実させてい

き、かつ、これをしっかりと情報発信してい

くという視点は非常に重要です。 

  一例を挙げれば、ファミリアの港町神戸ら

しい母子健康手帳、これは大変高く評価され

ているのではないかと思いますし、神戸での

誕生を祝しての神戸ゆかりの品などをお届け

しているサービスも、神戸らしい取組です。 

  それから市内120か所ありますこどもっと

ひろば―― これ児童館なんですけれども―― 

これも最近、サービスの内容も飛躍的に充実

させることといたしました。ただ、私も幾つ

か見て回ったんですけれども、表示が外に十

分なされていないところがかなりありますか

ら、改めてこども家庭局には、このこどもっ

とひろばの―― 大変これはデザイン性の高い

ロゴをつくりましたので、これを分かりやす

く表示していただくように、改めて点検をし、

多くの、子育て世代だけではなくて、市民の

皆さん全体に、神戸市でこういう取組をして

いるということが分かるような取組をしたい

というふうに思っております。 

  このほか、バスケットゴールの倍増プラン、

あるいは、こども本の森神戸や図書館のリニ

ューアルによる本に親しむ取組なども神戸ら

しい取組です。これらも含めまして、その様

子を写真や動画でＳＮＳ投稿するなどのＰＲ

も実施をしておりまして、これらもさらに各

方面の御意見をお伺いをしながら、強化をし

ていきたいと存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 平井君。 

○58番（平井真千子君） こどもまんなかで、

もう１点再質問させていただきます。 

  近年、子供の小学校入学時に小１の壁があ

るということが課題となっております。延長

保育のあった保育園時代と比べて、早朝や放

課後、また長期休み等に本市においても、始

業前の早朝時に子育てと仕事の両立が難しく

なることを指して言う言葉でございます。 

  早朝の過ごし方については、小学校の開門

時間を早めて、見守りのスタッフを置いて対

応する事例も他の自治体では出てきておりま

す。小１の壁というような課題は、こどもま

んなかの視点に立つとすれば、子供が親の働

き方に合わせて長時間学校や学童保育で過ご

すよりは、子育て期の働き方に企業や社会全

体で配慮し、対応できるよう、働き方改革の

ほうが行われるべきと私自身は考えておりま

す。 

  国においても、育児・介護休業法の改正な

どにおいて、そのような社会の実現を図って

いるところでありますが、ただ現時点で全て

の職場が働き方改革で課題克服をできている

わけではありません。そうしたことから、学

校で早朝に児童を受け入れる環境を整えるこ

とは、今一定の必要性があり、検討すべきと

考えます。 

  一方で、教員のさらなる多忙化につながる

懸念など、解決すべき課題もあります。必要

以上に子供の登校時間を早めることにならな

いように、就学前に保護者への意向調査を行

うなど、また利用者を登録制とするなどの工

夫をしながら、真に必要とする世帯には環境

を用意するべきと考えますがいかがでしょう

か。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 議員御指摘のように、
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児童の小学校入学に伴って、やむを得ず勤務

に支障が出るとか、そういうようなことが指

摘された、いわゆる小１の壁と言われる社会

的な課題があるというのは認識をしておりま

す。 

  一部の自治体でそういう子供たちに対して

外部人材を配置し、登校時間以前より子供た

ちを受け入れるという取組が始まっておりま

す。特に有名なものが、豊中市で始まった制

度だと思います。今年度から見守り員を配置

して、午前７時から登校時間である午前８時

までの間、児童を校内で見守るという活動が

始まりました。ただ、これまでのところ、１

校当たりの１日の平均利用人数が約２名、全

校生徒は恐らく数百名おりますので、そのよ

うな状況にとどまっており、運用方法の見直

しも検討しているということを聞いておりま

す。 

  あと、本市の今の状況なんですが、神戸市

の多くの小学校では―― 学校が定める登校時

間大体午前８時なんですが―― やむを得ず早

く登校する児童について、安全確保の観点か

ら校門で留め置くのではなくて、玄関ロビー

等、そういうふうなところに迎え入れて、早

めに出勤した教職員が、柔軟かつ臨機応変に

輪番で対応しているというのが現状です。 

  これはこれで、働き方改革の問題等もある

んですが、まず小１の壁の問題については、

どの程度ニーズがあり、それらにきめ細かく

対応するにはどのような体制がふさわしいの

かということを考えていかなくてはならない

と思います。 

  先行した他都市も数市あります。子供たち

の状況も含めて、教員の働き方改革の視点も

入れながら、総合的に検討していきたいなと、

そのように思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 平井君。 

○58番（平井真千子君） 今日も朝から警報が

出ておりまして、多くの家庭でドタバタした

んではないかと思います。私も例に漏れずで

ございましたけれども、こうした警報発令時

の対応など、本当にたくさんの課題、これま

でも我が会派からも指摘をさせていただきま

したけれども、実現に課題がありながらも、

今御答弁いただきましたように、早朝の受入

れということ、学校での受入れということに

は、何とか実現の可能性があるんではないか

ということで今回取り上げさせていただきま

した。 

  ただ、教育長もおっしゃいましたように、

結局８時より前に現状でも開門しているよう

な学校が多いと。学校によっては、８時まで

もう厳密に閉めているところもあるというよ

うで、ばらつきがあるようですけれども、長

田区などでは早朝からの見守り運動を熱心に

されている学校がほとんどでございますので、

かなり早くから先生方が出勤しておられて、

現実的には７時台に子供たちを受け入れて対

応されているというふうに目にいたしており

ます。 

  それ自体が本当は先生の勤務時間、８時15

分からということなので、それがいいのかと

いうことを、この機会に議論されてはどうか

と思います。早く子供たちを受け入れないと

いけないのなら、そのためのきちんと体制を

つくって、制度として体制をつくって、８時

15分からの出勤ということは、それはそれで

きちんと守られるように、改めて朝の先生方

の勤務についても議論をされることが望まし

いと、この問題については考えております。 

  次に、小売市場のことで再質問させていた

だきます。 

  小売市場が今、スーパーとの競合などで非

常に厳しくなっておって廃業などがあるとい

う御答弁がございましたけれども、もちろん

全国的な傾向としてはそうなんでありますけ

れども、私が言いたいのは、やはり神戸なら

ではの苦しさというのがあるということにし

っかり目を向けていただきたいということな
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んです。そして、今事業継続されようとして

いるところでは、もちろんスーパーとの競合

では勝てないんです。絶対、安売り合戦では

負けます。物量でも負けます。だから、そこ

の土俵に乗ってはいけないと。小売市場だか

らこそ売れるものを置いていこうと、小売市

場だからこその魅力をしっかりとつくってい

こうという努力をされているんです。 

  そういうところに対して、やはりこれまで

の努力ということを酌んでいくべきではない

かというのが私の質問の趣旨でございます。 

  阪神・淡路大震災後は、被災地の中小企業

に対しても雇用や経済の継続のために国から

もたくさんの支援が充実してきたと思ってお

りますが、そういうものがない中で、八百屋

や魚屋の100円、200円の商品を売っているよ

うな方々が、決して抱えてはいけないような

借金を抱えてきたという、この苦しさにしっ

かりと目を向けていただきたいと思っており

ます。 

  そして、小売市場ならではの―― 商店街支

援などと、今一括して支援していただいてお

るところですけれども、頑張りようが小売市

場だからあるというところもございまして、

例えば、空きテナントがたくさん出ているの

であれば、既存施設を少し何かやり替える、

ゾーニングについてしっかりと考えることで、

新たな業態の誘致ということでの再生ができ

るかと思いますし、そういうところには、そ

の設備投資ができるような支援をしていただ

きたいと思っております。 

  それと、もう１つ課題として、元の公設市

場であったところを神戸市の施策変更によっ

て家賃負担が非常に重荷になっている例がご

ざいます。 

  それぞれ、復興当初、予期できなかったよ

うな状況に立ち向かっておりますので、こう

いった状況を把握して、支援を考えていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、先生のほうから

もお話ありましたように、小売市場はそれぞ

れの立地、規模、店舗構成、周辺の商業施設、

商圏など、それぞれの状況が異なっておりま

すので、多様な課題に柔軟に対応できるよう

に、幅広い支援を行うということが必要だと

いうふうに考えてございます。 

  商店街の市場応援隊の派遣事業というのも

やらせていただいてございまして、これでは

経営コンサルタント、まちづくりコンサルタ

ント、弁護士、建築士、デザイナー、ＳＮＳ

による情報発信、会計の専門家など多種多様

な人材を小売市場のオーダーに応じて派遣を

させていただいて、様々な相談にも応じさせ

ていただいているという事業がございます。 

  さらに、地域商業活性化支援事業では、地

域のにぎわいづくりイベント、あるいは魅力

発信のための商店街マップ、ＳＮＳ発信にか

かるという経費のみならず、将来も見据えた

組織の人材育成とか、計画策定に係る経費な

ども幅広く補助をさせていただいているとこ

ろでございます。 

  加えて、お話の中にもありました空き店舗

の活用というのも大変重要でございますけれ

ども、そういった活用に向けた取組を行う際

に、例えば小売市場が空き店舗を借り上げて

ポップアップショップ―― これは期間限定で

出店する店舗でございますけども、そういっ

たことを運営する場合には賃借料とか店舗内

装工事にかかる経費も補助させていただくと

いうような事業をさせていただいているとこ

ろでございます。 

  そしてまた、商店街に若者とか女性が新規

で出店するというチャレンジの応援をしよう

という事業で、空き店舗に新規出店する際に

は、店内内装工事に対して補助するなどの支

援もさせていただいているというところでご

ざいます。 

  この小売市場、地域の安全・安心、そして
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地域住民の交流の場、様々な役割を担ってい

ただいてございます。先生からのお話がござ

いましたように、震災による借金等も持って

いるという苦しい状況もあるわけでございま

すので、空き店舗の活用などについても様々

な業種・業態での活用ができますように、そ

してまた小売市場それぞれがどのような取組

を行おうとされているのかということを、よ

く声を聞きながら、今後とも幅広く支援をさ

せていただきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 平井君。 

○58番（平井真千子君） ありがとうございま

す。最後に、私教育長の出してこられた御著

書も読ませていただきまして、いろいろと再

質問をしたいと思っておりましたけれども、

時間がないので、ＰＴＡ改革だけ聞きたいと

思います。 

  ＰＴＡ改革というと、どうしても私もこれ

まではＰＴＡ不要論をイメージしておったん

ですけれども、御著書を読ませていただきま

して、やっぱり学校が種々の改革を行ってい

くためには保護者との連携といいますか、保

護者との関係をしっかりつくって、そこで後

押しをしていただくということが重要だとい

うことを書かれておりまして、私もそこには

非常に共感をいたしましたけれども、これか

ら学校も、やはりＰＴＡがそのようなエッセ

ンスの部分を大切にして存続できていくよう

に支援していただきたいと考えますが、いか

がでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 御指摘のとおり、私

が目指した改革というのは、批判が集中した、

いわゆるあしき習慣を残すＰＴＡは、もうな

くしてしまうことが目的ではなくて、やはり

学校園にとって必要な、学校と保護者の新た

な関係を構築してほしいと、そういうような

ことを書かせていただきました。 

  多忙化が大きな課題となって、逆にますま

すこれから保護者と学校の関係が希薄になる

んではないかというようなことも考えられま

す。ただ、一番大切なことは、やはり対話を

すること。保護者の考え方が多様化だからと

いうことで、学校が何通りもののシミュレー

ションをして、自分たちでもがくのではなく

て、実質的な話合いをして、そこにはやはり

子供たちのためにということで。先ほども述

べましたが、やはり時代に合ったやり方の連

携があるんではないかと、そのように考えて

おりますので、今までどちらかというと深く

入らないことが無難だなというふうな形で保

護者と学校は一定の距離を取っていたんです

けども、そうではなくて、もうこのような形

になっておりますので、もう堂々と開いて、

本当に実質的な結びつきを得られるような組

織、そういうふうなものを逆に新たに構築し

ていきたいなと思っております。 

  １つの手として、学校運営協議会、これを

もっともっと活性化させて、そこに保護者も

入ってきてということで、地域の核となる学

校みたいなものも同時に目指していけたらい

いのではないかなというふうに考えておりま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 平井君。 

○58番（平井真千子君） 福本教育長は本当に

明確なビジョンを持っておられると思います

ので、今後、教育者のトップとして御自身の

言葉でメッセージを発する、そのような教育

長になっていただきたいなと期待しておりま

す。 

  もう10年以上前ですけれども、私どもも、

他の自治体で教育長や教育委員会が我がまち

の教育の目指す姿みたいなことを独自に打ち

出しているすがすがしさに心を打たれまして

神戸でもそういうことをしてほしいと提案し

たところ、神戸っ子10か条というようなもの

が、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、そう
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いうものができたことがあるんですけれども、

形だけをまねて魂が入っていなかったので、

結局その取組もすぐ消えてしまいました。そ

うではない、これから魂のある発信を期待を

いたしております。どうぞよろしくお願いい

たします。（拍手） 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。 

  次に、44番河南忠和君。 

  （44番河南忠和君登壇）（拍手） 

○44番（河南忠和君） 平井真千子議員に引き

続きまして、私、河南忠和と山下てんせい議

員が一般質問を継続させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

  まず、まちの成熟とともに、にぎわいの創

出が課題となっておりますポートアイランド

の活性化に関しお伺いをいたします。 

  令和４年度より、ポートアイランド・リボ

ーンプロジェクトが始まり、学識者等が中心

となって、まちの将来ビジョンについて検討

が進められています。緑豊かな将来像が示さ

れ、今後の姿が楽しみである一方で、ポート

アイランドには、目下、取り組まなくてはな

らない問題もたくさんあります。 

  ファッションタウンの活性化、そしてポー

トピアプラザやパークシティなど、住宅と民

間施設が共存しているまちの活性化など、ま

さに今直面している課題に対しても、積極的

に取り組むべきと考えますが、御見解をお伺

いいたします。 

  次に、神戸医療産業都市の取組についてお

伺いいたします。 

  神戸医療産業都市は、医療技術の実用化や

神戸経済の活性化を進めることはもちろん、

これまでの取組や成果を市民が享受できるよ

うに、フィードバックしていくことが重要で

あります。 

  そのためにも、市民がより一層健康で豊か

に暮らすことができるよう、神戸医療産業都

市の研究成果を市民の健康づくりに対して、

存分に還元すべきと考えますが、御見解をお

伺いいたします。 

  次に、中央区におけるふれまち活動の振興

についてお伺いいたします。 

  中央区のこうべ小学校区は北野エリアから

新港エリアまで及ぶ広大な学区を有し、近年

の高層マンション開発によって人口が増えて

おり、ファミリー層も多いことが現状でござ

います。しかし、ふれまち活動については、

特にＪＲ線より南側のエリアについて、近所

付き合いがないために、ふれまち活動すら知

らない。知っていても顔見知りがいないため

に参加しづらいという現状があります。 

  人口や面積の規模に応じたふれまちの活動

助成を十分に行い、地域の住民同士の顔が見

える取組を強化すべきと考えますが、見解を

お伺いいたします。 

  続きまして、タンタンの追悼についてお伺

いをいたします。 

  神戸市民に20年以上愛されてきた王子動物

園のパンダ、タンタンが３月に亡くなりまし

た。 

  献花台には連日多くの人が別れを惜しむた

めに訪れ、先日行われた追悼式には、定員の

40倍を超える応募があり、約160名の方が参

加されました。 

  多くのファンからは、希望や笑顔を与えて

くれたタンタンへの感謝の気持ちを込め、愛

され、親しまれてきたことを形として残して、

いつまでも記憶に残していくための取組に寄

附をしたいというお声もお聞きをいたします。

そういったファンからの思いを形にする取組

を行い、次のパンダ再誘致につなげるべきと

考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  続きまして、外国人児童・生徒の教育につ

いてお伺いいたします。 

  外国人人口が全国的に急増する中、来日す

る外国人児童は今後も増加していくものと思

われます。学齢期の後半や15歳を超えて来日

する児童でも、しっかり学力を身につけない

と、進学や就業が難しくなります。諸外国の
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例を見ても、通学や就職もしていない外国の

若者の増加は当人たちにとっても、社会から

の疎外感を感じることが多く、社会不安の要

素ともなりかねません。これらを踏まえ、本

市においても、学齢期を超えた年齢層に対し

て十分な日本語学習の機会を提供していくこ

とが重要と考えますが、御見解をお伺いいた

します。 

  続きまして、ガストロノミーツーリズムの

推進についてお伺いいたします。 

  近年、食文化や料理を通じて地域の文化や

歴史を体験するガストロノミーツーリズムに

ついて、食通の方々を中心に関心が高まって

います。本市は、神戸牛や神戸ワインをはじ

め、多彩な食文化を有しており、ポテンシャ

ルは十分にあると考えます。 

  ウオーターフロントエリアにおいて再開発

が進む中、現在、国や地方自治体を中心に瀬

戸内海クルーズ推進会議が立ち上がり、瀬戸

内海独自の魅力や特色を生かしたクルーズ振

興が図られているとお聞きします。クルーズ

振興によるインバウンド需要の増加を見据え、

地域と一体となって、本市の特産物を改めて

磨き上げ、ガストロノミーツーリズムを推進

すべきと考えますが、御見解をお伺いいたし

ます。 

  空飛ぶクルマの実現に向けた取組の強化に

ついてお伺いいたします。 

  空飛ぶクルマは、国も官民協議会を立ち上

げ、実現に向けた整備設計も検討されるなど、

遠くない将来に車が自由に飛び交う社会が到

来すると考えます。本市においても、昨年度

より兵庫県とも連携して、市内の空飛ぶクル

マの社会実装に向けた事業を支援・促進する

補助金事業を実施しているところであります

が、民間事業者に補助するだけではなく、本

市が主体的となって市政課題の解決にもつな

がるような活用方法を積極的に模索し、社会

実装に向けた動きが加速する取組を行うべき

と考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  最後に、本市の情報発信戦略についてお伺

いいたします。 

  人口減少、少子・高齢化が急速に進む中、

自治体の魅力や求心力を高めるため、市内外

に対して地域に関する情報を的確に発信し、

関心を呼ぶことが不可欠であります。 

  本市の情報発信については情報発信サイト

が林立していた中、横串を刺して情報発信を

集約化しようとしている取組は認めますが、

依然サイトが乱立しており、ユーザー側から

すると、どのサイトを見るべきか、右往左往

することもございます。 

  ＳＮＳの公式アカウントによる情報発信も

含め、さらなる集約化を進めるべきと考えま

すが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 河南議員の御質問にお

答えを申し上げます。 

  ポートアイランドには頻繁にお邪魔をして

おります。決められた式典とか行事だけでは

なくて、できるだけポートアイランドの中を

歩くようにしておりまして、先日も神戸学院

大学の学生の皆さんとディスカッションもさ

せていただいたところです。 

  そういうような、自分自身の目で見まして

も、まちづくりから40年以上が経過し、人口

減少や高齢化のほか、一部企業の移転等もあ

り、まちの活力が低下をしている。また、ま

ちの魅力ということについても課題が大きい

のではないかというふうに感じております。 

  一方で、今後、神戸空港の国際化や大阪湾

岸道路西伸部の供用などによりまして、広域

的な集客や物流の効率化が図られ、まち全体

のポテンシャルがさらに高まるというふうに

考えております。 

  この機会を的確に捉え、このポテンシャル

の高まりを最大限に発現させるために、ポー

トアイランド・リボーンプロジェクトを推進

することとしております。これは公共空間の
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高質化を図り、人や企業を引きつける魅力的

な空間を創出することによりまして、民間投

資を誘発し、新たな機能・施設の立地や、既

存施設の更新を進め、住んでおられる皆さん

もこのまちの活力の向上を実感していただく

ことができるような、そのような、よい意味

での循環を生み出すことを目指しております。 

  同時に、目の前の課題にしっかりと取り組

んでいくことも重要です。ファッションタウ

ンは高質な空間が備わったポートアイランド

１期を象徴するエリアでありますが、従業員

数が減少しておりまして、空き床も見られま

す。また、ポートピアプラザをはじめとした

周辺エリアにおいても、空きテナントが目立

つ状況が続いておりまして、市としても、こ

の現状に対し課題認識を持っております。 

  ファッションタウンには地区計画が定めら

れており、一定の用途規制の下に企業が立地

しておりますので、権利者の皆さんの御意見

を丁寧にお聞きしながら、土地利用も含めた

まちの在り方についてしっかりと議論をして

いくことが重要です。 

  現在、神戸商工会議所や立地企業と相談を

始めているところでして、この動きを加速さ

せていきたいと存じます。 

  今年度は、ポートピア大通りにおきまして、

沿道のテナントや緑地・緑道を一体的に捉え

た道路空間を活用したにぎわい創出イベント

の社会実験を計画しておりまして、島内の企

業・大学・住民などを含めた新しい人の流れ

をつくり出すことができないか、民間投資を

誘発する好循環を生み出すことができないか

検証を行っていきたいと存じます。 

  ポートアイランド・リボーンプロジェクト

を進めるに当たりましては、働いておられる

方、お住まいの方、立地企業など、様々な

方々との意見交換や議論を通じて望ましい将

来像の在り方を描いていきたいと考えており

まして、プロジェクト全体としては、息の長

い取組となることは、ぜひ御理解を賜りたい

と存じます。 

  その一方で、今起きている目の前の課題に

対しては、スピード感を持って取り組んでい

きたいと存じます。 

  医療産業都市の成果の市民への還元につい

てお答えを申し上げます。 

  医療産業都市は、我が国最大のバイオメデ

ィカルクラスターとして成長を遂げてきまし

た。そして同時に、市民の健康・福祉の向上

につきましては、中央市民病院を核とした高

度専門病院群と優秀な臨床医の集積により、

高度医療をはじめ、救急医療やリハビリなど

幅広く質の高い医療サービスを提供できてい

ると考えております。 

  そして、健康づくりという観点からは、市

民と進出企業とアカデミアとの協働によるヘ

ルスケアサービス開発支援事業を実施してお

ります。 

  この事業では、市民向け健康セミナーの開

催、ニュースレターの発行などにより、市民

の健康の維持・増進などを図る取組を展開し

ておりますほか、約3,000人の市民にヘルス

ケア市民サポーターとして登録いただき、医

療機器メーカーや食品メーカー、スポーツ用

品メーカーなどの企業の製品、サービスの開

発・改良に係るモニター調査を実施している

ところです。 

  ただ、現在の取組では、やはりボリューム

感に欠けるというふうに考えておりまして、

より一層、この医療産業都市の取組や成果を

市民皆さんが実感できるような、享受するこ

とができているというふうに感じていただけ

るようなフィードバックが大事であると考え

ております。 

  このため、現在、神戸医療産業都市の将来

像の検討を進めておりますが、この中では地

域経済の活性化とともに、市民福祉の向上を

通じて市民の暮らしの安全・安心、豊かさを

高められるものとなるような施策の方向性も

議論をしております。 
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  御指摘を踏まえ、市民の皆さんに医療産業

都市の成果を還元することができるような新

たな視点も加えた取組を加速させていきたい

と存じます。 

  タンタンの追悼と今後の取組につきまして

お答えを申し上げます。 

  ５月11日にタンタンの追悼式を挙行いたし

ました。タンタンが死亡した翌日からは市民

やファンの皆さんから多くの献花をいただい

ておりますし、追悼の意を表する方々の訪問

が続いております。 

  献花の受付は５月28日までとさせていただ

きましたけれども、追悼式の翌日からは、パ

ンダ館や動物科学資料館にメッセージカード

を設置し、市民やファンの皆さんの思いを受

け止めさせていただいております。 

  王子動物園の公式ホームページでも、「あ

りがとうタンタン」を合い言葉に特設サイト

を開設し、順次内容の更新を行っております。 

  今後は誕生日などの節目となる日に合わせ、

市民やファンの皆さんが参加できるイベント

などの実施も検討をしております。 

  さらに、市民やファンの皆さんと共に、タ

ンタンをしのび、タンタンの記憶を後世に残

していくための何らかのシンボル的な、形に

残る取組を検討しているところでありまして、

そのような取組に対しては、寄附をしたいと

いう御希望もありますので、クラウドファン

ディングの手法の活用も検討していきたいと

考えております。 

  御指摘いただきました新たなジャイアント

パンダの誘致につきましては、現時点におき

ましては、タンタンが亡くなってから、まだ

あまり日がたっていないということを考えれ

ば、在りし日のタンタンの記憶をたどりなが

ら、タンタンをしのぶ時期が今ではないかと

感じているところです。 

  一方で、日中共同飼育繁殖研究を継続する

という基本姿勢は、従来から変更するところ

ではありません。王子公園再整備基本計画の

コレクションプランにおきましても、ジャイ

アントパンダは最優先種に位置づけておりま

して、現在のパンダ館はそのまま保全をして

いく予定です。 

  今後、新たなパンダへの対応をどうするか

ということにつきましては、市民の皆さんの

声、また議会での御論議を踏まえながら対応

を考えていきたいと存じます。 

  私からはあと、情報発信につきましてお答

えを申し上げます。 

  情報発信につきましては、様々な課題があ

って、これに対してはそれなりに対応を行っ

てきているところです。例えば、市や外郭団

体が主催するイベントは、これまで公式イベ

ントサイト、記者発表資料、オンライン版広

報紙ＫＯＢＥのサイトなどに掲載しておりま

して、利用者から見ると、どれを見ればいい

のか分かりにくい状況でありました。 

  そこで、今年の３月に新しいイベントサイ

ト、おでかけＫＯＢＥを開設し、ここにイベ

ント情報を集約し、一元的な情報発信をスタ

ートさせました。 

  また、子育て世帯に向けた子育て情報のサ

イトを昨年リニューアルいたしまして、保育

施設と学童保育の待機ゼロや、充実した病児

保育などの情報を網羅的に掲載をしておりま

す。実際に閲覧数も増えているところです。 

  その他のウェブサイトにつきましても、現

在、庁内調査を実施しておりまして、サイト

自体の必要性を吟味し、アクセス数の少ない

サイトなどは、市のホームページ内への移行

や、サイト自体の廃止など、見直しを検討し

ております。 

  ＳＮＳアカウントにつきましては、2021年

９月から投稿頻度やフォロワー数の状況に応

じて、アカウントの廃止基準を定め、見直し

を行いました結果、157あったアカウント数

が現在95に削減をいたしました。このように、

努力をしているところですけれども、まだま

だ改善の余地があろうかと思います。御指摘
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を踏まえながら、さらなるサイトやＳＮＳの

集約・見直しなどを積極的に行っていきたい

と存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点お

答えを申し上げます。 

  １点目は、ガストロノミーツーリズムの推

進についてでございます。 

  議員から御指摘をいただきましたように、

神戸には神戸ビーフをはじめ、灘の日本酒や

南京町の中華料理などの食の魅力が豊富で、

ガストロノミーツーリズムのポテンシャルを

有しているというふうに考えているところで

ございます。 

  これまでも、神戸で独自に発展をしてまい

りました洋食やスイーツ、中華、そばめしと

いった多様な食を観光資源として、食文化の

歴史やストーリーを交えながら、魅力発信に

取り組んできたところでございます。 

  例えば、Ｆｅｅｌ ＫＯＢＥの英語版サイ

トでは、洋食や居酒屋といった日本ならでは

の食文化の特集ページを作成いたしまして、

併せて市内飲食店も紹介をさせていただいて

いるところでございます。 

  また、令和５年度は観光庁の地域一体型ガ

ストロノミーツーリズムの推進事業を活用い

たしまして、漁師や料理人と共に漁船でのク

ルージングを楽しんだ後に、神戸ならではの

海を感じられるアジュール舞子の砂浜で特別

なディナーを味わうツアーなど、体験型コン

テンツも造成をさせていただいたところでご

ざいます。 

  令和６年度もガストロノミーツーリズム事

業に今申請をしているところでございまして、

引き続き体験型コンテンツの造成を行ってま

いりたいというふうに思ってございますし、

神戸ビーフや日本酒など、神戸の魅力的な食

文化をテーマとした新たな大規模イベントを

この秋に東遊園地で開催をする予定とさせて

いただいているところでございます。 

  今後、神戸空港の国際化や、瀬戸内海クル

ーズ推進会議の取組を通じたクルーズ振興に

よりまして、インバウンド需要が高まること

を見据えまして、本市においても生産者や料

理人など、地域一体となって、食の魅力のさ

らなる磨き上げが必要であるというふうに考

えてございます。 

  引き続き、神戸ならではの食のポテンシャ

ルを生かして、単なる食事の提供だけではな

く、食を軸とした地域の歴史的文化・自然環

境等を絡めたストーリーづくりや体験プログ

ラムの造成などを通じて、ガストロノミーツ

ーリズムを推進してまいりたいと考えている

ところでございます。 

  ２点目は、空飛ぶクルマの実現に向けた取

組の強化についてでございます。 

  空飛ぶクルマの社会実装に向けましては、

国内においても大阪・関西万博を契機とした

商用運航の実現に向け、民間事業者による研

究開発が加速しているというふうに認識をし

ているところでございます。 

  その活用分野は、旅客輸送サービス事業の

ほか、遊覧等の観光事業、災害・救急救命な

ど多岐にわたるというふうに期待をされてい

るところでございます。 

  空飛ぶクルマが広く普及をいたしますと神

戸経済にも寄与することに期待できるという

ことから、令和５年度に兵庫県と連携した補

助事業を創設いたしまして、民間事業者の取

組を支援させていただいているところでござ

います。 

  補助対象事業者の取組といたしましては、

例えば、運航ルートを想定いたしました気象

条件による影響評価や事業性の評価、運航管

理システムやプラットフォームの構築に向け

た実機飛行や机上シミュレーションによる各

種検証、離着陸場の候補地の選定や設置条件
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の整理・検討などが行われているところでご

ざいます。 

  空飛ぶクルマの社会実装に向けましては、

機体や運航の安全基準、操縦者の育成・技能

証明など各種制度の検討のほか、機体の開

発・設計、運航サービスの提供、離着陸場の

管理運営など、各分野における民間事業者の

専門的な知見やノウハウが不可欠となってご

ざいます。 

  令和６年度も引き続き兵庫県との連携の下、

民間事業者の取組を支援いたしますとともに、

国や他府県の動向も注視しながら、災害対応

―― 例えば物資・人員輸送といったこと。さ

らに救急救命―― これはドクターヘリの代替

補完ができないかといったことなど、市政課

題の解決への活用についても研究してまいり

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから２点御

答弁申し上げたいと思います。 

  まず中央区、こうべ小学校区のふれあいの

まちづくり活動について御答弁申し上げたい

と思います。 

  地域におけるつながりの中でも、特にふれ

あいのまちづくり協議会におきましては、地

域福祉センターを拠点として、地域の実情や

課題に応じた福祉活動・交流活動に取り組ま

れておりまして、このこうべ小学校区におき

ましては、北野と諏訪山の２つの協議会が活

動を行っていただいているところでございま

す。協議会の活動に対しましては、ふれあい

のまちづくり助成制度を設けまして、協議会

の主体的な活動計画に基づき、その活動回数

に応じた支援を行ってきているところでござ

います。 

  令和４年度より申請の簡素化、また助成メ

ニューの統合化―― 大くくり化などに取り組

んだことによりまして、より使いやすくする

ために制度の見直しを行ったところでござい

ます。 

  その結果、全市的に令和５年度の申請額は

令和４年度に比べて大幅に増加し、活動の活

性化にある程度寄与したものと認識している

ところでございます。 

  また、助成制度の中には、地域福祉センタ

ー以外の場所で実施する公益活動に対するサ

テライト助成等も設けているところでござい

ます。 

  今後も、協議会の活動の意向を踏まえまし

て、これらの助成金が十分に利用していただ

けるように引き続き丁寧な支援に取り組んで

まいりたいと考えております。 

  また、御指摘いただきましたＪＲ線より南

側のエリアにつきましては、エリア的には諏

訪山のふれあいのまちづくり協議会の活動範

囲でございますが、協議会からも、このエリ

アの住民に活動参加を呼びかけてはいるもの

の、地域センターの利用、また行事への参加

等にはなかなか結びついていない状況である

とお聞きしているところでございます。 

  このような課題を解決するためには、例え

ばＪＲ線の南側のエリアにあります自治会館

や集会所等の活用のほか、協議会だけではな

くて、様々な地域活動主体の参加や連携を推

進し、エリア住民の世代や関心に応じた取組

を行っていくことが重要であると考えており

ます。 

  地域協働局におきましては、地域活動の活

性化に向けて積極的に企業やＮＰＯ、教育機

関等の新たな活動主体と協議会等とのマッチ

ングによる多世代交流事業の創出に取り組ん

でいるほか、多様な活動主体の地域への参画

を促すため、地域課題に取り組むＮＰＯ等補

助金などの事業にも取り組んでいるところで

ございます。 

  このエリア内にある区役所と共に、ＪＲ線

より南側の地域の住民を含めまして、こうべ

小学校区内の住民同士のつながりが広がる取

組を支援してまいりたいと考えているところ
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でございます。 

  それから、２点目でございますが、外国人

児童・生徒の日本語教育についてでございま

す。 

  今後も在住外国人が増加していくことに伴

いまして、学齢期の後半、また15歳を超えて

来日する児童数も当然増えていくことが想定

される中、日本語学習支援を必要とする外国

人への支援、これは一層重要になってくると

考えているところでございます。 

  神戸市におきましては、急増する在住外国

人に対応するため、令和元年度から５か年の

計画で、文化庁の地域日本語教育の総合的な

体制づくり推進事業を活用して、官民連携で

総合的な日本語教育体制づくりに取り組んで

きたところでございます。 

  具体的には、神戸国際コミュニティセンタ

ーを通じて、有資格の日本語教師による初級

日本語クラスの開催、またボランティアによ

る日本語学習支援、日本語初級レベル修了者

の受皿となっている地域日本語教室のネット

ワーク化と運営助成等の事業を実施してきた

ところでございます。 

  令和６年度からも同事業を活用して、新た

な５か年の計画に取り組んでいるところでご

ざいます。 

  その中で、在住外国人が地域で学べる場所

をさらに確保、増やしていくために、日本語

教室の運営助成に関しまして、本年度より予

算額を増額することで、これまでは夜間教室

の開催を必須としていたところを、昼間の教

室のみでも可とし、また延べ学習者数を500

人以上としていた要件等を撤廃し、小規模の

日本語教室にも助成対象を広げたところでご

ざいます。 

  その結果、例年４～５団体が対象であった

ところ、今年度は13団体が助成対象となり、

日本語教育を受ける場の支援の拡充につなが

っているものと考えております。 

  今後、御指摘のありました学齢期を超えた

年齢層の方など、社会とのつながりが希薄で、

潜在的に日本語学習を必要とする外国人の方

の実態把握や、有効なアプローチ方法につい

ても検討していきたいと考えております。 

  同時に、日本語学習を支える人材の発掘と

育成も進めていきたいと考えております。 

  また、さらなる日本語学習体制の強化に関

して、国へも要望を強化してまいりますとと

もに、より一層の在住外国人の日本語学習機

会の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 河南君。 

○44番（河南忠和君） ありがとうございます。 

  ではまず、ポートアイランドの活性化から

質疑させていただきます。 

  久元市長がおっしゃられたように、ファッ

ションタウン等、非常に老朽化が進んでおっ

て、また一方で活性化しなくちゃいけません

が、地区計画に基づいて権利者の方の御意向

も踏まえていかなくてはいけないということ

をお伺いいたしました。 

  私はやっぱり、今エリアとしては大変寂し

い感じがしておりますので、ぜひこの点を早

急に進めていただいて―― いろんな意見があ

ると思います。住居機能が必要なのではない

か、あるいはこういった商売というか、そう

いったところを強化するべきじゃないかとい

うところもあると思います。いろんな意見を

踏まえて、方向性をぜひ進めていただいて、

再びこのエリアが活性化するようにお願いし

たいと思います。 

  また、南側にはＩＫＥＡとか、新しい商業

施設もありますので、その検証とかも必要―

― 一体となってどうやっていくかというの

は必要だと思っております。 

  また、住居と商業施設・民間施設が併存し

ているポートピアプラザやパークシティとか

の居住施設も、民間といえども空き家になっ

ているところがあるのは大変残念であります。
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ビジネス機能の誘致や、例えばですが、プー

ルがない神戸学院さんに、プールの機能の提

供などを検討していただくとか、そういった

幅広い考え方で活性化につなげていただけれ

ばと思います。これは要望とさせていただき

ます。 

  次に、再質問をさせていただきます。 

  空港の国際化を見据えると、解決していか

なければならない課題の１つに、交通インフ

ラの脆弱性が挙げられます。 

  現在、神戸空港ではポートライナーとリム

ジンバスの２つのアクセス方法があり、現状

でも、時間帯によってポートライナーは大変

混雑しています。2030年以降の国際定期便の

就航開始によって、空港利用の増加需要を見

込みますとバスの需要が膨らむと予想されま

す。 

  一方で、現在の空港と三宮を結ぶバス路線

では、地下鉄三宮駅前の発着場所に多くの乗

客が並ばれると、雨や風の日に大変御不便を

おかけすることになります。海外からのお客

様に、道路沿いの外で乗降いただくのではな

く、バス事業者に働きかけながら、空港から

三ノ宮駅前に新たにできるバスターミナルや、

ミント神戸の三宮バスターミナルへダイレク

トに運ぶ便を新設し、空港を利用した来神者

をもてなす利便性の高い交通手段を準備すべ

きと考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 神戸空港の国際線就

航に向けて、空港へのアクセス強化というも

のは大変重要な課題であるというふうに認識

をしているところでございます。 

  これまでもポートライナーの朝ラッシュ時

間帯に三宮駅及び神戸駅からポートアイラン

ド方面への路線バスを運行し、ポートライナ

ーの輸送力補完にも継続的に取り組んできて

いるところでございます。 

  また、神戸空港と三宮駅を結ぶ空港アクセ

スバスにつきましては―― 2018年度から運行

されておりますけれども、昨年４月の大幅増

便に続きまして、本年４月にも増便をされま

して、利便性が大きく向上しているところで

ございます。ちなみに、令和４年に24便であ

ったものが、今、令和６年では48便と、もう

倍増しているというような状況になっている

ところでございます。 

  バス事業者からは、空港国際化時のフライ

トスケジュールを見て、さらなる増便につい

ても前向きに検討するというふうに伺ってい

るところでございます。 

  さらに、議員から御指摘をいただきました

ように三ノ宮駅をはじめ、市内外の主要な駅

など空港を結ぶ直通バスの運行は空港利用者

の利便性向上の有効な手段であるというふう

に認識をしてございまして、空港国際化に向

けて検討を進めているところでございます。 

  また、空港直通バスの三宮駅バス停は雨や

日差しをしのげる場所に設けることが望まし

いと考えてございまして、ミント神戸と新た

にできるバスターミナルの収容能力、あるい

はバス事業者の意向なども踏まえ、関係者と

幅広く協議・調整を行ってまいりたいと考え

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 河南君。 

○44番（河南忠和君） ぜひ、雨風をしのげる

ような、屋根のあるところを新しいバスター

ミナル、あるいはミント神戸っていうのを御

検討いただければと思います。これからまだ

検討されると思いますので、ぜひ進めていた

だければと思います。 

  また、ポートアイランドにおきましては、

国際展示場をはじめとして老朽化が進むＭＩ

ＣＥ施設に関しましてお伺いをいたします。 

  再整備基本構想を策定してから10年以上経

過しますが、進展は見られません。神戸空港

の国際化も見据えて、現在の再整備に向けた

検討状況をお伺いいたします。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） ＭＩＣＥ施設の再整

備につきましては、少し古くなりますが2013

年３月にコンベンションセンター再構築基本

構想を策定いたしましたけれども、東京オリ

ンピックの期間中に首都圏で開催できないコ

ンベンションの需要を受け入れることを考慮

いたしまして、2015年度に整備スケジュール

を見直したというところでございます。 

  その後、2020年度に基本計画策定を予定し

ておりましたけれども、新型コロナウイルス

感染症による会議形態の変化というものを踏

まえまして、今後のＭＩＣＥの在り方や主催

者・参加者ニーズの把握に努めてきていると

いうところでございます。 

  国際会議場・展示場は経年変化によりまし

て施設の老朽化が進んでおりますけれども、

一方でインターネット環境の整備や音響機器

の更新など、施設の魅力向上には鋭意取組を

させていただいているところでございます。 

  しかし、他都市におきまして施設の新築・

改築が進んでいるという状況もございまして、

ハード面においては、神戸は厳しい競争環境

に置かれているということも十分認識をして

いるところでございます。 

  ただ、ＭＩＣＥ施設の再整備に当たりまし

ては多額の投資を要するため、整備手法や資

金調達手法、整備時期について課題を検討・

整理する必要があるというふうに考えてござ

います。 

  そのため、現在施設に必要とされる機能、

民間活力の導入などについて経済界の意見も

聞きながら、課題整理や情報収集を行ってい

るという状況でございます。 

  引き続き、神戸空港国際化を見据えまして、

ポートアイランド・リボーンプロジェクトの

取組と連携させながら、ＭＩＣＥ施設の在り

方を検討してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 河南君。 

○44番（河南忠和君） 神戸空港の国際化を見

据えますと、ＭＩＣＥ施設の再整備はさらに

重要になってくると思います。種地という面

では、スポーツセンターの整備が必要となり

ますが、残念ながら、入札で流れておりまし

て、本年度中に再検討がなされてるという話

ですが、他の事業に影響を与えていると思い

ます。 

  また、今西副市長から今御答弁ありました

ように、資金面というのも大変重要になって

くると思います。そういったことも、民間資

本の導入もぜひ御検討いただきながらも、場

所に関しては、例えば空港島の北側のエリア

を整備するとか、そういったことも新たな発

想で御検討をいただければと思います。これ

は要望にしておきます。 

  また質問をさせていただきます。 

  神戸空港の国際化を見据えて新ターミナル

のにぎわいづくりとして、飲食店や免税店な

どの充実が必要であります。 

  神戸らしさのＰＲや市内商業の活性化の観

点から、地元事業者がより多く参入できるよ

うにしていくべきと考えますが、御見解をお

伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、御指摘をいただ

きましたように、神戸空港を御利用いただく

方々に、神戸の空の玄関口として神戸らしさ

をＰＲするとともに、市内商業の活性化の観

点も踏まえ、にぎわいづくりを進めていくと

いうことは重要であるというふうに認識をし

ているところでございます。 

  そして、そのためにこの新ターミナルにつ

きましては、「神戸らしさ香るおもてなし」

をコンセプトの１つとして整備を進めており

まして、空港を利用される方の利便性や快適

性に資するよう、商業スペースを確保させて

いただくこととしているところでございます。 
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  イメージといたしましては、神戸や周辺地

域の地場産品の販売や、飲食店舗の設置、地

元事業者によるにぎわいスペースを活用した

イベントの開催など、神戸らしさや、四季を

感じることのできる様々な取組を検討いたし

まして、新ターミナルのにぎわいづくりとい

うのを進めてまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 河南君。 

○44番（河南忠和君） 地元事業者ということ

で、関西エアポートさんが事業者を決めるこ

とだとは思いますが、ぜひ神戸市側からはで

すね、神戸の空港ですので、選定には門戸を

開けてほしいということを働きかけていただ

くように要望をいたします。 

  続きまして、医療産業都市の取組、フィー

ドバックに関して、久元市長のほうから、大

変実感できるようなフィードバックが必要で

あるということも御答弁いただきました。 

  先日、推進機構の成宮理事長が、私が副議

長のときに御挨拶に来ていただきまして、神

戸市民に健康を発信したいという御発言があ

りました。 

  私は大変すばらしいことだと思っておりま

して、神戸市としても、ぜひそれを我々市民

に伝えていただきたいと思います。 

  健康な長寿社会の実現が神戸から実現され

るように期待しております。 

  また、医療技術や研究成果が市民の健康に

直接貢献することで、地域社会の健康増進や

生活の質の向上につながると思います。市民

病院と先端医療研究センター・医療イノベー

ション推進センターの連携もこれまで以上に

密接にしていただきたいですし、研究に注力

するだけではなく、その研究者の成果に対し

てもシビアに見ていただきたいと思います。 

  また、雇用の育成と神戸での創業で、夢が

かなうといった点もぜひ伸ばしていただきた

いと思ってます。要望といたします。 

  また次に、ふれまち活動に関して、小原副

市長から御答弁いただきました。 

  ＪＲ線より南に関しては、協議会だけでは

なく様々なやり方があるんではないかという

御提案がありまして、私自身も大変その点に

は同感しております。マンションであれば、

高層であれ、低層であれ、オートロックがし

っかりしていますので、同じマンションでも、

そもそも近所付き合いがありません。そんな

中で地域活動に参加してもらうことはハード

ルが高いのが現状であります。私は、むしろ

マンションの住民の中で、地域活動に共感い

ただけるような方々に、何か集合体をつくっ

ていただいて、活動をお願いすることが必要

ではないかと思っています。マンションの戸

数などに応じて、複数のマンションの住人が

防災や見守り活動を切り口にして、近隣の交

流をスタートすることが必要だと思いますの

で、こういった手法もぜひ御検討いただけれ

ばと思います。 

  タンタンに関しまして、四十九日もまだ過

ぎていない中で、どういったこと―― 再誘致

ということをお聞きをいたしましたが、まさ

しく今はしっかりとこの追悼の思いをつなげ

ていくことが大切だと私は思っております。

この市民に愛された、タンタンのレガシーを

つないでいくことが大切で、またこの思い出

をつないでいくものとして、クラウドファン

ディングなどを通じて記憶と記録のかけ橋を

つくることも必要かと思いますし、またそれ

を市長も御答弁いただきましてありがとうご

ざいます。タンタンへの思いが再びパンダ誘

致の可能性につながるものと思いますし、動

物園の再整備にはパンダがいてくれるとの期

待と希望がつながるようにしてほしいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  外国人児童・生徒の教育について御答弁を

いただきました。 

  これから在留外国人の数がますます増えて

くると思います。両親が外国人、あるいは一
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方が日本人など、様々なケースがあるとは思

いますが、日本の社会で就職するなら日本語

の習得が必要になってまいります。日本語が

しゃべれないという理由で、社会から疎外感

を持ち、犯罪などに走らないように、社会が

教育していくことが必要だと考えます。ぜひ

学びの場の充実をお願いをしたいと思います。

これは、私は実はもう30年前、40年前にスウ

ェーデンに住んでおりまして、そのときにス

ウェーデンは非常に共生社会の国でありまし

て、当時、イラン人の難民を多く受け入れて

いました。しかしながら、最近のスウェーデ

ンは多くの難民を受け入れておりますが、地

域のスウェーデン人との分断があって、御存

じのとおり、トルコとの関係が非常におかし

くなったというのも報道であるとおりでござ

います。 

  私はこういったヨーロッパの事例っていう

のは非常に日本にとって大変参考になるもの

だと思いますので、住んでいるからには、し

っかりと言葉を覚えていただくという体制を

ぜひ、この共生のまち神戸から進めていただ

きたいと思いますので、強く要望いたします。

よろしくお願いいたします。 

  ガストロノミーツーリズムに関してもお伺

いをいたしました。東遊園地で今年度また活

動があるということですが、地域でガストロ

ノミーツーリズム―― 食文化に触れる取組の

萌芽があるとお聞きをしています。ガストロ

ノミーツーリズムの推進は地域の食文化や特

産品を生かして観光業の振興につながる重要

な取組であります。 

  神戸市が持つ多彩な食文化を生かしてガス

トロノミーツーリズムを推進するには、地域

経済の活性化や観光客の増加につながる可能

性があります。ぜひ、神戸市としても積極的

に御支援をいただきたいと思いますので、ぜ

ひ今西副市長、答弁よろしくお願いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先ほど御答弁申し上

げましたように、ガストロノミーツーリズム

は神戸を発信する重要なツールだというふう

に考えてございますし、また地域で培われた

そういう文化というものを発信する重要なも

のだというふうに考えてございますので、今

後、地域の方々も巻き込みながら、そしてい

ろんな飲食店を巻き込みながら積極的に推進

をさせていただきたいと思ってございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 河南君。 

○44番（河南忠和君） ぜひ、よろしくお願い

いたします。 

  それでは、少し再質問をさせていただきま

す。 

  空飛ぶクルマで市としての補助金の実施だ

けではなくて、実験場の提供も行ってはどう

かと思いますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 実験場の件でござい

ますけれども、令和５年度に採択した補助対

象の事業者からも一部公園や市有地の暫定的

な活用について相談がございまして、関係者

との調整とか、そしてまた助言なども行わせ

ていただいたところでございます。 

  結果といたしましては、航空管制との調整

がつかず、実現に至らなかったということで

ございますけれども、こういった支援も行っ

てきているというところでございます。 

  また、西神戸ゴルフ場跡地で進めておりま

す新産業団地におきましては、緑地や調整池

など公共空間の一部を活用いたしまして、自

動運転やドローンなどの新しい技術開発のた

めの実験フィールドとして開放することも検

討をさせていただいているところでございま

す。 

  今後も引き続き、民間事業者の取組を支援

する中で、実験フィールドの相談があれば、
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できる限り協力をしてまいりたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 河南君。 

○44番（河南忠和君） 例えば、実験場を今御

提案ありましたけれども、あいな里山公園な

どでは―― ２年前ほど―― ヘリポートがあっ

て神戸市公園緑化協会が指定管理を受けてい

るのもあり、候補の１つだと思いますので、

また事業者さんから御相談を受けた場合、ぜ

ひその点もアドバイスしていただければと思

います。 

  この空飛ぶクルマの実装に向けた取組は、

地域の発展に向けた新たな可能性を切り開く

ものとして私は注目しております。 

  国土交通省の航空局は昨年12月に空飛ぶク

ルマの離着陸場となるバーティポートの整備

指針を発表しています。 

  空飛ぶクルマの安全運航のための技術的検

証は、実験を重ねなければなりません。また、

どことどこを結ぶかということは戦略的に考

えておかなければなりません。 

  将来的には、空港間の交通を担うと考える

と、関空と神戸空港を結ぶ交通を担うものと

も考えるのが一番需要と現実味があると考え

ます。そのためには、まずバーティポート―

― 離着陸場の候補予定地の選定や、実験場

の選定は民間と共に研究しなくてはいけない

と思いますので、ぜひ積極的に情報の収集を

していただきたいと思います。要望に替えさ

せていただきます。 

  最後になりますが、本市の情報発信戦略に

おきまして、市長のほうから157あったサイ

トが95まで減ったということを御答弁いただ

きました。しかしながら、まだまだこれ多い

なというのが実際でございます。神戸市のホ

ームページと重なってる部分もかなりあるな

と思いますが、例えば、スマートこうべと神

戸市のホームページとの役割分担とか、位置

づけが曖昧になっているのではないかと思い

ますが、どうお考えでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 神戸市のホームペー

ジの役割といたしましては、市の施策や事業

で知りたいことや、分からないことがあった

ときに、検索を通じて必要な情報が掲載され

ているページが閲覧できるという機能がまず

あることでございます。 

  さらに、神戸市が届けたいプロジェクトや

魅力などをＳＮＳの投稿で発信したときに詳

細を御紹介できるページという２つの機能を

持っているというふうに思ってございます。 

  一方で、スマートこうべでございますけれ

ども、神戸市だけではなくて、民間も含めた

神戸のお役立ち情報を掲載したサイトでござ

います。当初は、ログイン機能で個人の関心

に合わせて情報を伝える仕組みとしておりま

したけれども、昨年リニューアルをいたした

際には、ページ上の子育て・教育、お出か

け・活動といったタグを選んで、利用者に合

わせた情報を得られるような仕組みにさせて

いただいたところでございます。 

  スマートこうべでは、現在この市のホーム

ページを含めた様々なサイトの情報を集約し

たハブ的なサイトという位置づけになってご

ざいます。ただ一方で、このウェブの世界で

は、そこでしか手に入らない情報、オリジナ

ルコンテンツがないとなかなか閲覧してもら

いにくいという傾向があるわけでございます。

そこで、スマートこうべ独自の記事や情報を

充実させることで、市の公式ホームページの

役割をより明確にさせていただいて、たくさ

んの方々に情報を届けられるように今後して

まいりたいというふうに考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 河南君。 

○44番（河南忠和君） 自治体の情報発信の効

果的な集約化は、地域の魅力や求心力を高め

る上で大変重要な要素であります。情報が散
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在していると、市民や地域外の人々が必要な

情報にアクセスするのが難しくなります。そ

のため、情報発信の集約化はぜひ進めていた

だきまして、利用者の利便性、つまり神戸の

何について市民は知りたがっているのかとい

うことを念頭に作成いただきたいと思います。 

  以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。 

  次に、42番山下てんせい君。 

  （42番山下てんせい君登壇）（拍手） 

○42番（山下てんせい君） 私は山下てんせい

でございます。一般質問させていただきます。 

  まず、地域協働の取組についてでございま

す。 

  地域の担い手の高齢化、高齢者や子育て世

帯の孤立等、地域課題の多様化が進む中、神

戸市は局や区の垣根を越えて、多様な主体の

協働による課題解決のための司令塔として、

地域協働局を新設、また各区においては地域

協働課を設置いたしました。 

  議会においては、従前の市民参画推進局、

あるいは区におけるまちづくり課から、一体

何がどのように発展・変化したのかという議

論もありましたが、局設置から１年が経過し、

改めて検証する必要があると私は考えており

ます。 

  私、山下てんせいが西神ニュータウンに移

り住んで―― 10歳から移り住んでるんですけ

ど、生え抜きとして当職をいただいている関

係上、２期目に挑戦した2015年に１つの区切

りとして、家を建てられた皆様がおおむね75

歳を迎える10年というものを１つのピリオド

とし―― タイムリミットとしておりましたが、

今年がその10年目になります。 

  特に西区においては、対面のやり取りの減

少や地域の担い手の固定化、あるいは高齢化

が進行しております。この点、解決に導いて

いかなければいけない課題ではありましたが、

いまだ解決の糸口がつかめておりません。そ

のために、区役所の方が折に触れて地域を訪

問し、雑談するという時間は非常に大切なも

のであったと推察いたしますが、コロナ禍を

経て中断し、なお完全には修復されていない

と聞きます。 

  また、以前は地域団体で実施されていた夏

祭り等は、猛暑の影響もあり、完全には再開

されておらず、西区らしさである行政と市民

のふれあいの機会は失われております。 

  結果として、行政と市民の距離の近さが損

なわれている点については、早急な手当が必

要であると思いますが、地域協働局及び各区

の地域協働課はどのような課題を捉え、今後

施策を展開するのか、見解を伺います。 

  続いて、特に西神ニュータウンが抱える課

題について御紹介させていただきます。 

  西神ニュータウン周辺については、駅周辺

の公共空間が改修され、大型商業施設のリニ

ューアルや文化・芸術ホールの整備等、魅力

的なリノベーションが進められていることに

市民を代表して感謝するところでございます。 

  一方、ニュータウンの設計や構造上の問題

として駐車場の不足がクリニックをはじめ、

公共公益施設からのみならず、最近では住民

の間からも漏れ聞こえております。いわく各

戸建住宅は来客用の駐車場までは想定してお

らず、盆・暮れ・正月など、子や孫の里帰り

の際は路上駐車が多く、しばしば苦情の種と

なっております。 

  また、月ぎめの駐車場の多くは団地の外周

道路のへた地に設定されており、家から自転

車ないし徒歩で移動する必要がありますが、

もっと利便性の高い駐車場があればとの意見

もございます。 

  さらに、近隣の市から大きな公園を求めて

家族連れで来訪された方からは、このような

すてきな公園が多数あるのにもかかわらず、

駐車スペースがないので、遠い有料駐車場を

利用するか路上駐車するしかなく、問題では

ないかと意見を伺いました。 
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  いずれにしても、今後、西神ニュータウン

が魅力いっぱいに存続していくためには、解

決しなければいけない課題と私は考えており

ますので、この際、広大な公園の余地を活用

すべく、駐車場としての目的外利用を検討す

べきと考えますが、見解を伺います。 

  続きまして、映像によるシティプロモーシ

ョンについてでございます。 

  私は映像を用いたシティプロモーションに

ついて従前から興味を持って取り組み、知見

を持つ皆様から多くの学びを得ております。

そのような中、神戸市の広報戦略部がユーチ

ューブにおいて２万回再生できるコンテンツ

を公募したところ、ソニーＰＣＬさんが制作

したＫＯＢＥ203Ｘの映像作品が業界でも非

常に評価されているという話を伺いました。

ＫＯＢＥ203Ｘはバーチャルプロダクション

×ボリュメトリックキャプチャーというハリ

ウッドの最新技術が用いられており、ネット

から新聞メディアに至るまで話題に上りまし

た。結果として、その作品は４月17日の公開

から約１か月で２万回再生を達成するに至っ

たのであります。 

  神戸市の動画チャンネルであるｋｏｂｅｃ

ｉｔｙｃｈａｎｎｅｌは、現在登録者数19.8

万人を数え、少し前までは行政のカテゴリー

でトップであったと仄聞しました。 

  また、過去にはガチャピン・ムックとコラ

ボした動画が6,000万再生を記録する等、大

当たりのものもあります。 

  この基盤を生かし、新しい映像技術を駆使

したプロモーションを行政が後押しすること

は、クリエイターにとっても大きな励みにな

ることでしょう。そこで、他の施策のプロモ

ーションなどへの取組を広げるべきと考えま

すが今回の施策に至った背景も含めて見解を

伺います。 

  続きまして、ペロブスカイト太陽電池の社

会実装促進についてでございます。 

  脱炭素社会の実現については、太陽光電池

が核となっておりますが、次世代の太陽電池

として注目を浴びるペロブスカイト太陽電池

について、国は通産省及び環境省の肝煎り施

策として2030年の社会実装を目指し、昨年度

から先行投資及び市場創造に力を入れられて

おります。 

  神戸市においては、今年度導入可能性の検

討や予算が計上されたことを大いに評価して

おります。 

  そこで、ＳＤＧｓ貢献都市神戸を目指す本

市として調査・検討にとどまらず、他都市に

先駆けて実装化の議論を進め、市内に広げる

べきと考えます。３月の委員会で今後の動き

について質疑したところ、他局とも連携しな

がら実証的に導入できる施設を選定していき

たいという答弁がございましたが、現在の状

況と今後の方向性について、市長の見解を伺

いたく存じます。 

  最後、熱中症対策についてでございます。 

  近年の気候変動の影響により、異常高温の

頻度・強度がますます高まっていることが予

測される中、熱中症対策は市民の命を守る最

優先の活動と考えております。神戸市は、こ

れまで機会を捉まえての記事による啓発やミ

スト設置等を行ってまいりましたが、今年度

よりＫＯＢＥクールオアシス事業を開始し、

民間事業者等と協力しながら、一時休息所を

提供する等の対策を進めていると聞きます。 

  一方で、東京都世田谷区では区民が多く訪

れる公共施設や商店街等に一時休憩だけでは

なく、無料で水分補給が可能なお休み処事業

を展開していると聞きます。 

  このような官民協働による取組は、市民の

命を守るにとどまらず、限られたエネルギー

をシェアするという観点で、地球環境にも優

しい優れた取組であり、我が市も見習うとこ

ろがあると考えます。 

  そこで、市民や来訪者が夏場でも安全・安

心に過ごすことができる環境を整えるために

は、他自治体の好事例も参考に、よりよい施
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策を提供することが肝要と考えますが、いか

がでしょうか。 

  以上、簡明な答弁のほう、よろしくお願い

いたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 山下議員の御質問にお

答えを申し上げます。 

  まず、西区をはじめとする各地域における

地域協働の取組です。 

  令和５年度に多様な主体の協働による課題

解決のための司令塔として、地域協働局を新

設いたしました。 

  あわせて、局と区が一体となって地域との

協働に関する考え方を共有し、同じ認識と方

向性を持って業務に当たることを明確にする

ために、各区のまちづくり課を地域協働課と

して名称変更も行ったところです。 

  現状と、これまでの取組ですが、地域で行

われていた交流事業につきましては、もとも

と担い手の高齢化などの課題を抱えておりま

したけれども、対面による活動が基本であっ

たこともありまして、コロナ禍による影響は、

残念ながら大きいものがあったと考えており

ます。こういうことを踏まえまして、令和５

年から導入いたしました地域コーディネータ

ー―― それから地域活動の経験や、地域間団

体・ＮＰＯなどの知識・人的つながりを活用

しながら、よりきめ細やかに地域の多様な主

体をつなげる体制を整えてきております。 

  ただ、この点につきましては、まだこれが

本当にこの効果が発現できているかどうかと

いうことについては、まだ十分検証はできて

おりませんから、各方面の御意見を聞きなが

ら検証を行っていきたいと考えております。 

  同時に、西区・北区の出張所には地域活性

化担当の係長を順次配置してきております。

私も先ほど申し上げました地域コーディネー

ター、それから各出張所の若手の係長とは

時々意見交換をいたしますけれども、大変意

欲的に地域団体や住民の皆さんとの意見交換

を行い、活発に活動をし、またこの様々な有

志の団体や学生・企業との連携にもこれまで

にない形で取り組んでいただいているという

ふうに思っております。 

  こうした取組を今後とも地域協働局、そし

て区の地域協働課がより一層連携をすること

で、機動的かつ積極的な地域協働の施策を展

開してまいりたいと考えております。 

  ペロブスカイト太陽電池の導入の促進につ

いてです。 

  ペロブスカイト太陽電池は、我が国の企業

が技術開発をリードする次世代の太陽電池で

ありまして、再生可能エネルギーの導入拡大

を目指す上で有望な技術であると考えられて

おります。 

  耐荷重の小さい屋根や、ビル壁面など既存

技術では設置が困難であった場所にも導入が

期待される一方で、本格導入の実現には耐久

性など、性能面のさらなる技術開発や量産化

技術の開発が不可欠であるとされております。 

  こうした中、国はグリーンイノベーション

基金事業を拡充いたしまして、従来型のシリ

コン太陽電池と同等の発電コストを目標に、

量産化技術開発と社会実装を実現するための

実証事業を計画しているところです。 

  現在、本市におきましては、複数の事業者

とペロブスカイト太陽電池の導入実証につき

まして、協議を進めております。 

  その中では、事業者から将来的な導入拡大

が期待され、かつ本市の象徴的な場所に対し

て、グリーンイノベーション基金を活用した

導入実証を進めたい意向があると承知をして

おります。 

  本市といたしましても、施設の所管部局や

管理者を交え、設置場所や施工方法、スケジ

ュールなどの具体的な検討を現在進めている

ところであります。 

  グリーンイノベーション基金への応募は、

太陽電池事業者が実施する必要があるため、
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事業者と連携しながら、申請に向けた調整を

進めるなど、積極的に対応していきたいと存

じます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから３点お

答えを申し上げます。 

  １点目は、西神ニュータウンが抱える課題

としまして、議員のほうからは公園を活用し

た駐車場の目的外利用を検討すべきではない

かという点でございます。 

  西神中央駅周辺につきましては、昭和57年

のまちびらきから約40年が経過をいたしまし

て、社会情勢や地域ニーズが変化する中、ま

ちの利便性や魅力向上のため、地域の顔であ

る駅周辺のリノベーションに今取り組まさせ

ていただいているところでございます。 

  駅周辺のリノベーションにおきましては、

新たな公共施設や住機能の導入を図るに当た

りまして、既存の駐車場を立体駐車場化し、

駅の周辺の一時利用可能な駐車機能を確保し

ながら事業に取り組んできたところでござい

ます。 

  また、公園用地につきましては、社会情勢

や地域の実情の変化に対応した転活用を行う

ことで、都市機能の向上や、まちの魅力向上

につながる可能性があると考えておりますけ

れども、ただ、公園の一部を駐車場に活用す

るなどの転活用に当たりましては、公園が地

域のレクリエーションや憩いの場となってお

りますことから、公園利用とのバランスを取

ることが求められるというふうにも考えてい

るところでございます。 

  住宅エリア内の一時駐車への対応につきま

しては、需要や実態を踏まえながら、どうい

った対応がよいのか検討をさせていただきた

いというふうに考えてございます。 

  それから、２点目でございます。 

  ２点目は、新たに三宮の姿を描いたショー

トムービー、ＫＯＢＥ203Ｘの事例に取った、

シティープロモーションの在り方について御

質問を頂戴したところでございます。 

  これまで新しく生まれ変わる三宮をより多

くの方に知っていただくために、「人が主役

のまち」、「居心地のよいまち」をテーマと

してキャラクターを配置したイラストや完成

予想図を活用してきたところでございます。 

  しかしながら、ビルの完成予想図や言葉だ

けの説明ではどのように変わるのか、イメー

ジが湧きにくいという御指摘もあったところ

でございます。 

  現実には存在しない未来のまちを伝えるた

めには映像が有効でありますけれども、アニ

メやコンピュータグラフィックスではリアリ

ティに欠けるところがあったところでござい

ます。 

  そこで、今回３次元のコンピュータグラフ

ィックスを背景に、実際に演技している人物

を撮影する技術で映像を制作させていただい

たというところでございます。 

  新しい映像技術をプロモーションに活用す

ることは、よりよく伝えるという点で効果が

あるということだけではなく、クリエーター

の支援という点でも効果的であるというふう

に考えているところでございます。 

  本市の施策広報につきましては広報戦略部

を司令塔といたしまして、庁内各局と協議し

ながら進めさせていただいてございます。そ

の中で、市内デザイン会社やクリエーターを

積極的に活用もさせていただいているところ

でございます。 

  現在も、昨年12月に遺構が発見をされまし

た神戸海軍操練所のプロモーション映像を市

内に現場を置くアニメ会社と制作をしており

まして、市内の若手アニメーターの育成にも

つながっているというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  引き続き、他の広報につきましても、新た
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な手法を取り入れるなど、効果的な広報に努

めるとともに、クリエーターの支援・育成に

取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。 

  ３点目は、熱中症対策でございます。 

  近年の異常高温の対応・対策の一環といた

しまして、夏場の市民の健康被害軽減と熱中

症についての情報発信を目的といたしまして、

冷房の効いた施設を外出時の一時休息所とし

て提供いたしますＫＯＢＥクールオアシス事

業をこの６月１日より開始をさせていただく

こととしてございます。 

  具体的には、薬局・郵便局・コンビニなど

に御協力をいただきまして、市内全域で―― 

５月28日時点でございますけれども、554か

所でＫＯＢＥクールオアシスを御提供するよ

うにしているところでございます。 

  夏場で危険な暑さが見込まれますときは外

出を控えていただきまして、冷房が効いた室

内で過ごしていただくことが基本であるとい

うふうに考えておりますけれども、やむを得

ず外出される際には、暑さで体調が悪くなる

前にＫＯＢＥクールオアシスに涼みに行って

いただきまして、熱中症を予防していただけ

るようにポスターやステッカー、スマホで検

索できるマップなどで広報に努めてございま

して、ＫＯＢＥクールオアシスが町中にある

ことで市民の安心感につながるように取り組

んでまいりたいと考えてございます。 

  御指摘をいただきましたように、無料で水

分補給ができるようにすることで利用者のサ

ービスはより向上すると考えてございますけ

れども、これらのサービスを実施している他

都市では用意したペットボトル飲料が一月も

もたないうちに消費をされてしまいまして、

最も暑い時期に提供できなかったという課題

もあると聞いているところでございます。 

  今後、実施店舗に可能であれば何らかの任

意のサービス提供に協力いただけないかとい

う働きかけを行ってまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

  引き続き他の自治体の事例、今年度の利用

状況、協力店舗の声も聞きながら、官民連携

して、まちを挙げて、熱中症予防に取り組ん

でまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） それでは、意見及

び再質問を進めてまいりたいと思います。 

  まず、ペロブスカイト太陽電池に関しまし

ては、最終的にＣＯ２排出抑制に課題意識の

ある、あるいは再生可能エネルギー導入に積

極的な民間企業の参画を促すことが最終目標

です。しかし、そこには投資が必要です。現

状では高額なものになるという点は否定はで

きません。 

  しかし過日、私が実は難病連というところ

に出ておりまして、難病の皆さんと意見交換

しているんですけれども、その際に得た知見

です。眼鏡がなぜ廉価になったのかという話

を思い出しました。すなわち眼鏡は非常に昔

は高額でして、私も親に買ってもらう際には

５年は使えと釘を刺されたことを覚えており

ますけれども、しかし、広くユーザーが増え

た現在では、眼鏡の値段は非常に低廉化して

おります。逆に言えばユーザーの少ない市場

では低廉化は起きないということになろうか

と思うんですけれども、国際競争力を鑑みる

と、まずは隗より始めよとも申しますが、神

戸市が先陣を切ることでその範を示す影響力

に期待したいものでございます。 

  この点について市長思うことございました

ら一言いただければ、よろしくお願いいたし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 先ほど申し上げました

ように、このペロブスカイト太陽電池は大変

社会的意義がある事業だというふうに思って

おりまして、これはもちろん先ほど申し上げ
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ましたように国が基金を作って、これを支援

する、各地域もこれに取り組んでおりますの

で、神戸市が先陣を切ってというふうになれ

るかどうかは自信はありませんが、先ほども

申し上げましたように、複数の企業から具体

的な提案をいただいておりますので、どこの

場所で、どういう施工方法で、どういうスケ

ジュールで展開するのかということについて

は、スピード感を持って検討し、取り組んで

いきたいと存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） 市長、そうは申さ

れますが、今現在進行形で２号館ビルも建っ

ていますし、バスターミナルビルもこれから

竣工していきます。公共施設として今大型開

発を抱えている神戸ですからこそ、何らかの

形で導入の糸口、導入の可能性がないかとい

うことは一度検討していただきたいと、これ

は要望にします。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、熱中症対策でございます。 

  熱中症対策やヒートアイランド現象、これ

私も随分とこだわって取り組んできた課題で

ございますが、地球は我々の対策を遥かに凌

駕していきます。そのために随分大きな経済

的負担を強いられているという思いは不謹慎

かもしれませんが、共感はいただけると思い

ます。 

  ただ、ここで御紹介したいのは、過日、薬

剤師会との懇親の場においてＫＯＢＥクール

オアシス事業に対してありがたい進言をいた

だいていることでございます。 

  いわく、処方箋薬局の多くに設置されてい

るウオーターサーバーですが、当事業の目的

に沿って市民のお役に立てるのならばどうぞ

御活用くださいという申出をいただいており

ます。 

  こういった篤志な申出に寄り添って、幾ば

くかの手当と活用を計画することこそ行政の

役割と思いますので、どうかその意を酌んで

いただき事業を展開していただきたいと要望

いたします。 

  続きまして、映像によるシティープロモー

ションの再質問です。 

  かつて浜村淳さんがラジオパーソナリティ

ーを長年務められた際、ＣＭのことを必ずコ

マーシャルメッセージと言い直すんですよね。

再三言い直されていた意味を思い返しており

ます。私の見解ですが、ＣＭのことをコマー

シャルと、すなわち商業の、営利目的と略さ

れることに対して、いやいや、メッセージの

ほうが大切なんだよと、何を伝えようとして

いるんかということが大事なんだよというこ

とを伝えようとしてたんじゃないかなと思っ

ております。 

  すなわちプロモーションとは何を伝えるか

に軸足を置かなければならない、これは発注

の仕方もしかりではないかなと思っておりま

す。 

  神戸203Ｘは成功だったと言えます。しか

しこの成功を偶然の１回限りで終わらせない

ことが重要です。 

  本市では、これまでＩＴや映像制作分野な

ど、いわゆる都市型創造産業の振興に取り組

み、ＣｒｅａｔｏｒｓＮｏｔｅの登録者数も

200名を超える等、徐々に優秀なクリエイタ

ーが地場で育っている、そのことは評価して

おります。 

  しかし肝腎の高度の作品の多くは東京で作

られていると。私は、この事実に風穴を空け

たいと思っているのでございます。 

  そこでお伺いします。ポートアイランドに

ある資源を生かし、神戸空港からのアクセス

もよく、東京から日帰りで半日の時間を確保

できる、そういった場所に最新鋭のスタジオ

ごと、東京のバックアップとしてはもちろん、

地場のクリエーターやユーチューバーが高度

な環境で活動できるバーチャルスタジオを誘

致してはいかがかと思いますが、見解を伺い

ます。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 御指摘のバーチャル

スタジオでございますけれども、全てのシー

ンをコンピューターグラフィックスに置き換

えまして、仮想空間を作り出す最新の映像制

作が可能でございまして、このような施設が

民間投資によって市内に立地することは、都

市型創造産業の操業環境の向上にもつながる

可能性があるというふうに考えてございます。 

  これまでも映像コンテンツ制作関連企業へ

の誘致活動を行ってきておりますので、御指

摘のバーチャルスタジオも含めて今後も引き

続き積極的にそういう誘致活動というものを

展開してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） ありがとうござい

ます。 

  非常に前向きな答弁をいただけてほっとし

ております。 

  実際、大阪のほうでは、こういった大きな

スタジオ―― 車のコマーシャルを制作する場

所というのは、やっぱりすごく広い場所が必

要でして、360度ぐるっと撮れたりとか、ス

クリーンも非常に大きなものが必要であった

りという事情から、大阪では大分減っている

らしいんです、スタジオのほうが。 

  ですが、全国でこういったバーチャルスタ

ジオというものはまだ数は多くございません。

やはり神戸の立地というのを思い返したとき

に、羽田から大体１時間弱で神戸まで来れる

んですけど、朝の便と夜の便がちょうど早い

時間と遅い時間で飛んでいるということをう

まいこと使えば、神戸というのは東京からワ

ーケーションに来て、しっかりと楽しみつつ

働いて、すっきり帰ってもらうという、非常

にいい立地なんじゃないかなと。それは全て

空港が近くて、ポートアイランドという資源

がそこにあるから言える話ではないかなと思

っております。 

  特にそういった都市型産業において、バッ

クアップの機能というのを神戸がなすことが

できれば、これは１つの神戸の価値ではない

かと思っておりますので、ぜひ全力でよろし

くお願いしたいと思います。 

  では続きまして、地域協働の取組について

幾つか再質問をさせていただきます。 

  先ほどの河南議員の質疑でもありましたけ

れども、どこともやはり地域活動の参加とい

うのはハードルが高いのかなと、担い手とい

うのはなかなか見つからないのかなというふ

うな思いを強くしております。 

  市のほうも多世代交流事業や地域活動に取

り組むＮＰＯへの補助等、そういったところ

に力を入れていらっしゃると聞いております

けれども、西区では令和４年度に地域の活性

化に積極的な人材が集まり、活動を展開する

西神中央クロッシングを始めました。 

  今後、地域活動を持続可能なものにするた

めにやりたいことがある人がその力を発揮す

る場所があり、地域の担い手の発掘につなが

ればよいと思っております。 

  実際、令和５年８月から令和６年１月の間

に展開された西神中央公園で森あそび2023、

こちらのほうは非常に盛り上がったと聞いて

おります。 

  そこで、このようなよい事業にはさらに予

算をつけていただき、より効果的に発信・拡

散してはいかがかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 御指摘いただきまし

たとおり、人口減少、少子・高齢化社会にお

きまして、地域貢献活動に意欲のある人、や

りたいことがある人、こういった人材の発

掘・育成・支援、これは非常に重要であると

承知しているところでございます。 

  そうした中、西神中央クロッシングを御紹
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介いただきましたが、非常に地域人材の発掘

に特に効果があったと考えているところでご

ざいます。 

  参加者の中には、将来的に自ら地域貢献活

動を立ち上げたいと考えており、西神中央ク

ロッシングに参加することで、事業化や広報

等のノウハウを学びたい、こういった方もい

らっしゃったとお聞きしているところでござ

います。 

  いろいろなスキルや経験を持つ人たちが集

まって一緒にイベントをつくり上げていく体

験という部分につきましては、通常のセミナ

ー等では得られないものが多く、参加者の満

足度も非常に高かったとお聞きしております。 

  振り返り会では、次年度の開催に向けて活

発な議論がなされるなど、参加者の今後の活

躍にも期待しているところでございます。 

  このような同様の取組につきましては、灘

区、また長田区・須磨区でも実施されている

ところでございまして、それぞれ好評を得て

いるとお聞きしております。 

  今後こうした取組を広く周知していきます

とともに、ほかの区におきましても展開を図

ることによって継続・拡充を図っていきたい

と考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） ありがとうござい

ます。 

  各区において、やはり同様の取組というの

はあると思うんです。たまたま西区は西神中

央クロッシングであったということなんです

けれども、これは西神中央に限ったものでは

なくて、西区も広うございますので、西区各

地、各村でそういった同様の取組が同時多発

的に始まっていけばいいなというふうに思う

んですけれども、ただそうなってくると、や

っぱり団体が増えますから、拠点が現在―― 

新しい西区役所の５階にある地域活動支援コ

ーナーを拠点にして、そこで皆さんで集まっ

て会議をしておられると思うんですけれども、

そこが混んだら、また本末転倒な話になって

しまいますし、やはりこういったピラミッド

型といいますか、やりたい人が頂点に立って

いろんな人を巻き込んでいく、そういったよ

うな組織が作られていくといいなと思います。 

  これは多分、ふれまちとかそういった単位

とはまた別で動いていくのかなと思っており

ます。 

  ただしながら、ふれまちのほうの悩みとい

うのが先ほど申し上げましたとおり、担い手

の高齢化・固定化ですので、できたらいわゆ

る西神中央クロッシング等の地域活動に自分

のやりたいことがある人がその力を発揮する

とともに、その人がおのおのふれまち等の活

動にも理解して合流していくみたいな、そう

いったシステムがきっちりできていくことが

もちろん大切な視点ではないかなと思ってお

ります。 

  いずれにいたしましても、今こういった人

材の発掘・育成・支援に向けての取組につい

てはしっかりと引き続き予算をつけて応援し

ていただきたいと思いますのでよろしくお願

いをいたします。 

  続きまして、もう１つの再質問なんですけ

れども、西区は歴史としては王塚台古墳や天

王山古墳というものがございまして、非常に

物すごく歴史があるんですけれども、しかし

郷土としての歴史はやはり浅いものがござい

ます。西神ニュータウンは40年ちょいですか

ら、いわゆる定例的な祭りというのもないん

ですけれども、そのような中、いわゆる秋祭

りみたいなものはないんですけど、郷土の祭

りや盆踊り―― 主に盆踊りですね、後世に継

承したい無形文化遺産であると思っておりま

す。 

  文化を途絶えさせないためには、これまで

にない多様な人材が不可欠であり、特に学生

は有効と考えます。 

  一方、西区は会社勤めの方の割合が非常に
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多く、学生や若い方々へのアプローチに難儀

しております。行政からも何らかの働きかけ

が欲しいところですが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 歴史的な行事という

形で御紹介がありましたけれども、私ども把

握しております中でも西区におきましては、

各地域追儺式とか、布団太鼓などの伝統文化

があって、これらの文化継承というのは非常

に重要な課題だと認識しているところでござ

います。 

  一方で、高齢化に伴う伝統文化の担い手不

足、これも課題となっているところでござい

まして、御紹介いただきましたように、学

生・社会人・企業・ＮＰＯ、これまでにない

多様な担い手の参画も重要になってきている

と考えているところでございます。 

  特に、西区は学園都市を中心に６つの大学、

また高専がありまして、学生の地域活動への

参画を促進しているところでございます。 

  具体的な事例を申し上げますと、例えば西

区の出張所が中心となって働きかけた結果、

太山寺の伝統行事の運営に流通科学大学の学

生が参加するとともに、座禅や国宝の掃除な

どの体験を通じて、地域の文化に触れていた

だいているほか、伊川谷の地域住民による竹

林整備では、西区内の複数の大学で募集した

学生に参加してもらうといった取組を進めて

いるところでございます。 

  ただ、こういった学生の参加促進について

はまだまだ十分とは言える状況ではございま

せんので、より積極的にアプローチをしてい

く必要があると考えております。 

  そこで昨年立ち上げました大学都市神戸産

学官プラットフォームとも連携いたしまして、

各大学のボランティアセンターなどの窓口で、

地域行事のボランティア募集を紹介いただく

とともに、学生向けの情報発信サイトＢＥ 

ＫＯＢＥ学生ナビ、また地域貢献の相談窓口、

またボランティアマッチングサイトぼらくる

など、様々なチャンネルを活用し、学生をは

じめとした多様な担い手の確保につなげてい

きたいと考えております。 

  こうした中において、先ほど申し上げまし

た伝統的な行事、またそれに加えて、地域の

盆踊りへの参加等も進んでいくのではないか

と期待しているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） 大学とか高専の生

徒さんの参画促進というのは非常に画期的と

いいますか―― 神戸市、昔からの学園都市の

生徒さんに対してはそういうアプローチを

度々行っていますし、私も１度、神戸外国語

大学のボランティアコーナーの皆さんにちょ

っとインディアメーラーというお祭りを手伝

ってもらったことがございますけれども、非

常によく働いてくれます。 

  ですので、意識は非常に高いし、自分らも

非常に楽しんでるので、いい子ばっかりやな

と思いながら見てたんですけど、もうちょっ

と目線を下げて、高校生、もっと言ったら中

学生。中学生なんかは夏祭りがあるときは夏

祭りのボランティアで中学校の担任の先生と

連れだって出店の手伝いをしたりとか、結構

していましたけれども、ああいうときにお付

き合いしていた子供たちというのは、案外大

人になると、そういったイベントが大好きで

お手伝いしてくれたりとか、あとはこれはも

う今さらの話なんですけれども、やはり昔か

ら太鼓サークルを持っているところとか、あ

とよさこいサークルを持ってるところとか、

そういう地域は、大体祭りとかイベントがあ

るたびに駆り出されるので、当然そこに参加

しているうちに手伝うと、そういった自然と

子供のときからイベントに参加して手伝って

みんなで楽しむというふうな教育がなされて

いるような気がします。 

  これを行政の人にお願いするというのは本
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末転倒ですので、参考程度に聞いていただい

たら結構なんですけれども、やはり我々もし

っかりまず手を尽くさなければいけないなと

いうふうに今答弁いただいて思いました。 

  ですので、やはり同じ問題意識を持ってい

ただいて、中学生とか高校生の間からどのよ

うに地域に対して愛を持っていただくという

か、貢献していただくかみたいな、そういっ

た取組をいろいろ考えていかなあかんなとい

うふうに思います。 

  そこで、次の質問につながるんですけど、

今後、神戸市の課題である地域活性化や担い

手の確保、さらに若い世代への文化の継承を

進めていく上で、学校を活用していくという

視点もまた大切と考えます。 

  例えば、各小学校の行事において郷土の盆

踊りについて学び、披露する機会を持っては

いかがでしょうか。 

  また、教員の負担軽減につながるよう、準

備や運営にこれまでも小学校のお世話係会の

皆様など、協力をいただく基盤はありますけ

れども、より多くの保護者の皆さんに参画い

ただける取組や工夫が必要と考えます。 

  そのためにはまず郷土文化を知り、根づか

せる必要があり、入り口として学校の協力が

欲しいところですが、御見解をお願いいたし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 教育委員会としまし

ても子供たちがそれぞれの地域に伝わる郷土

文化を学んで、それを大切に思う心を育てる

ということは非常に重要だと思っております。 

  実情ですが、総合的な学習の時間なんかに

地域でそのようなことをされている方々を―

― ゲストティーチャー等を招いて、直接そ

のような内容を学んでいると、このあたりが

現状かなと思います。 

  そして、よくあるお祭りとかそういうイベ

ントに、現在、例えば教師が中心となって子

供たちに説明をして、子供たちの参加を工夫

していると、そのようなことが現状かなと思

います。 

  ただし、今議員もおっしゃったように働き

方改革の観点から、教員がもう土曜日・日曜

日でありますとか、夏休みに出ていくことは

非常に難しくなっております。 

  したがいまして、地域ではお祭りとかをや

ろうとされています。その方々が非常に高齢

化されていて、細かいことができない。一方

で、今まででしたら―― 私もそうしていたん

ですけれども、子供たちにそのあたりをよく

酌んでアレンジをして、子供たちが夏に参加

できるようなことをしておりましたが、非常

にそれも実は苦しくなってきております。 

  そこで、考えられる手だてとしては、やは

り今までは学校が何か地域に出ていくと、地

域の方が受け止めていただくと、そのアレン

ジを教員たちがしていたと、そういう現象か

ら、どちらかというと地域の方が学校にもっ

と入ってきてもらったらいいんじゃないかな

というふうに私は思っております。 

  といいますのは、先ほど言いましたように、

学校運営協議会をもう少し活性化させて、頭

からお祭りなんだよとか、郷土のことだよと

か言うのではなくて、日頃から地域の方が学

校のいろんな課題について情報共有していた

だいて、そこには保護者もおりますので、恐

らく保護者の年代というのが、地域の方々の

次を担う年代だと思いますので、子供たちの

学習とか教育という同じテーマで忌憚のない

意見を交わす中で、保護者と地域の方々がま

ず価値観を共有したり、地域の課題を共有す

ることができないかなと、そこを学校を舞台

にしていただいても構わないような気がしま

す。 

  いわゆる学校運営協議会などを活性化し、

地域が学校に入ってくると、そこでみんなで

考えたことを子供たちに下ろしていくと、そ

うすれば教員もその範囲内で十分協力してい
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けるんじゃないかなと、今まで出ていってい

たものをどんどん入ってきてもらうと、そこ

から始めていったらいいんじゃないかなと、

そのように考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） 福本教育長、本当

にいい答弁ありがとうございます。 

  まさに、非常に小学校とかというのは閉鎖

的な空間でして、例えば、私、防コミとかや

ってたんですけれども、防コミの倉庫も最初

置かせてくれなかったりとかしてたんですけ

ど、よくよく話し合っていくと、やはり防コ

ミの倉庫を置かせてもらえるようになったり

とか、あるいは竹の台さんなんかは鍵まで預

かっているという、そういういい事例もあり

ますし、地域が学校共々に育っていくという

か、地域を盛り上げていくという活動に関し

て、いろいろ見てきたんですけど、本当に革

命的な答弁があったなと思っております。 

  私もそういった地域の皆さんと小学校の保

護者の皆さんがマッチングするっていう場所

が学校、ちょっと考えれば分かることやった

んですけど、私はそれはちょっと目からうろ

こが落ちました。そういった工夫をもちろん

学校園が考えてくださるということは喜ばし

く思います。 

  あるいは、やっぱりうちの地元なんかでは、

学童保育とか、あるいは夏休みの居場所づく

り事業、そういった機会を捉まえて、盆踊り

の練習なんかもさせてるみたいですので、ぜ

ひ引き続きそういった郷土文化の保護という

部分にも力を貸していただきたいと、よろし

くお願いいたします。 

  では、残り10分ですので西神ニュータウン

が抱える問題についての質問へいかせていた

だきます。 

  空き家の問題です。 

  空き家の問題は現状走りながら考えるとい

う状況です。空き家を放置せずに早期活用を

促すためには、初期対応が必要であり、完全

には放置されていないが、居住実態は不明瞭

な物件に対する手当が求められております。 

  これまで神戸市においては空家等対策の推

進に関する特別措置法制定の前後からいち早

く取り組み、平成28年６月、神戸市空家空地

対策の推進に関する条例を制定、先進的に空

き家対策に取り組んできました。 

  また、令和５年４月からは所有者等が判明

している場合にも応急的危機回避措置を可能

とする条例改正が行われております。 

  令和５年12月の空家等対策の推進に関する

特別措置法の改正により、管理不全空き家―

― 私は未然空き家と言っておりますが―― 

こういった概念が新たに作られ、全国的に空

き家対策が加速しております。 

  そこで、空き家になる前段階の物件につい

て、例えば、民間事業者や民生委員との連携

などにより、その戸数の把握などに努め、さ

らなる空き家対策の推進に取り組むべきと考

えますが、現在の状況や見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 山下議員御指摘のとお

り、この空き家対策は初期の段階で取り組む

ということが大変大事です。 

  神戸市では、老朽危険家屋の解体補助に全

国でトップクラスの補助制度を持っておりま

すが、そうならないようにしていくというこ

とが非常に大事で、そういう初期段階の対応

が必要ですけれども、同時に、その初期の段

階では果たして空き家なのかどうかというこ

とが不明瞭な物件が多いので、これを個別に

把握するということ、これが非常に難しいの

が実情です。 

  ですけれども、そういうことを前提にいた

しまして対応を考えるときには、やはり空き

家の可能性がある対象をできるだけ幅広く捉

えて、物件所有者への働きかけを行っていく

必要があります。 
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  現在行っておりますのは、戸建住宅におき

まして、固定資産税情報を活用いたしまして、

物件所在地と、それから所有者の住所が異な

る物件を、これは空き家ではないかと推定を

し、物件の所有者に対しましては、空き家に

関する各種相談窓口や様々な支援制度のチラ

シを配布するピンポイント啓発を行っており

ます。 

  令和５年度には２万4,805件の配布を行い

まして、このうち445件が西神ニュータウン

内ということになっております。 

  今後、この対策を進めていく上では御指摘

がありましたように、民間事業者の皆さんと

の対応が必要でありまして、これについては

既に４者の民間事業者とそれぞれの得意な分

野や手法を活用していただいた対応をお願い

し、また協働して対応しております。 

  民生委員との連携というお話がありました

が、民生委員の皆さんのお仕事も大変忙しい

のが実情でありまして、新たな仕事をお願い

するということについては、現時点ではなか

なかそこまでは困難ではないかというふうに

考えております。これは個々に対応できるよ

うな方がいらっしゃればお願いをしたいと思

います。 

  その一方で、今検討しておりますのが郵便

局との連携です。近々、郵便局長の皆さんと

の意見交換もすることにしておりますが、郵

便局の皆さんは日々郵便物を配達しているわ

けですから、個々の住戸の事情なども頭に入

っておられるはずです。 

  もちろん個々のプライバシー情報との関係

も整理しなければいけないと思いますけれど

も、郵便局の皆さんの知見を得て、あるいは

情報を得て、空き家だと推定されるところに

さらに個別に対応するという方法も考えられ

るかもしれませんので、御指摘を踏まえなが

ら、空き家の初期対応ということについては、

積極的に取り組んでまいりたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） 市長、ありがとう

ございます。 

  空き家に関しては間違いなく先進的な神戸

市の答弁だなと思います。我々議員も置いて

かれないように一生懸命いろんな知見を深め

ているところではございますけれども、やは

り空き家になる前にもうその相続人の皆さん、

あるいは今後相続する方が売ってしまうんだ

ろうなみたいなそういうことを事前に察知し

ていれば、いわゆるふだんからお世話になっ

ている不動産会社の方なんかに言うと、中古

物件はもう生きがいいうちに流通したほうが

すぐ売れるということらしいです。 

  あるいは、中古物件というのもあまり高額

でなければ、案外回っていくといいますか、

例えば今景気が悪い悪いと言われております

けれども、いわゆるタワマンとかなんかより

は中古の戸建住宅のほうがよほど流通してい

るというふうな話も聞いております。 

  いずれにいたしましても行政がいち早くそ

れに察知することができれば、多くの建物を

守ることができるのではないかなと思ってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

  続きまして、駐車場の問題、もう１問させ

てください。 

  今、駐車場、今西副市長のほうから答弁が

ありました。公園用地や利用者とのバランス

があるんでちょっと検討すると、需要とか実

態も見るというふうなことなんですけれども、

一度建設局と都市局で真剣に議論してほしい

と思います。 

  実際、春日台公園は都市計画上、二中高２

ですし、美賀多台公園は二中高３です。です

から用途地域としても駐車場を設置しても問

題ないと考えますが、都市公園法と行政的に

考えなければいけない事情もあろうかという

ことは分かった上で御意見申し上げておりま

す。 

  ただ、住宅団地における路上駐車の遺恨と
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いうのは、時として根深いものがございます。 

  あるいはいわゆる目的外使用じゃないです

けど、例えば、サブセンターの駐車場を使っ

て、それでトラブルになるなんてこともある

んです。 

  ですので、再度その点についてもう１度考

えていただきたいんですけど、いかがでしょ

うか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 議員が言われました

公園の利用との関係で駐車場というお話につ

いては先ほども御答弁申し上げましたけれど

も、やはり利用者とのバランスというのも考

慮しなければならないというふうに考えてご

ざいますので、そのあたりは利用者の方々の

御意見も聞きながら検討させていただく必要

があるんではないかというふうに思ってござ

います。 

  ただ、お盆とかお正月といったときに、特

別な日に対する一時的な駐車需要があるとい

うことも事実でございますので、住民用の駐

車場として整備をしてまいりました月ぎめの

駐車場の活用というのができないかなという

ことを今検討してございます。 

  月ぎめの駐車場は、現在一部において空き

区画が発生をしているというような状況でご

ざいますので、このような空きスペースを活

用して、例えばＤＸによる駐車場のシェアリ

ングサービスを提供しているような事業者な

どに対して、月ぎめ駐車場と、そしてまた時

間外駐車場との併用ということを行うことに

ついて具体的な運用方法などをヒアリングし

ながら事業化の可能性といったものを検討を

してまいりたいというふうに考えてございま

す。 

  既存ストックを有効に活用するという視点

は大変重要でございますので、住民ニーズの

変化に柔軟に対応できるように考えてまいり

たいと思ってございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） よろしくお願いし

ます。もうそれしかないです。 

  最後ですけれども、ちょっと残り、もうこ

れは意見にします。 

  大規模団地につきものの調整池についてで

す。本音を言うとこの調整池の整備に貴重な

予算を割くことについてちょっと抵抗があり

ます、私も正直。 

  ただ、例えば、西神工業団地において、あ

る経営者の方に興亜池公園のことを指摘され

ました。いわく、鬱蒼として不気味だと。現

地に赴きましたが外周の遊歩道を含めて昼間

でも日が届かず暗い印象がありました。 

  調整池の役割というのは理解するんですけ

ど、やっぱり客観的に見て、住民あるいは利

用者の皆さんに景観面や安全面の不安を与え

るというものは本意ではないと思います。 

  ですので、適切な管理という陳腐な物言い

で恐縮ですけれども、やはりこういったもの

は一度考える必要があるんではないかなとい

うふうな思いとともに、こちらのほうは意見

とさせていただきます。 

  以上で私の一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（坊 やすなが君） この際、暫時休憩

いたします。 

  午後１時35分に再開いたします。 

   （午後０時37分休憩） 

   （午後１時35分再開） 

○副議長（堂下豊史君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  午前に引き続き一般質問を続行いたします。 

  ５番なんのゆうこ君。 

  （５番なんのゆうこ君登壇）（拍手） 

○５番（なんのゆうこ君） 日本維新の会、な

んのゆうこでございます。 

  本日は日本維新の会神戸市会議員団を代表
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いたしまして、さとう議員、住本議員と共に

質疑させていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

  それでは質問に入ります。 

  Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＡＩ Ｃｏ－Ｉｎｎ

ｏｖａｔｉｏｎ Ｌａｂの活用についてお伺

いいたします。 

  日本で唯一となるマイクロソフト社のＡＩ

開発支援ラボが昨年10月に神戸市に開設され

ました。なぜマイクロソフト社が日本で神戸

に拠点を置くことになったのか、その背景に

は、通信大手で働いていた経験者を2020年に

サンフランシスコに派遣し、その職員の方が

マイクロソフト社の社員と接触したことがき

っかけとなり、さらに神戸市がスタートアッ

プ支援に力を入れていることをマイクロソフ

ト社が高く評価した結果、東京ではなく、こ

こ神戸市に開設することになりました。 

  また、川崎重工など地元企業との調整にも、

神戸市が尽力し、神戸の未来の発展のための

誘致に成功したと聞いております。 

  一方、このラボは、利用企業のサービスや

製品にマイクロソフト社のＡＩに関する知見

やテクノロジーを適用させて、新たなビジネ

スやイノベーションを創出するための施設と

なっていますが、このような先進的な企業が

あることを神戸市民に広く知っていただきた

いとも考えます。 

  特に、この拠点での開発支援がまだ必要と

感じていない企業、いわゆる潜在顧客にラボ

の魅力を伝えるには、既に利用した企業の機

密情報が含まれているなど難しい面もあると

思いますが、私としては、世界的なマイクロ

ソフト社が日本初の拠点として神戸に開設し

たこの機会を生かし、創意工夫を凝らしたＰ

Ｒ活動を行うことで、神戸の中小企業やスタ

ートアップ企業の活用を促進し、神戸市の活

性化につながると考えますが、御見解をお伺

いいたします。 

  次の質問です。 

  六甲アイランドの人口増加に向けた取組に

ついてお伺いいたします。 

  神戸市では、六甲アイランドのまちの魅力

向上とにぎわいづくりを目指し、六甲アイラ

ンドまちの将来の姿を令和３年に示しており

ます。 

  初期計画では、人口３万人、住宅戸数8,00

0戸を目標にしておりましたが、令和２年時

点では人口１万9,843人、住宅戸数8,724戸と

なっており、住宅供給戸数は計画を上回って

おりますが、居住人口は計画より１万人ほど

少ない状況となっています。 

  この結果を踏まえ、神戸市として居住人口

増加に向けた課題をどのように認識し、今後

どのように取り組んでいくのか、御見解をお

伺いいたします。 

  次の質問です。 

  新神戸駅周辺における子育て世帯支援施設

の整備についてお伺いいたします。 

  少子化問題が深刻な中、生まれてきた子供

たちを社会全体で育てるためには、子育て世

帯支援施設の整備が重要だと考えます。 

  先日、北海道函館駅前にあるはこだてみら

い館とはこだてキッズプラザを見学してきま

した。 

  はこだてみらい館は、科学をベースとした

先端コンテンツや多彩なワークショップを提

供し、巨大ＬＥＤディスプレーや360度映像

で函館の観光スポットを紹介する場ともなっ

ております。 

  また、はこだてキッズプラザは遊びを通じ

て学べる場であり、子育て相談室や託児所も

設けられておりました。 

  両施設はＪＲ函館駅前にあり、地域住民だ

けではなく、市外や道外、さらには海外から

の観光客も訪れやすい場所にあります。 

  神戸市も多くの魅力的な観光スポットや歴

史的文化がありますので、同様の子育て世帯

支援施設を神戸の玄関口である新神戸駅周辺

に整備することで、新神戸駅周辺の魅力向上
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や神戸登山プロジェクトで親が登山をする間

に子供を預けられるなど、親子それぞれが楽

しめる環境が整えば、県外や海外からの観光

客の増加も期待できると考えますが、御見解

をお伺いいたします。 

  次の質問です。 

  困難な問題を抱える女性に対する支援につ

いてお伺いいたします。 

  令和６年４月に性犯罪被害や生活困窮、Ｄ

Ｖ、離婚などで苦しむ女性を包括的に支える

ための困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律が施行されました。 

  その中で女性の福祉の増進、人権の尊重や

擁護、男女平等などの目的・基本理念や地方

公共団体の責務として、困難な問題を抱える

女性が自立して生活するための支援に必要な

施策が明記されております。 

  コロナ禍において、生活困窮、性犯罪被害、

ＤＶ、離婚など女性をめぐる課題が浮き彫り

となり、女性支援のためのより積極的な取組

が求められていますが、本市における課題を

どのように認識しているのか。 

  また、この法律を踏まえて今後どのような

取組を行っていくのか、御見解をお伺いいた

します。 

  私からの質疑は以上でございます。御答弁

のほどよろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） なんの議員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  まず、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＡＩ Ｃｏ－

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｌａｂの活用、そし

て広報方法につきましてお答えを申し上げま

す。 

  Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＡＩ Ｃｏ－Ｉｎｎ

ｏｖａｔｉｏｎ Ｌａｂは、米国のマイクロ

ソフト社及び日本マイクロソフト社が連携し

てラボの運営を行っておりまして、本市とい

たしましては、川崎重工業が中心となって立

ち上げました一般社団法人ＡＩ Ｃｏ－Ｉｎ

ｎｏｖａｔｉｏｎ Ｌａｂｓ ＫＯＢＥ活用

推進協議会に参画をいたしまして、広報活動

の支援を行っております。 

  この半年間に利用に関する問合せは200件

以上ありました。 

  また、この年間の利用枠数は約90枠ですの

で、この半年間に利用申請が55件という数字

は、この利用枠とこの期間を考えれば順調な

滑り出しではないかと考えております。 

  ラボの利用に当たりましては、なんの議員

から御指摘いただきましたように、利用企業

のエンジニアとマイクロソフト社のエンジニ

アが共同で開発に取り組む必要があり、利用

企業の側でも協業できる人材が必要となりま

す。 

  したがいまして、今回のこのラボの開設に

よりまして、企業においてもそのような高度

なＤＸを活用できる人材を育成する機運の醸

成にもつながるのではないかと考えておりま

して、そのような人材の育成が進むことは、

個々の企業の技術力、ひいては、神戸市全体

の産業力の強化にもつながるのではないかと

期待をしているところです。 

  ＡＩによる技術革新が加速度的に進んでい

る昨今、神戸にこのラボができたことは非常

に大きな強みです。運営主体のマイクロソフ

ト社と一般社団法人と協議しながら、神戸市

としてもより効果的な広報に努めていきたい

と考えております。 

  これはこれからの検討課題ですけれども、

実際に使っておられる企業と相談をいたしま

して、企業秘密にわたらないような広報方法

もあるのではないかと考えておりますので、

御指摘を踏まえながら広報の強化に取り組ん

でいきたいと思います。 

  次に、六甲アイランドの人口増加に向けた

取組です。 

  六甲アイランドの住宅供給戸数は計画値を

上回っておりますが、人口はまちびらき当初
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の計画値３万人を下回っております。 

  そもそもこの計画人口というものは、住宅

供給戸数と開発基準で定められていた戸当た

り人員数を基に算定をしております。 

  六甲アイランドの場合、計画当初の昭和50

年代の戸当たり人員数の基準値を用いて算定

をしておりましたけれども、この基準値は今

日の少子化の進展等により、どんどんその値

は小さくなってきておりまして、その結果、

人口の実績値は計画値を下回っております。 

  こういうことを考えますと、計画人口とい

うものは今日においては指針性を失っている

のではないだろうかと考えられておりまして、

この計画値というものは、今日においては目

標とはなり得ないのではないかと考えており

ます。 

  六甲アイランドの人口は、住宅の供給とと

もに、令和２年まで増加し続けておりまして、

新規住宅供給がほとんど見られない現在にお

きましても、人口は大きく減少することなく

推移をしております。 

  まちびらきから30年以上経過してもなお、

住宅地としてのポテンシャルは高いものと考

えております。 

  本市では現在、まちびらき30年を契機とし

て取りまとめたまちの将来像の具体化に向け

て、地域住民の皆さんや企業の皆さんと連携

しながら取組を進めております。 

  まちの将来像では、今後の取組の柱の１つ

に、誰もが住みやすいまちづくりを掲げ、子

育て環境の充実や生活利便施設の維持・充実

などの視点に立った取組を行って、定住人口

の増加を図り、まちの活性化を目指すことと

しております。 

  これまでの取組のうちの成功事例がファッ

ションプラザでありまして、こべっこあそび

ひろばの開設やふわふわドームの設置などを

行った神戸市としての投資が、今年３月に懸

案でありました民間の商業施設のリニューア

ルオープンにつながり、ごく最近では新たな

商業施設の入居も決まりました。 

  私も先日行ってまいりましたけれども、か

つての風景と全く違う大変にぎわいのある風

景を前にいたしまして、随分変わったという

ことを改めて感じました。 

  今後はこういう取組をいろいろなところで

進めていくことが大事ではないかと思ってお

ります。 

  六甲アイランドには、マリンパークの北側

にまとまった規模の未利用地がありまして、

現在この敷地の活用方策についてサウンディ

ング調査を実施しております。 

  今後このような取組をどのようなところで

行うことができるのか、さらにリサーチを進

め、新たな住宅供給も視野に入れながら、居

住人口の増加、交流人口の増加、にぎわいづ

くり、まちの活性化につなげていきたいと存

じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、新神

戸駅周辺における子育て世帯支援施設の整備

について御答弁を申し上げます。 

  御紹介をいただきましたはこだてみらい

館・はこだてキッズプラザは、先進的な技術

を活用した体験や遊びを通じた交流の場の提

供によりまして、中心市街地のにぎわい創出

を図ることを目的とした施設でございまして、

函館駅周辺の来街者の増加に寄与していると

お聞きをしているところでございます。 

  本市におきましても、駅周辺で親子が楽し

める子育て施設の充実を図りますために、令

和５年にこべっこランドをリニューアルオー

プンをいたしましたし、また、市内３か所―

― これは岡場・六甲アイランド・西神中央

にこべっこあそびひろばを設置するなど、取

組を進めさせていただいているところでござ

います。 
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  御指摘をいただきました新神戸駅は、広域

的交通の神戸の玄関口でございまして、神戸

空港や都心ウオーターフロントへのアクセス

をはじめとした重要な交通結節点であるとと

もに、六甲山系の麓に位置しまして、北野エ

リアや布引ハーブ園・布引の滝などの観光資

源が充実した重要な拠点となっている駅でご

ざいます。 

  また、今後予定されております神戸空港国

際化や都心エリアの再整備の進捗によりまし

て、新神戸駅周辺のポテンシャルはさらに高

まっていくものと考えているところでござい

ます。 

  こうした状況を考えますと観光客や市民・

地域住民など、多くの方々が鉄道利用だけで

なく、また日常・非日常問わず駅を中心とし

たエリアに訪れたくなるような魅力あるまち

づくりに官民一体となって取り組んでいくこ

とが必要だというふうに考えているところで

ございます。 

  こうした取組の中で今後、御指摘のような

親子で楽しめる環境づくりも含めまして、神

戸の来訪者増加につながる方策を幅広く検討

してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから困難な

問題を抱える女性に対する支援について御答

弁申し上げたいと思います。 

  婦人保護事業につきましては、売春防止法

を根拠規定として売春を行うおそれのある女

性の保護更生からＤＶ被害者、人身取引被害

者、ストーカー被害者へと対象を拡大してき

たところでございました。 

  しかし、女性が抱える困難な問題は複雑多

様化かつ複合的なものとなり、旧売春防止法

を根拠とした従来の枠組みでの対応には限界

が生じたため、令和６年４月より、困難な問

題を抱える女性への支援に関する法律、いわ

ゆる困難女性支援法が施行されることとなり

ました。 

  この法律におきましては、性的な被害、家

庭の状況、地域社会との関係性、その他の

様々な事情により、日常生活または社会生活

を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性を

施策の対象としているものでございます。 

  困難を抱える女性に対する支援につきまし

ては、神戸市におきましては新法制定以前か

ら幅広い分野において取組を進めてきたとこ

ろでございます。 

  具体的に申し上げますと、例えば、各区に

女性相談支援員を配置している件につきまし

ても、困難を抱える女性に対応すべく、各区

保健福祉課に女性相談支援員を配置して、相

談窓口におきまして支援対象者に寄り添いな

がら本人のニーズを把握し、様々な関係機関

と連携して各種手続やサービスの調整等、適

切な支援につなげてきたところでございます。 

  また、福祉局のくらし支援窓口におきまし

ても、経済的なお困り事の場合、各区くらし

支援窓口において多様な課題に応じて、どの

ような対応が必要か一緒に考え、就労支援、

住居確保給付金、家計改善支援などの支援メ

ニューを組み合わせながら、自立に向けた伴

走型支援を行ってきたところでございます。 

  さらに女性のつながりサポート事業といた

しまして、女性による女性のための相談会を

実施してきました。弁護士・ファイナンシャ

ルプランナー等の専門家によるワンストップ

での面接相談で、令和５年度は４回開催した

ところでございます。 

  このときには同時に生理用品や食料等の支

援物資も無料配布したところでございます。 

  このように、神戸市では多様な支援策や相

談窓口を用意しているところでございますが、

今後こうした支援策に関する情報を必要とさ

れる方々に確実にお届けすることに注力して

いく必要があると考えているところでござい

ます。 

  支援策の存在を知らなかったり、また知っ
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ていても、女性の悩みが複合化・複雑化する

中で、どの窓口に相談して、どんなサービス

を利用すればいいのか、自身で判断しづらい

方もいらっしゃると思います。 

  また、置かれている環境によりましては、

自らＳＯＳを発することが難しいケースもあ

るとお聞きしております。 

  このような困難を抱える女性や子育て世帯

が気軽に相談できるよう、庁内の関係課や民

間団体が連携を深め、支援策の広報・周知を

強化するとともに、ニーズとサービスのマッ

チング、また相談・支援に当たる職員の知

識・スキルの向上を図ることにより、個々の

事情に寄り添った支援を行うように努めてま

いりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） それでは再質問を

させていただきます。 

  Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＡＩ Ｃｏ－Ｉｎｎ

ｏｖａｔｉｏｎ Ｌａｂについてお伺いいた

します。 

  昨今、デジタル技術やＡＩ技術の急速な進

歩に伴い、デジタルＩＴ人材の育成が課題と

なっています。 

  本市においても次世代の高度人材のスキル

アップ支援のため、情報処理技術をはじめと

した新たな知識やスキルの習得に必要な経費

の一部を補助する学習支援補助金やオンライ

ン学習サービスの提供などが実施されていま

す。 

  しかし、学習支援補助金については、令和

３年度は３人、令和４年度は２人、令和５年

度は０人の利用にとどまっており、オンライ

ン学習サービスの利用者も少なく、十分に活

用されているとは言えません。 

  この結果を踏まえて、次世代の高度人材育

成について、今後どのような取組を進めてい

くのか御見解をお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） このスタートアップ

の技術を生み出しますエンジニア人材は経済

産業省のＩＴ人材需給に関する調べによりま

すと、2030年には全国的に約79万人が不足す

るとも言われている調査結果が出ているとこ

ろでございます。 

  こういった状況も踏まえまして、令和３年

度より神戸市ではエンジニア創出事業を実施

させていただいたというところでございます。 

  具体的にはプログラミングを学ぶ若年層を

対象としたコミュニティーの形成、学習支援

補助金やオンライン学習サービスの提供、市

内事業者へのインターンなどを通じて市内の

ＩＴ人材の増加、ＩＴ技術レベルの底上げと

いうのも図らせていただいているところでご

ざいます。 

  御指摘をいただきました学習支援補助金で

ございますけれども、市内の学生などがエン

ジニアのスキルを新たに取得するための経費

の一部を補助するものでございますけれども、

利用者負担が発生をするということもござい

まして、利用申請が年々減少していたという

状況でございましたので、令和６年度からは

新規受付を停止させていただいているという

状況でございます。 

  一方で、令和４年度より開始をさせていた

だきました無料のオンライン学習サービスは、

利用者は令和４年度は36名、令和５年度は40

名というふうに増加しているという状況でご

ざいますけれども、まだまだ少ないというこ

とは御指摘のとおりかなというふうに思って

いるところでございます。 

  また、民間事業者によります無料ツールも

広く世の中に提供され始めておりますので、

そういった活用というものも十分私どもも検

討していかなければならないというふうに考

えているところでございます。 

  今後とも利用者のニーズに合ったＩＴ人材

の育成環境を整備していくことが大変重要で
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あるというふうに思ってございます。 

  高専や大学などと連携を深めることも大事

でございます。さらなる次世代の高度人材育

成というものに積極的に今後とも取り組んで

まいりまして、エンジニアが生まれるまちと

いうものを目指してまいりたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。 

  今のお話にありました神戸高専なんですけ

ど、次のちょっと質問で言わせていただきま

す。 

  神戸高専では、2026年度に、高度人材の育

成を目指し、情報系学科の新設を含む学科再

編が予定されています。 

  令和４年度の入学生からはＡＩ教育プログ

ラムを必須科目としているとのことですが、

さらなる教育と人材育成の観点から、Ｍｉｃ

ｒｏｓｏｆｔ ＡＩ Ｃｏ－Ｉｎｎｏｖａｔ

ｉｏｎ Ｌａｂを活用し、神戸高専と連携し

た取組を行ってはどうかと考えますが、御見

解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 御紹介いただきまし

た高等専門学校につきましては、大学と同じ

高等教育機関でございまして、公立大学の理

系学部を有しない神戸市にとりましては、理

系人材を育成していく上でも、神戸高専の機

能強化は重要な課題と認識しているところで

ございます。 

  現在、2026年に向けて情報系学科の新設を

含む学科再編、また、地元企業との交流と実

践的な教育研究推進の拠点となります地域共

創テクノセンター―― 仮称でございますが―

― この設置及び産学連携コーディネーター

の配置に向けて取組を進めているところでご

ざいます。 

  これらの取組を通じまして、多くの企業と

連携し、企業からの技術相談や学生への実践

的教育等を行うことで、地元産業界との連携

を一層強化してまいりたいと考えております。 

  また、昨年11月に設立いたしました一般社

団法人大学都市神戸産官学プラットフォーム

に神戸高専も加盟しておりまして、テクノセ

ンターとこのプラットフォームが補完・連携

し合うことによりまして、より多くの企業と

のつながりが生まれることも期待していると

ころでございます。 

  いずれにいたしましてもあらゆる機会を利

用して、できるだけ多くの企業と神戸高専が

連携することで、地元産業界のイノベーショ

ン促進と地域課題の解決を図っていきたいと

考えているところでございます。 

  その過程におきまして、このＭｉｃｒｏｓ

ｏｆｔ ＡＩ Ｃｏ－Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

 Ｌａｂの機能の活用が有効な分野も当然想

定されるわけでございますから、今後どのよ

うな連携ができるか検討してまいりたいと考

えているところでございます。 

  また、神戸市といたしましても、ラボの活

用と人材育成の観点から、ラボ及び運営を支

援している一般社団法人ＡＩ Ｃｏ－Ｉｎｎ

ｏｖａｔｉｏｎ Ｌａｂｓ ＫＯＢＥ活用推

進協議会に働きかけることによりまして、神

戸高専や大学等の教育機関とラボの連携を深

めるような取組を進めてまいりたいと考えて

おります。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。日本に唯一あるマイクロソフトラボな

んで、ぜひ連携していただいて、ＡＩ人材の

教育を早い段階からしていただいて、育成し

ていただくことで若者の就労が増えて、ＡＩ

都市神戸と言われるようになれば神戸市の経

済活性化にもつながると思いますし、またＡ

Ｉ甲子園などといった大会を開いてＰＲする
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のもありじゃないかなと思いますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

  それでは次の再質問です。 

  六甲アイランドの人口増加に向けた取組に

ついてお伺いいたします。 

  六甲アイランドでは、神戸ファッションプ

ラザにふわふわドームやスーパーマーケット、

アミューズメント施設などが整備され、にぎ

わいが戻りつつあります。さらに、マリンパ

ークの再整備やグランピングなどのレジャー

施設の開業が予定され、様々なにぎわいづく

りが進んでいます。 

  一方で、にぎわいや誘客の面ではまだまだ

工夫の余地があるのではないかと考えます。 

  例えば、４月末に行われたプロジェクショ

ンマッピングのお披露目式に合わせてキッチ

ンカーの出店や、近隣の店舗と連携したイベ

ントなどを実施していれば、にぎわい創出や

ナイトタイムエコノミーの推進につながって

いたのではないでしょうか。 

  また、個々の施設をつなぐ仕掛けづくりや

外国人を含む地域イベントとの連携、地域の

民間事業者の活用も重要で、事業者との連携

を強化し、新たなアイデアやサービスを導入

することで、地域経済の活性化にもつながる

のではないかと考えます。 

  新たなコンテンツの創出だけではなく、既

存のコンテンツ活用など様々な工夫により、

さらなる六甲アイランドの魅力を創出できる

と考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 御指摘は個々の取組だ

けではなくて、それらをつなぐということと、

新たなコンテンツと既存のコンテンツをいか

にうまく結びつけて、工夫を行い、魅力を創

出することではないかという御提案だと思い

ますが、そういう方向で取り組むことは必要

だというふうに考えております。 

  一言で言いますと、点と点を結んで線にし、

この線を面にしていくということであろうか

というふうに思います。 

  そのような取組といたしましては、例えば、

日展の開催―― 日展は日本最大規模の総合美

術展でありますが、この日展の開催に合わせ

まして、既存施設を活用した関連イベントの

開催を行いましたし、島内の宿泊施設や飲食

店などと連携した案内とか、あるいは割引サ

ービスの提供も実施をいたしました。 

  もう１つは、開業いたしましたＲＯＫＫＯ

 ｉ ＰＡＲＫと六甲アイランドの強みであ

るアートの魅力をつなぐ仕掛けとして、ファ

ッションプラザの特徴的な建物外観を生かし

たプロジェクションマッピングを行ったとこ

ろです。 

  そして、その放映開始を地域の恒例イベン

トのタイミングに合わせるなど、相乗的なに

ぎわい創出を狙った取組も進めたところです

が、これはナイトタイムエコノミーの推進に

も寄与すると考えております。 

  今後ですけれども、今年度はこのプロジェ

クションマッピング施設を活用した若手クリ

エイターによる作品コンテストの開催を予定

しておりまして、その際も地域イベントや商

業店舗との連携も視野に入れて検討を進めて

いるところです。 

  令和７年春にはＡＯＩＡ跡地におきまして

グランピング施設がオープンをする予定で、

オープン後は島内の既存施設と連携したセッ

ト企画を行うことができないか、現在事業者

と検討しているところです。 

  今後とも既存コンテンツをつなぐ仕掛けも

積極的に展開をしながら、まちの集客力・回

遊性を高め、六甲アイランドの活性化につな

がるよう取り組んでいきたいと存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） プロジェクション

マッピング、私もお披露目式に行かせていた

だきました。先ほど市長もおっしゃられたと
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おり、ファッションマートの円盤の屋根に投

影するのはなかなかちょっと斬新なアイデア

でちょっとびっくりしたんですけれども、た

だ住民の方とか来場者の方からやはりちょっ

と同じ映像で飽きるとか、あともうちょっと

神戸や東灘区も入れてもらった映像にしても

らうとか、何かそういったことをしてもらわ

んとちょっと困るなみたいなお話もあったの

で、今後また工夫のほうをよろしくお願いい

たします。 

  それでは次の再質問です。 

  新神戸駅周辺における子育て世帯支援施設

の整備についてお伺いいたします。 

  令和２年にオープンした三宮の民間子育て

世帯支援施設ＰＯＲＴＯは、保育士が常駐す

る室内遊びを中心に一時保育サービスを提供

しており、親が仕事や自由な時間を過ごす間、

子供たちが楽しく過ごせる場として注目を集

めており、特に近年では、ほかのコワーキン

グスペースや市内映画館と連携したセットプ

ランを設けるなど、子育て世帯にとって魅力

的な取組を行っており、利用者が年々増加し

ていると聞いています。 

  現在これらの取組は、民間事業者が独自で

展開していますが、こうした民間の取組をさ

らに展開しやすくするために、行政がスター

トアップ支援などを行い、同様の施設が増え

ていけば、子育て家庭、特に共働き世帯や独

り親家庭にとって魅力的な支援につながるの

ではないかと考えますが、御見解をお伺いい

たします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 誰もが安心して子育

てできるまちの実現を果たしていくためには、

保護者が子供を安心して預けられ、子供自身

も家族以外の子供や保育者と楽しく過ごしな

がら、家庭と異なる経験を得られるような場

が市内各所にあるということは重要だと考え

ているところでございます。 

  そういったことから、保護者が一時的に保

育が困難になった場合に子供を預けることが

できる取組といたしまして、既存の保育所等

で実施しております一時保育事業や子育てリ

フレッシュステイ事業がございます。 

  また令和６年度からは、保育所等に通って

いない３歳未満の子供を対象とした、保護者

の就労にかかわらず、保育所等を柔軟に利用

できるこども誰でも通園制度のモデル事業を

市内23か所で開始しているところでございま

して、今後令和８年度の本格実施に向け、利

用状況を踏まえながら、実施施設を拡大して

いく予定としているところでございます。 

  さらには、働く女性・働きたい女性を応援

するため、男女共同参画センター内に子供を

預けながら仕事や就職準備ができるあすてっ

ぷコワーキングを設置しているところでござ

いまして、令和６年８月には、新たに学園都

市駅前にも同様のコワーキングスペースを設

置する予定としております。 

  ここでは多くの子育て世帯に御利用いただ

きたいということで、御利用いただきやすい

サービスの充実を図っているところでござい

ます。 

  御紹介のございました民間施設は、三宮と

いう立地を生かして親子での室内遊び事業、

また一時保育サービスが実施されているとこ

ろでございまして、お聞きいたしますと、買

物時の託児目的や親同士の交流目的の利用が

多いものと承知しているところでございます。 

  一方で、神戸市の一時保育事業等につきま

しては、保護者が仕事や急用により子供を預

ける必要が発生した場合に、自宅の近隣で比

較的安価で利用でき、食事やおやつの提供も

あるため、利用されることが多いとも考えて

いるところでございます。 

  このように民間と公共双方の特色を生かし

て、多様な保育ニーズに応えていくことは有

用であると考えておりまして、民間企業等で

このような事業を計画・実施されている事業
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者から御相談がありましたら、活用可能な支

援策など、神戸市が有します情報を提供する

ことで後押ししていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。ぜひ後押ししていっていただければと

思います。 

  それでは最後の再質問です。 

  困難な問題を抱える女性に対する支援につ

いてお伺いいたします。 

  本市でのＤＶの相談件数は年々増加傾向と

なっており、支援体制の充実や法的な保護措

置の強化が緊急の課題となっています。 

  被害者は配偶者などの暴力から逃れ、自立

した生活を送るために安全な住居の確保が必

要ですが、実家に帰れない、家を借りるにも

保証人がいない、低収入などの理由で、住ま

いの確保が難しく、特に小さな子供を抱えて

いたり、精神的に傷を負った被害者にとって

は非常に困難な問題となっています。 

  そのような中、市内でＤＶ被害女性の相談

から生活再建までを支援している民間団体ウ

ィメンズネット・こうべが、今年６月に住宅

取得が困難なシングルマザーや若年女性、留

学生など様々な困難を抱えた女性や子供が安

心して暮らせ、自立するための住まい―― 六

甲ウィメンズハウスをオープンします。 

  本施設は、住居の提供だけではなく、支援

員が常駐し、その後の親子の心のケアや子育

て・生活相談、経済的自立への支援が行われ

るなど、困難を抱える女性が自立するまでの

生活再建を支える場となっています。 

  このように一時的な保護ではなく、長期的

な支援により、被害者の経済的自立や心のケ

アを支援する施設が必要であると考えます。 

  女性を取り巻く社会問題が多様化する現代

において、このような民間団体の取組を本市

としても後押しする必要があると考えますが、

御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 様々な事情を抱える

女性に個別に対応し、適切に支援を行ってい

くためには、行政にはない経験・ノウハウを

積み重ねてこられました民間団体との協働、

これは不可欠であると考えているところでご

ざいます。 

  困難女性支援法におきましても、先駆的な

女性支援を実践する民間団体と行政の協働と

いう視点が取り入れられているところでござ

いまして、官民連携により支援対象者の意向

を勘案したきめ細かい支援を行うことが求め

られているところでございます。 

  神戸市では、これまでも困難女性の支援に

取り組む民間団体との協働を進めてきたとこ

ろでございますが、具体的には、ＤＶ被害者

を支援するために民間団体によるシェルター

の運営費、また外国人の同行者・通訳者に要

する費用について補助を行ってきているとこ

ろでございます。 

  また、シェルター退所後等の地域生活にお

ける見守り支援を民間団体に委託実施してい

るところでもございます。 

  ＮＰＯ法人ウィメンズネット・こうべの協

力を得る形で、女性つながりサポート事業も

実施してきたところでございます。 

  さらに、各区の女性相談支援員におきまし

ては、区内の社会福祉法人等との情報共有を

密にすることによりまして、必要なときに迅

速・円滑に施設入所等が行える関係も築いて

きたところでございます。 

  このＮＰＯ法人ウィメンズネット・こうべ

には、神戸市からふるさと納税を財源としま

した認定ＮＰＯ等支援助成を行っているとこ

ろでございます。 

  また、認定ＮＰＯ法人を対象とした相談窓

口と法人の運営についても支援を行ってきて

いるところでございまして、法人が困難女性



 

－51－ 

支援や女性の居場所づくり、子育てのサポー

トといった事業を推進できるよう、後方的な

支援を行ってきているところでございます。 

  新法では、行政と民間団体が対等の立場に

立って、それぞれの強みやネットワーク、経

験・ノウハウを生かして協働で支援すること

が想定されております。神戸市といたしまし

ても、今後とも民間団体との協働を深めなが

ら、困難女性へのきめ細かい支援の提供を行

いますとともに、そうした民間団体の活動が

持続可能なものとなるように配慮しながら事

業を進めてまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。 

  ごめんなさい、もう１つだけちょっと再質

問です。 

  女性をめぐる課題は複雑・多様化しており、

女性支援に関する取組も多岐にわたっていま

す。 

  そういう中で、やっぱり先ほどの大問での

答弁でもありましたけれども、やはり困って

いるときにどこに相談したらいいのかという

のがなかなか分からない状態で、本市のホー

ムページを開いても結構他社の民間の企業へ

のリンクは貼ってあるんですけど、こうやっ

て困ってる、家のこと困ってる、子供のこと

困ってるなっていうときに、どこに相談して

いいのかというのがちょっと分からない状態

が私もちょっと経験があったんですけれども、

分からなかったので、ちょっとそのあたりを、

例えば、女性支援に関する相談を受けるワン

ストップ相談窓口の設置や、さらに分かりや

すいサイトへの見直しなど、困っている女性

の立場に立って支援した情報発信に努めるべ

きだと考えますが、そのあたり御意見いかが

でしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 困難を抱える女性の

方が抱えておられる課題、これも非常に多種

多様になっておりますので、これに対応する

支援策、これも住まい、就労、緊急避難、メ

ンタルなど非常に多様でございまして、また

それぞれに高い専門性も求められるものでご

ざいます。 

  そのため、ワンストップの相談窓口を常設

して、そこで全ての相談に対応し切るという

ことは現実的にはなかなか難しいのではない

かと考えているところでございます。 

  一方で、困難を抱える女性に対応すべく、

各区に配置しております女性相談支援員―― 

この支援員につきましては、最も身近に相談

できる支援機関に属するものとして、支援へ

の入り口の役割を果たすものと考えておりま

す。 

  支援対象者に寄り添いながら様々な関係機

関と連携して、本人のニーズに照らして各種

手続・サービスの調整等、支援対象者を適切

に支援につなげる役割を担っているところで

ございます。 

  相談内容が多岐にわたり、受けられる手続

やサービス、関わる機関も様々であるために、

相談支援員がつなげたそれぞれの専門窓口で

本人のニーズに沿った支援に努めているとこ

ろでございます。 

  神戸市といたしましては、引き続きこの女

性支援相談員によるきめ細かい対応を行って

いくこととしておりますので、この困難を抱

える女性だけではなくて、広く市民の方々に

支援策や相談窓口の存在の周知を図り、支援

につなげるように努める必要があると考えて

いるところでございます。 

  今後、支援を必要とする方が区役所の相談

員、また適切な民間団体につなげるように、

広報・情報提供の方法も改善していく必要は

あると考えているところでございます。 

  ホームページにも記載しているわけでござ

いますが、なかなか現状、相談したい方から
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見ると分かりにくい構成になっていると私も

認識しておるところでございますので、今後

はできるだけ早く、困難女性支援ポータルと

して機能するように、内容や構成を見直すと

ともに、ホームページ以外にも困難女性に確

実に情報が伝えられる方策についても検討し

てまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ました。 

  質疑にもありましたＰＯＲＴＯやウィメン

ズネット・こうべ、そのほかにも様々な民間

団体が市民の生活を手助けするために活動を

行っております。 

  福祉の観点からも、自助だけではなく、共

助で取り組むべきことは取り組んでいただき

たいと私からの要望をさせていただき、終わ

ります。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（堂下豊史君） 御苦労さまでした。 

  次に、17番さとうまちこ君。 

  （17番さとうまちこ君登壇）（拍手） 

○17番（さとうまちこ君） 日本維新の会、さ

とうでございます。 

  早速質疑に入らせていただきます。 

  まず最初に、人口減少化社会における未来

への投資についてです。 

  ３月の総括質疑の中で、市長が人口減少の

ペースを少しでも抑制するという観点と人口

減少社会に適応するという観点の両輪で対応

していくと述べられておりましたが、人口減

少にあらがうのではなく、自然減を享受する

ような、あまり前向きではない印象を受けま

した。 

  人口減少という大きな社会課題に対して、

手をこまねいているのではなく、神戸を選ん

で住んでくれている方々が未来の神戸に期待

感を持てるよう、魅力ある将来像を描き、前

向きな姿勢で取り組んでいく必要があると考

えますが、御見解をお願いいたします。 

  次に、市営住宅の指定管理業務の見直しに

ついてです。 

  2022年の決算特別委員会にて質疑させてい

ただきましたが、令和５年度の包括外部監査

の報告書でも多くのことが指摘されておりま

した。 

  例えば、市営住宅の指定管理業務について

は、業務内容が複雑で市と業者の役割分担が

十分にできていないことから、手を挙げる事

業者が少なく、公募とはいえ、実質随意契約

のような状態になっており、毎年約40億円も

の多額のお金を指定管理者へ支払っていると

いう現状があります。 

  地元の中小企業が参画しやすくなるよう、

委託範囲を西部・東部へと大きく分けるので

はなく、業務を細分化して切り分けるなど、

指定管理業務の委託方法について見直しを行

うべきではないか、御見解をお願いいたしま

す。 

  次に、対象者にとって分かりやすい広報に

ついて。 

  広報紙において、紙とデジタルを併用する

ことで高齢者の方への配慮をしていることは

評価しておりますが、デザインや掲載内容に

ついては分かりにくいものが多いと感じてい

ます。 

  特に高齢の方は困ったときに紙面の広報紙

を見ることが多いと聞いており、問合せ対応

業務軽減の観点からも、各局において、日頃

から問合せの多い事項についてまとめ、広報

紙の見やすい位置に分かりやすく掲載する等、

一目で必要な情報にアプローチできるデザイ

ンや掲載内容へと見直しを図るべきと考えま

すが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） さとう議員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  人口減少は全国的な傾向です。目先の人口

規模を追い求めるのではなく、未来をしっか
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りと見据えながら、持続可能な大都市経営を

行っていくことを基本として市政運営を行っ

てまいりました。 

  時代の潮流に適応し、質の高いまちづくり

を進めていくという観点を持ちながら、市民

の皆さんが幸せを実感し、暮らし続けたいと

感じることができるようなまちづくりを進め

ているところです。 

  一方で、人口減少のスピードを抑制する取

組は極めて重要です。これまでも主要駅前の

リノベーションなど、暮らしの質を高める環

境整備を行ってきたほか、令和６年度は市内

高等学校に通う高校生の通学費用を完全に無

償化するなど、若年層のライフステージに応

じた支援施策の拡充にも取り組んでおります。 

  次期基本計画の策定に当たりましては、基

礎自治体として人口減少社会に向き合う持続

可能なまちづくりを目指していくとともに、

市民の皆さんが未来の神戸に期待感を持てる

魅力ある将来像を描き、広く発信をしていき

たいと考えております。 

  有識者や経済界などの皆さんと人口減少に

対応する議論を行うとともに、神戸空港の国

際化をはじめ、変わりゆく神戸の姿を発信し

ながら、昨年度に引き続きアンケートやワー

クショップなどを通じ、高校生・大学生をは

じめとした若い世代、多くの市民の皆さんと

共に、未来に向けた議論を深めていきたいと

存じます。 

  このような市民参加型の議論の場を設けな

がら、多くの市民の皆さんと未来に向けた議

論を深め、若い世代にも市政に参画できてい

るという実感を持っていただけるように取り

組んでまいります。 

  そして未来の神戸に期待感を持てるような

魅力ある将来像を描き、発信してまいりたい

と存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから対象者

にとって分かりやすい広報、特に広報紙のデ

ザインや掲載内容の見直しについて御答弁を

申し上げたいと思います。 

  広報紙の在り方につきましては、市が伝え

たい情報を市民に分かりやすく伝えるととも

に、市民に役立つ情報発信、市民と双方向に

つながるよりよい紙面づくりに向け不断の見

直しを行うことが必要というふうに考えてい

るところでございます。 

  令和５年11月に市民ニーズを酌み取った紙

面構成をするため、ネットモニターアンケー

トを実施させていただきました結果、本年５

月号より、市民ニーズの高いイベントページ

を充実させるとともに、紙面での情報を必要

とする高齢者を主な対象としたシニア向けペ

ージを新設いたしまして、その中で集団検診

やシニア向け事業の案内をするといった見直

しを行わせていただいたところでございます。 

  この広報紙のデザインにつきましては、今

神戸市として最もお伝えしたい内容を表紙か

ら３ページほどを使った特集として記事にさ

せていただいているところでございます。 

  広報紙は、市内全戸に配布しているとはい

え、読者である市民の目を引き、手に取って

読んでみようと思っていただけるよう、写真

やイラストを用い、デザインを工夫して掲載

をさせていただいているところでございます。 

  また、市役所に問合せが多い事項につきま

しては、総合コールセンターへの問合せ項目

を基に見てみますと、ごみ分別や捨て方、法

律相談、介護保険、各種予防接種、敬老パス

などとなっているところでございます。 

  これらの内容は、ホームページへの情報掲

載―― ＦＡＱの掲載を含むわけですけれども

―― それとか対象者宛ての個別のお知らせの

送付のほか、適時広報紙にも情報を掲載する

など対応をしてきたところでございます。 

  市民が必要とする情報を分かりやすく伝え
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ることは大変重要な視点だというふうに考え

てございますので、今後も市民ニーズを的確

に把握しながら、見た目の見やすさや記事内

容が充実したものになるように努力してまい

りたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから市営住

宅の指定管理業務につきまして、御答弁申し

上げたいと思います。 

  この指定管理者制度につきましては、多様

化する住民ニーズにより効果的・効率的に対

応するため、公の施設の管理に民間の能力を

活用しつつ、住民サービスの向上を図るとと

もに、経費の節減等を図るために創設された

ものでございまして、神戸市におきましては、

平成18年度から一部の市営住宅で指定管理者

制度を導入し、平成22年度から全ての市営住

宅で公募による指定管理者制度を導入してき

たところでございます。 

  令和４年度に神戸市から指定管理者へ支払

った市営住宅等の管理運営費につきましては、

約41億円となっているところでございます。 

  その内訳を見てみますと、人件費・事務費

等であります一般管理費を除きます分につき

ましては、一般修繕費、それから緊急修繕費

や空き家修繕費等が全体の約81.5％を占めた

約33億3,000万円でございまして、これらは

市営住宅の運営のために必然的にかかる経費

となっているものでございます。 

  また、委託範囲につきましては、平成22年

から25年度の間の指定管理期間につきまして

は、４地域プラスシティハイツの５区分で管

理運営を行ってまいりましたが、業務の効率

化、経費の削減や入居者サービスの向上とい

った観点から、次の平成26年から29年度では、

東部と西部の２地域に集約して実施し、その

結果、指定管理の提案額が年間約１億円削減

されたところでございます。 

  また、地域を細分化することによって生じ

るサービスのばらつきの解消、またサービス

評価の高い２者が互いに切磋琢磨し、管理運

営することで、入居者サービスの向上及び平

準化されていることなど、いい効果が得られ

たものと考えておるところでございます。 

  指定管理者につきましては、住宅等の管理

業務と合わせまして、高齢者の見守り、集会

所の活用、駐車場空き区画の有効活用等の業

務を担っていただいているところでございま

す。 

  これらの業務につきましては、細分化する

ことは、それぞれに管理コストが発生するこ

とも想定され、経費の負担が増えると考えて

いるところでございます。 

  いずれにいたしましても、最少の経費で適

切な市営住宅等の管理運営と、入居者により

よいサービスを提供していくために、どのよ

うな在り方が効果的か、引き続き検討を進め

てまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） さとう君。 

○17番（さとうまちこ君） では、再質問に入

らせていただきます。 

  少子化や核家族化の進展に伴い、子育て環

境は大きく変化しており、昔は一般的であり

ました親戚や近所の方々からの助けを得なが

ら、地域全体で子供の成長・学びを支えると

いったことが現代社会では難しくなってきて

おります。 

  神戸市では、これまでにも様々な子供・子

育てに関する施策を行ってきておりますが、

まだまだ不十分と感じております。 

  特にこのような、従前、大家族や地域社会

が果たしてきた機能については、今後は行政

がしっかりと担っていく必要があるとも考え

ております。 

  人口減少社会においては、現役世代である

子育て世帯や未来を担う子供たちの教育にこ

そ投資すべきであり、個人の生活に焦点を当

てた細やかな支援策を実施していくべきと考



 

－55－ 

えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 本市におきましては、

女性が妊娠・出産をする時期から学齢期・高

校までを見据えた切れ目のない子育て支援の

充実に努めてまいりました。 

  同時にその際、核家族化や共働き世帯の増

加、地域社会のつながりが希薄化していると

いったような時代の変化を真正面から見据え、

配慮の必要性が高まる子供・子育ての孤独・

孤立化などにも対応した取組を進めておりま

す。 

  本市では、妊娠期から保健師や助産師等専

門職による全ての子育て世帯への関わりを基

本といたしまして、多胎児家庭や独り親家庭

支援など、各家庭の状況に応じて利用できる

多様で切れ目のない子育て支援サービスの拡

充に取り組んでまいりました。 

  子育て家庭の変化を早期に発見し、適切な

支援につなぐよう全力で取り組んできたとこ

ろです。 

  あわせて、子育て相談もできる遊び場の充

実や子育てサークルの支援とその情報提供な

ど、子供の成長に伴って、地域や子育て仲間

とのつながりづくりも進めてきました。 

  また、共働き家庭など、夜遅くまで１人で

いる子供が安心して過ごせる子供の居場所づ

くりをはじめ、市民・大学・地域団体・企業

などを巻き込んだ支援体制の構築にも取り組

んでおります。 

  引き続き社会や暮らしの変化に対応し、誰

もが安心して産み育てられる切れ目のない支

援の充実に努めるとともに、多様な主体との

協力連携を進め、個々の悩みや状況に対応し

た子ども・子育て支援にまち全体で取り組ん

でいきたいと存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） さとう君。 

○17番（さとうまちこ君） こちらは前に神戸

市がアンケートを取っていただいた、住み続

けたくない理由として断トツだったのが子育

てする環境が整っていないということでした。 

  経済的な活気がないということも次に大き

く出てきています。 

  こちらは子供の数が予定数に満たない原因

というのが、やはりこちらも経済的負担が大

きいということが顕著に出てきておりますが、

またアンケートなど取っていただいて、今ま

でやった子育て施策がどれだけ効果があった

かということをしっかりと検討もしていただ

きたいと思います。 

  そして、こちらが福岡市の人口推移です、

予想の。本当に何て言いますか、心強い、20

40年では170万人をピークとして、あとはだ

んだんと下がっていくとは言われております

が、こんな感じで非常に力強い人口の推移と

いうことと、生産の年齢の―― この下支えの

ところ―― 非常にこれもこの先は商業が栄え

たり、福祉にしっかり力を入れることができ

るのかなという、安心して住めるまちになっ

ているんじゃないかなというふうに思います。

これが言ったら若い世代ですね、働ける人口

ということで、ホームページから引っ張って

きました。 

  片や神戸市、こういうふうに、ちょっと厳

しめに見ていると思うんですけれども、ちょ

っと人口落ちてきて、そして生産年齢も―― 

そういった人口もちょっといるにはいるんで

すけど、やはり重たい、こちらの高齢の方々

の負担といいますか、私たちが支えていくに

は非常に厳しい状況になっていくのかなとい

うふうに思っています。 

  これもまた今お伝えしたこと、いつも委員

会などでもお伝えしていることというのは、

これがまた経済が停滞していなければ、また

賃金が上がっていれば、大家族のままなら、

そこまで行政がする必要もなかったかと思い

ますけれども、やっぱり今では、行政の支援

というのは細やかな支援が欠かせないという
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ふうに思います。 

  まずは、突然の発熱などに対応できる病児

保育の送迎サービスやどこに住んでいても利

用できるような保育送迎ステーションなど、

必要な環境を整え、核家族でも独りでも関係

なく、問題なく子育てできるような環境を整

えてから、そこからやっと少子化の対策―― 

まだ少子化となるんでしたら―― そこからま

た議論ってやり直す必要があるのかなという

ふうに思います。 

  今お知らせ、お伝えしたことは、他都市で

もやっていることですので、ぜひ神戸市もこ

ういった細かなところの対応というのに力を

入れていただきたいと思います。 

  そうしないと結局、一家庭とかワンオペで

すとか、主体は今はまだ女性のほうが多いと

思うんですけれども、しわ寄せがいっている

状態ですので、そうなるとやはり２人目・３

人目というのは難しいんですね。やっぱり１

世帯２人以上は産んでいただかないと人口増

えませんし、また、こんな状況の中で、２人

目を望もうと思っても、経済的に困難だとい

うことで出産を諦められている方も非常に多

いです。 

  そもそも老後に2,000万用意しなきゃいけ

ないとか、あとは大学卒業まで1,000万かか

るとか、またさらに物価高など、非常に不安

材料しかない中で、もう自分のことでいっぱ

いいっぱいなのに、また子育てで結婚してと

いうのは本当に非常に厳しい。やはり経済の

余裕というのは、気持ちの余裕とか、２人

目・３人目が欲しいなというふうにもつなが

っていくと思うので、細かな支援のほう、も

うちょっと積極的に考えていただきたいと思

います。 

  そして以前、朝食を食べられない子供―― 

ネグレクト家庭の子供たちへの朝食支援がで

きないかという質疑をしました。 

  朝食を抜くことは集中力や記憶力の低下に

つながり、子供たちの学力や体力にも影響を

及ぼす可能性があります。 

  そういうことで朝食を食べられていない子

供たちが登校してきたときに、学校でおにぎ

りやパンなどの提供を子ども食堂の取組など

を活用しながら、何か取組ができないもので

しょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 家庭での食事に関し

ましては、保護者が子供に対して十分な食事

を提供せず、子供が栄養失調に至るおそれが

あるような場合につきましては、児童虐待・

ネグレクトとしてこども家庭センターが保護

者への指導等を行うなどの対応を行ってきて

いるところでございます。 

  また、そのような家庭に限らず、子供たち

の健やかな成長におきまして、朝食をはじめ

とした基本的な生活習慣を身につけるという

ことは必要でありまして、まずは、家庭にお

ける朝食を食べる習慣づくりが重要であると

考えているところでございます。 

  そこで保護者に対しまして、乳幼児健診や

食育セミナー、学校給食、食育だより等を通

じて、朝食の啓発を行いますとともに、子供

たちに対しましても、学校はもちろん、学童

保育や学習支援授業などで、様々な機会を通

じて、朝食の役割や食事の重要性を伝え、朝

食を食べる習慣づくりに向けた働きかけを行

ってきているところでございます。 

  御指摘の朝食支援の取組についてでござい

ますが、現在、子ども食堂におきまして、市

内で食事を提供しているこどもの居場所事業

につきましては、222か所ございますが、朝

食を提供しているのは３か所のみ、うち１か

所につきましては、夏休みなど、長期休業期

間中のみの実施となっているところでござい

ます。 

  このような背景といたしましては、朝食提

供には早朝からの準備が必要となることから、

ボランティアの確保などの運営面の課題があ
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るものと考えているものでございます。 

  さらに、学校における朝食の配給につきま

しても、施設設備利用に当たっての一定の制

約、または担い手の確保などの課題があると

ころでございます。 

  こういったことを勘案いたしますと、子供

の朝食につきましては、まずは朝食を食べる

習慣づくりが重要であると考えておりまして、

引き続き、子供や家庭への働きかけを継続的

に行ってまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） さとう君。 

○17番（さとうまちこ君） 家庭へ啓発とか、

子供への啓発で食べれるんなら、それはもう

こしたことないんですけれども、そうではな

いお子さんがいるということで、またこうい

うＮＰＯ法人ですとか、住民のボランティア

などと連携して、学校の家庭科室を使って子

供たちに朝食を提供するという取組もありま

す。 

  もうできないことを数えてたら何でもでき

ないと思うんですよ。ただ、私たちが目の前

にいるその朝食を食べてこれなかった子供に

焦点を当てていただいて、それをどうやった

らおなかがちゃんといっぱいのまま、学校で

楽しく学んだり、遊んだりをしてもらえるか

ということを考えるのは非常に大事なことだ

と思いますので、これに関しては前向きな検

討のほうをどうぞよろしくお願いいたします。 

  そして、昨年度策定されました不登校支援

の充実に向けた基本方針において、県内初と

なる学びの多様化学校を設置し、７年度の開

校を目指すことが示されております。 

  全ての児童・生徒に多様な学びの場を確保

することは非常に重要であり、１校目となる

学びの多様化学校が設置されることは評価し

ておりますが、本市における不登校児童・生

徒数は、小中合わせて4,000人を超えており

ます。全国的にも増加傾向があることから、

この１校だけでは不十分であるのは、共通の

認識だと思っております。 

  今後、学びの多様化学校の設置を拡大し、

充実した教育環境の整備を進めていくべきと

考えますが、福本新教育長のお考えをお聞か

せいただけたらと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 不登校の問題は、私

先ほど40年の教員生活を紹介しましたが、ち

ょうど私が初任の頃ぐらいに学校を休む子供

がいるなというような感覚から、校長で終わ

る頃には、各クラス３年生でしたらもう２人

とか３人とかが不登校になっていくような、

そういうような現象をちょうど見てまいりま

した。 

  増加傾向にあるということはもう全国的な

問題ですし、神戸市も非常に多く、その子供

たちやその保護者への支援というのは本当に

大きな課題だとは認識しております。 

  その中で、今御指摘ありましたように、神

戸市も学びの多様化学校を来年４月の開校に

向けてあすてっぷのところに設置することと

なっております。 

  数の問題ではないとは思うんですけれども、

学びの多様化学校が１校のみの設置というこ

とで、スタートはまた中学生のみということ

で、いずれにしてもその運営状況や効果を検

証して、今後拡大していくかどうかは、検討

していきたいと思います。 

  ただ、不登校の対応というのは、やはり大

切なことは、その子供さんがどのように考え

ているか、何がしたいのか、今どうなのかと

いうことを関係する大人がどのようにして的

確に見抜くか、そしてその結果、ベストでは

ないですけれども、ベターな状況で多様な居

場所、そのお子さんがどこに行きたいか、ど

のような状況の場所を提供したらいいかとい

うことを考えていくことが最も重要なことだ

と思っております。 

  学びの多様化学校の設置も含めて多様な学
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びの確保と積極的な情報提供を行いながら、

個々の状況に応じたきめ細やかな支援を目指

していきたいと、そのように思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） さとう君。 

○17番（さとうまちこ君） 校内サポートルー

ムでは、現状100校で500人が利用。仮にプラ

ス145校で利用が進んだとして、145校掛ける

５人程度725名、その時点で1,225人。教育セ

ンター―― くすのき教室―― 現在８か所で20

0人が利用していて、８か所のうち２か所で

小学校を受け入れ、今後、小学校の受入れを

既存６か所で再開すると20人掛ける６か所は

120名の増加となります。 

  新たな分室では、小学校20名プラス中学校

30名でイコール50人、計170人の増となりま

すが、それでも合計370名。全てをマックス

で出しても受入れが1,715名ということにな

ります。 

  令和４年度の不登校児童数、まだ５年度が

出ていないということを聞いているんですけ

れども、でも増えているのかなというふうに

は感じております。 

  その中でも小・中学校で4,104名なので、

先ほどの受皿を差し引いてもおよそ2,400人

の児童・生徒が行き場のないままとなります。 

  私的には本当にまだまだ公教育の可能性と

いうものを信じています。なので、今までい

ろいろイエナプラン―― 半分ずつやったら神

戸市でもやりやすいんじゃないかとか、様々

な提案を続けてまいりましたが、今回、加賀

市がありまして、加賀市はこういうふうに教

育ビジョン立てております。こちらが保護者

の方にも理解していただける―― また後でホ

ームページで御確認いただけたらと思うんで

すけれども、文科省からの資料も引っ張って

きて、やはり教室には多様な子供が集まって

いて、同じペースで同じことを同じ方法でと

いう教育は限界だということにもちろん文科

省も達しているんですね。 

  こちらではＢＥ ＴＨＥ ＰＬＡＹＥＲと

いうことで、自分で考えて、動いて、社会を

変えていくという、今までとは違う教育を始

めるために保護者への理解を深めつつ、自由

進度学習も始めたということです。これは１

つのモデル校だけではなくて、全市一斉で―

― 小学校17校、中学校６校ではありますが、

全市一斉に自由進度学習を始めたということ

です。 

  それに関しては、教育長の非常に大きなリ

ーダーシップと、あとは理解していただくた

めに皆様と何度も打合せをしたりとか、そう

いうことで進めていったようなんです。１年

ほどでしたようなので、それも一斉になんで

すけれども、それぞれの先生がいろんなとこ

ろに見学に行って、そしてそれぞれの学校で

対話をしながら培っていったということで、

今はまだ過渡期で途上ではありますけれども、

こういったやり方もあって。神戸市は全国の

中でも非常に不登校生徒が多いと。それを自

ら学校行きたくないから自分で勉強したいん

だという子は全然別ですけれども、行きたく

ても行けない、サポートルームでもその学校

には行けないとか、またフリースクールでも

高くていけないということを非常に多く聞い

ております。 

  ですので、こういった半年でも特徴ある学

校をつくり上げたという自治体もあります。 

  なので、ぜひ誰一人本当に取り残すことな

い、神戸市はどの子にも合った教育があると

いう他都市のお手本となるような、スピーデ

ィーで思い切った教育改革のほうを期待した

いと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  そして次にですね、成人年齢の引下げや自

助による資産形成の必要性の高まりなどを背

景に、令和４年度から高校で金融経済教育が

必修化されるなど、近年、子供に対する金融

経済教育が重要視されております。 

  子供たちには経済の仕組みを理解し、家計
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に関する知識を身につけることで、将来、社

会を構成する１人の人間として生活を営んで

いくために、非常に重要なものであると考え

ます。 

  特に、家計教育につきましてはより力を入

れて取り組む必要があると考えますが、現在

の取組状況と、本市の見解についてお伺いい

たします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 児童・生徒が早い段

階から金融経済を学ぶということは非常に必

要性が高まっていると認識しております。 

  高等学校においては、金融経済の仕組みや

資産運用、消費者被害などの学習を行ってお

り、金融経済教育が必修化され、小・中学校

でも金融経済に関する基礎的な学習に段階的

に取り組んでいくことが重要とされておりま

す。 

  具体的に例えばですが、小学校の家庭科に

おいては、お金の大切さを実感させ、お金の

使い方や消費者の役割などの学習を行ったり、

中学校では家庭科で契約や消費者の権利、ま

た責任など、社会科では家計の収入・支出と

貯蓄の知識、金融の仕組みなどの学習を行っ

ています。 

  いずれの教科でも、身近な事例を挙げて話

し合ったり、考えたりする活動が組み込まれ

ており、児童・生徒が生活体験の中から自分

事として捉えるような工夫がされております。 

  私が担当した社会科でもワークシートに初

任給みたいな形でお金を想定して、非消費支

出が幾らぐらいだから、それをのけたお金で

どういうふうなものに何を使っていくかとい

うようなことを考えたり、そしてそれをお互

い生徒同士で意見を言い合ったり、そういう

ふうな活動が今行われております。 

  さらに、金融の専門家であります銀行であ

ったり、保険会社等の方に来ていただいて、

出前授業であったり、そういうふうな外部人

材を活用して、金融経済教育に取り組んでい

るのが現状でございます。 

  先ほども述べましたが、児童・生徒が家計

に関する知識を身につけることは、将来の社

会生活を営む上で非常に重要なことと考えて

おりますので、これまで以上に推進してまい

りたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） さとう君。 

○17番（さとうまちこ君） これも以前、委員

会のほうで質疑させていただきましたら、担

当部長のほうから、教科書に載っているから

大丈夫というようなことをお聞きしたんです

けれども、公民の教科書―― ほかのページに

は、一家の大黒柱の収入が55万とかっていう

ことが載っていたのと、あとは先生御存じと

思いますが、ほかはもう自分の場合みたいに

載ってたんですけれども、あれを見る限りで

は、なかなか身につけるのは難しいなと思い

ました。 

  やはりどの職業で、どれぐらいの収入があ

るのか、自分のしたい職業だとどれぐらいの

稼ぎがあるのか、また、将来性についてはど

うなるのかとか、そういった計算・シミュレ

ーションをしながら、保険とかも入らないと

いけないし、また、人によっては教育ローン

を抱えながらということも起こるかと。そこ

なんかで独り立ちというのがどれだけやって

いけるのかということについても、将来につ

いて考え直す機会にもなったりすると思いま

す。 

  またそういった先ほども話に出ましたけれ

ども、詐欺についてなど、人生に関連づけて

興味を引くような内容から入るなど、社会人

として独り立ちできるような知識をしっかり

と全員に身につけていただけるようにお願い

したいと思います。 

  先ほどおっしゃっておられた先生の教育と

いうのは、どこの学校でもされていることな

んですか。それとも、教育長がやってたこと
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なんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 基本的には教科書に

載っていたり、新しく出た教材のワークシー

トとかでありますので、ほぼどこの学校でも

やられていると思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） さとう君。 

○17番（さとうまちこ君） ありがとうござい

ます。 

  次の質問です。 

  社会環境の変化に伴い、重要性が高まって

いるものとして、バイアス教育があります。 

  これは男性はこうあるべき、女性ならこう

すべきではないといったような無意識の思い

込みや偏見―― アンコンシャス・バイアスに

関する教育であり、自身の無意識の偏見に気

づき、行動を見直すことは、男女共同参画社

会の推進や１人１人が活躍できる社会の実現

のために非常に重要であると考えます。 

  子供たちが自身のライフキャリアを考える

際に、固定的な性別役割分担意識や偏見など

にとらわれず、自分らしい選択ができるよう、

学校現場においてもバイアス教育に取り組ん

でいくべき、力を入れるべきと考えますが見

解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今、御指摘いただき

ましたように、学校教育においても、特に性

別による無意識の思い込みや偏見があるとい

うことを児童・生徒が気づき、考えるための

学習が重要であると考えております。 

  現在、学校現場では、本市独自に作成した

性に関する指導の手引書を活用しながら、発

達段階に応じて子供たちが無意識の偏見につ

いて学ぶ授業を取り組んでおります。 

  例えば、小学校低学年では、好きな色につ

いて考えるところから入ったり、中学年以上

では、服装や髪型、職業や役割について考え

る学習から、そのようなことについて考える

機会を持ったり、中学生では、人権教育の啓

発冊子―― あすへの飛翔というものを配布し

ているんですけれども、そこでは家事や育児

などの具体例を交えながら、性別にかかわら

ず、様々な選択ができる社会を築いていくこ

との大切さを学習しております。 

  学校の中も考えてみますと相当やっぱり変

わってきております。御存じのように名簿が

男女混合名簿になったり、男女問わず、さん

づけで呼んだり、あとは体育の共修であった

りとか、それぞれ学校の中でもそのようなこ

とを配慮したような仕組みになってきており

ます。 

  また、子供たちに接する教員の研修も人権

教育のハンドブックとか、文部科学省が作成

した学校における男女共同参画推進のための

教員研修プログラム等を活用して、全学校園

で人権意識を高めるような研修も実施してお

ります。 

  いずれにしましても、子供たちが性別をは

じめとした固定的な意識や偏見に捉われるこ

となく、自分自身を大切にするとともに多様

な仲間を尊重し、主体的に選択しながら未来

を切り開いていけることができるように、教

育委員会としても取組を充実していきたいと

思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） さとう君。 

○17番（さとうまちこ君） ありがとうござい

ます。 

 ここに１枚の絵がありまして、これを見たら

―― きっと皆さん知ってる方は知っているん

ですが―― いろんなチョウチョウが飛んでい

るなという、そういう絵に見えると思うんで

すが、実はこれ１色のグレーのチョウチョウ

なんですね。同じトーンの同じグレーのチョ

ウチョウということです。 

  こういったようにぱっと見ただけで判断し
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ないとか、本当にそれが合っているのかとか

という考え方を養うことは非常に大事だと思

っています。 

  これは、みんなと同じというのは安心とい

う正常性バイアス、そして同調性バイアスは、

災害や事件で被害を大きくし、また、いじめ

や差別を生む内集団バイアスなど、バイアス

が働くことにより、他人との比較を生み出し

てしまったり、挑戦から逃げることになって

しまったり、怒りや不満を他人へ攻撃すると

いう行動に出たり、決めつけや思い込みが大

きな事件に発展することもあります。 

  人は自分の信じることを否定されたくない

というような事象もありますが、あらかじめ

バイアス教育で学んでおくことによって、み

んなが生きやすい、生きられやすい社会にも

なるのではないかと思います。 

  洗脳などもこういったことを教育しておく

と避けられる可能性もありますので、またい

ろんな分野でバイアスということを感覚とし

て学ぶと思うんですけれども、それがどれだ

け人生やそういったことに影響するのかとい

うことは、また別でちょっと教えていただけ

たらなというふうに思います。 

  ぜひこういった人生において役立つ教育へ

のてこ入れということもお願いしたいと思い

ます。 

  神戸市がどの子でも適した学びの場所があ

って、クオリティーの高い教育を受けられて、

そして安心な子育て環境を整えることができ

れば、私は神戸市をもっともっと大きく、そ

して、皆さんにお手本となるようなまちにな

っていくと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

  そして、市営住宅の指定管理業務の再質問

です。 

  神戸市のホームページで公表されている委

託契約の特命随意契約のうち、１億円以上の

契約がたくさんあるんですね。 

  それを見ると、委託先の多くが外郭団体と

なっております。特に先ほど言いました市営

住宅を整備公社へ特命随意契約で委託してお

り、委託内容や契約形態の妥当性については

検討の余地があるのではないかと思います。 

  包括外部監査の報告書においても指摘され

ておりましたが、もちろん私も２年ほど前に

指摘させていただいております。こういった

ことを未来を担う子供や教育のための施策に

充てる財源を捻出するためにも、募集業務の

改善や監督の強化等に取り組み、委託費用の

減額や公募に向けた見直しを図るべきと考え

ますが、端的に御見解をお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 市営住宅の募集業務

に求められる要素といたしましては、やはり

経験豊富な職員が業務に精通して業務体制を

確立すること、また、持続安定的に業務が遂

行でき、公正かつ適正な募集業務が実施でき

ること、こういった観点を満たす事業者とし

て、神戸住環境整備公社へ特命随契で委託し

てきたものでございますが、この神戸住環境

整備公社におきましては、住まいに係る各関

係団体と連携して、神戸市すまいの総合窓口

―― すまいるネットの運営を行っておりまし

て、その一環で実施する専門家による高齢者

の住み替え相談では、公営住宅をはじめとす

る様々な住宅等への住み替えのアドバイスの

実施や、住まい探しに困窮する方への居住支

援の取組も行っているところでございます。 

  このように、総合的な相談対応・情報提

供・普及啓発を公平・中立の立場から実施で

きる神戸住環境整備公社が市営住宅の募集業

務を同一団体で実施するということにつきま

しては、市民にとっても分かりやすい利用と

なっているものと考えているところでござい

ます。 

  当然、委託経費につきましては、その委託

の内容につきまして適正なものかも精査し、

経費削減にも努めているところでございます。 
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  ６年度５月の定時募集より、スマート申請

システムのｅ－ＫＯＢＥからも応募の受付を

開始したところでございまして、利便性の向

上を図っていっているところでございます。 

  今後もシステム改修によるＤＸ化、業務全

体の効率化を進めるなどによりまして、引き

続き委託費用の縮減に取り組んでまいりたい

と考えております。 

○副議長（堂下豊史君） さとう君。 

○17番（さとうまちこ君） 今回、包括外部監

査でも指摘を受けたことは非常に大きなこと

だと思います。これも非常に大きなお金を、

予算をかけて監査されていると思うんですが、

その中に出てきた内容、これに関しては非常

にたくさんの指摘を受けておられると思いま

す。この60万ということで修繕費用がかかっ

たりするんですが、それに関しても、60万を

ぽんと渡すのではなく、渡すことにも意味が

あって、30万の修繕でも120万の修繕でも、

１個60万の予算でやってくださいということ

で６億円というのを渡していると思うんです

けれども、そのことについてもちょっとどう

かなと思うような部分もありまして、やはり

実費精算というのは当然かなというふうに思

います。 

  そして、やはり監査の中でも、神戸市は広

大でありますから、こういったことも地域分

けてやったほうがいいんではないかというよ

うなことも指摘をされております。また、公

社と市営住宅事業との関わりは募集業務に限

定されているものの、市とのなれ合いになら

ないようにするとともに、チェック体制の充

実が必要でありますとか、市として特定の指

定管理者への過度な依存・なれ合いなどとな

らないようにするというような指摘も受けて

おります。 

  また、私がこのときに聞いたときでも２億

円上がると。そのときは38億円だったと思い

ます。そこからまた２億円上がると。何でで

すかと言ったら、人件費等にかかるというよ

うなこともあったりとか。あとは、事務員の

方に幾ら報酬払われてるんですかと言ったら、

それは分からないというようなことで、結構

ざっくりとした金額だったなというふうな印

象を受けておりましたが、この監査でもそう

いうふうに指摘されておりますので、どうぞ

御検討のほうお願いします。細分化するとい

うことは―― 前も同じような答弁を受けてる

んですけれども―― やはり見直し、検討する

べきと思います。１億円以上の委託事業につ

きましても、専門性が必要なところはありま

すけれども、そうでないところに関しては、

ぜひ見直し、検討をお願いします。 

  以上です。 

○副議長（堂下豊史君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、34番住本かずのり君。 

  （34番住本かずのり君登壇）（拍手） 

○34番（住本かずのり君） 日本維新の会、最

後、住本かずのりが質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  まず、2040年問題における大都市の在り方

について御質問させていただきます。 

  我が国の人口は、近年、減少局面を迎えて

おり、団塊ジュニア世代が65歳以上となる20

40年頃には、社会保障費の増大や労働力不足

等の社会課題がより深刻化することが懸念さ

れており、このいわゆる2040年問題をいかに

乗り越えるかということが、中長期的な自治

体運営における大きな課題であると考えてお

ります。 

  本年３月に川崎市で開催された指定都市市

長会シンポジウムには、久元市長も登壇され

ており、非常に示唆に富む内容であったと感

じておりますが、改めて、2040年問題を前に

持続可能な自治体運営に向けて、大都市であ

る神戸市が抱える課題と、今後、必要な大都

市の役割、制度の在り方について市長の見解

をお伺いいたします。 

  ２問目が、子供の体験格差問題についてお
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伺いをいたします。 

  近年、家庭の経済的な事情等により、子供

が学校の外で得られる体験機会に格差が生じ

る、いわゆる体験格差の問題が注目されてお

ります。旅行や習い事、休日に友達と遊ぶと

いった学校外での体験を得る機会が多いほど、

学習意欲や課題解決能力、さらには将来の非

認知能力が向上するといったことが文科省の

調査でも明らかになっております。 

  例えば、このような能力を評価の対象とす

る大学の総合型選抜―― 旧ＡＯ入試の導入が

進み、大学入試の機会も体験格差により失わ

れている場合もあります。体験格差により、

子供の進路や職業選択に差が生じることで、

所得格差へとつながり、さらには世代間で連

鎖することにならないよう、体験格差是正の

ための対策を早期に講じるべきと考えますが、

本市の見解や、今後の取組についてお伺いを

いたします。 

  ３問目が、ＫＯＢＥシニア元気ポイントの

メニュー拡充についてお伺いをいたします。 

  ＫＯＢＥシニア元気ポイントは、活動内容

に応じてポイントが付与される仕組みであり

ますが、現在対象となっている活動は、介護

保険施設や子供施設等における軽微かつ補助

的な活動に限られております。 

  ３月の本会議において、我が会派より、ポ

イントの上限拡充に関する質疑をしたところ

でありますが、本市が取り組むフレイル対策

の取組や健康づくりプログラムへの参加等を

対象メニューに含めることで登録者数の増加

につながるとともに、高齢者の健康増進に対

する普及啓発となり、ひいては将来の社会保

障費の削減にもつながると考えますが、御見

解をお伺いいたします。 

  最後は、須磨図書館等の周辺再整備につい

てお伺いをいたします。 

  須磨の北須磨エリアにおいては、名谷図書

館が新設され、北須磨支所が移転するなど、

リニューアルに伴い新しい施設が増えており

ます。 

  一方で、本区の文化センターや図書館・体

育館等の施設は老朽化が進んでおり、子供た

ちの育成や地域の魅力向上につながる施設の

新設やリニューアルが不可欠ではないかと考

えております。特に須磨図書館は、スペース

の狭さや蔵書数が市内の他の図書館と比べて

も見劣りしており、地域からもリニューアル

の要望が出ております。 

  公有財産の有効活用の観点から、旧須磨消

防署跡地を活用して、須磨図書館のリニュー

アルを中心に周辺の一体的な再整備を進める

べきと考えますが、御見解をお伺いいたしま

す。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 住本議員の御質問にお

答えを申し上げます。 

  まず、2040年問題を踏まえた大都市である

神戸市が抱える課題。そして、必要な大都市

の役割、制度の在り方につきましてお答えを

申し上げます。 

  高齢者人口が増加し、少子化による労働人

口の減少や老朽化が進む公共施設やインフラ

の増加などの課題にどう対応するのか、いわ

ゆる2040年問題が従来から議論されてきたわ

けですけれども、この議論の当時から比べま

して、出生数の減少のピッチが速まっており

ます。その傾向はさらに強まっているところ

でありまして、この2040年問題に対する対応

というのは、より一層の大きな課題認識を持

ちながら対応していかなければいけないとい

うふうに考えております。さらに、そういう

中で傾向が強まっているのが東京一極集中で

す。令和４年度決算では、特別区である東京

23区と20の政令指定都市の財政力の比較を行

いました。その結果、住民１人当たりの基金

残高は、政令指定都市は特別区の５分の１し

かないと。一方で、地方債残高は逆に14倍に
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なっている。 

  なお、平成18年度の同様の比較では、基金

残高の差は４分の１、地方債残高は６倍でし

たので、この格差が急激に―― 格差がさらに

拡大をしているということです。 

  このように財政力が相対的にますます豊か

になっている東京都が、独自に高等学校等の

授業料の無償化を行い、介護人材の確保に向

けた給付措置を実施することで、今後さらに

格差が拡大をし、東京への財やサービスの一

層の集中、さらに周辺地域や地方からの人口

流出、東京への流入が加速化するのではない

かという懸念が高まっております。 

  先般、東京周辺の関東の知事さんが打ちそ

ろって、総務省に、この東京一極集中への是

正を要請いたしました。その後、指定都市市

長会が行われたわけですけれども、やはりこ

の指定都市市長会の中でも、同じ問題認識を

持ちながら対応する必要性が議論されます。

できるだけ早く、指定都市市長会としても足

並みをそろえて、国の関係機関にも同様のや

っぱり要請をすべきではないかという議論に

なりまして、今、その対応の準備を進めてい

るところです。 

  一方、この指定都市におきましては、大都

市として多極分散型社会の実現を担っていく、

役割を担っていく必要性が強くなっているの

ではないかと思います。すなわち、各地域の

実情に応じ、大都市が周辺の市町村含めた圏

域全体の牽引役としての役割を果たしていく

という視点が重要です。 

  大都市におきましては、交通のインフラが

充実するとともに、ＩＴを含めた様々な企業

や高度専門教育機関などが集積をしておりま

して、ＤＸ人材など多様な専門人材を有して

おります。こういうことを考えれば、行政分

野におけるＤＸの推進などでは、ほかの市町

村との水平補完が考えられます。こういうこ

とを踏まえますと、大都市が持つリソースを

十分に活用し、圏域の中枢的役割を果たして

いくための制度整備といたしまして、特別市

の法制化がこれまでの地方制度に風穴を開け

る手段になり得るものと認識をしております。 

  地方自治制度の改革の実現に向けては、国

や経済界など様々な関係者への働きかけや国

民の理解を深めることが必要です。指定都市

市長会としても、機運醸成を図るべく、積極

的な取組を進めてまいりたいと考えておりま

すし、本市といたしましても、令和６年度に

この特別市行政のための予算もお認めいただ

いておりますので、積極的に取り組んでいき

たいと存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうから３点御

答弁申し上げたいと思います。 

  まず、子供の体験格差問題について御答弁

申し上げます。 

  公益社団法人チャンス・フォー・チルドレ

ンが令和４年度に、小学１年生から６年生の

子供のいる世帯を対象に実施いたしました子

供の体験格差実態調査によりますと、世帯年

収300万円未満の世帯の子供の約30％が、１

年を通じて学校外の体験活動を何もしていな

いという結果であり、体験を阻害する要因と

して、経済的な事情をはじめ保護者の時間的

余裕など複合的な要因があることが示される

とともに、子供の育ちにも影響があると指摘

されているところでございます。 

  また、文部科学省が令和２年度に、子供を

０歳から18歳まで追跡調査したデータを用い

て実施いたしました青少年の体験活動に関す

る調査によりますと、自然体験や文化的体験

などの体験活動に加え、読書やお手伝いや異

年齢の人との遊び等の経験が、自尊感情や外

向性などによい影響を与えており、地域・学

校・家庭が協働して、多様な体験を土台とし

た子供の成長を支える環境づくりを進めてい

くことが重要と示されているところでござい

ます。 
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  このように、体験格差の解消に当たりまし

ては、経済的な支援だけでなく、子供の身近

な場所における多様な体験機会を創出するこ

とも重要であると考えているところでござい

ます。 

  そうした観点から、全ての子供たちが学校

外において様々な体験が得られるように、

小・中学生を対象に、美術館や博物館・動物

園などの教育施設等が無料で利用できるのび

のびパスポートを発行するとともに、こべっ

こランド等の施設におきましても、年間を通

じて無料で参加できる運動教室などのイベン

トも開催してきているところでございます。

また、青少年の地域社会への参画、リーダー

育成を目的とした野外活動等を行っている団

体や、子供会などの取組への補助を行います

ほか、地域課題に取り組むＮＰＯ等に対する

補助制度を設け、子供向けの体験活動などを

行う団体も対象として支援を行ってきている

ところでございます。 

  今年度からは、こどもっとひろばにおける

新たな取組といたしまして、外遊びをはじめ

とした豊かな体験の提供や特色を生かしたプ

ログラムの企画実施に応じた加算制度を設け

ることで、体験プログラムの充実も図ってき

ているところでございます。さらに、のびの

びパスポートが利用できる施設など、体験機

会を提供する場へのアクセス向上という観点

からは、駐輪場を無料で利用できる駐輪場親

子おでかけサポートを開始したほか、市バ

ス・市営地下鉄におきまして、親子で乗車す

る際に、小学生以下の料金が２人まで無料に

なるエコファミリー制度の適用を、令和６年

10月から、平日まで拡大する予定としている

ところでございます。 

  今後も、市全体で幅広い観点から子供たち

の多様な体験の機会の創出が図れるように、

取組を進めてまいりたいと考えております。 

  それから２点目でございます。ＫＯＢＥシ

ニア元気ポイントのメニュー拡充について御

答弁申し上げます。 

  この活動登録者数の状況でございますが、

令和５年３月末の登録者数につきましては1,

516人でございましたが、令和６年３月末現

在で登録者数が2,813人となって、１年間で

約２倍に増えているところでございます。さ

らにたくさんの方に活動をしていただくため

に、取組を進めていく必要があると考えてい

るところでございます。 

  この登録者数を増やすための取組といたし

まして、登録手続に必要な説明会参加、また、

登録自体をウェブ上で実施するなど登録しや

すい仕組みを導入すること。より積極的に活

動いただくためのこのポイント上限の拡充、

これを実施していきたいと考えているところ

でございます。 

  また、ポイント付与対象となる活動や登録

者数の増加に向けて、全世代を対象としたボ

ランティアマッチングサイトとの連携を考え

ておりまして、システム上の課題や費用等を

整理しているところでございます。 

  このシニア元気ポイントにつきましては、

高齢者の外出機会の増加や社会参加の推進を

図るため、ボランティア活動への参加の動機

づけとして活用いただくものであると考えて

いるところでございます。このボランティア

活動に参加することで、身体活動や会話が生

まれ、健康増進の効果が十分に期待できるも

のであるため、より多くの方に登録いただけ

るように、ポイント付与対象メニューの増加

は必要であると考えているところでございま

す。このメニューの増加に当たりましては、

地域活動を対象にすることで、本人の心身の

健康づくりになるとともに、地域の活性化に

もつながることや、さらに課題となっており

ます地域活動の担い手が確保できることから、

まずは地域活動をメニューに加えることを優

先して検討してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

  それから３点目でございますが、須磨図書
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館等の周辺再整備について御答弁申し上げま

す。 

  須磨区におきましては、名谷図書館の新設、

また、北須磨支所の移転といった名谷活性化

プランに基づく取組を進めてきたところでご

ざいます。そのほかにも、令和２年には、須

磨区役所の庁舎内に小規模保育園やおやこふ

らっとひろばを開設するなど、須磨区全体と

して、子育て支援をはじめとする様々な公共

施設の新設・リニューアルを行ってきたとこ

ろでございます。 

  須磨図書館・文化センター・体育館は、緑

豊かな公園内に合築・隣接する形で位置して

おりまして、利用者からは、いろいろな世代

の人が集まる憩いの場所、静かで落ち着く場

所というお声もお聞きしておりまして、市民

の皆さんに親しまれている施設だと認識して

いるところでございます。これらの施設につ

きましては、築40年以上経過していることは

事実でございますが、建物としては耐震改修

も行っておりまして、軀体自体は頑強で、か

つ様々な改修等も行ってきたところでござい

ます。 

  この改修の内容ですが、例えば、須磨図書

館と文化センターでは、施設全体で令和元年

から３年にかけて、屋上防水工事・トイレ改

修工事等を実施してまいりました。これらに

加えまして、床面・天井・壁面の塗り直しな

ど美装化も実施しておりまして、今後も快適

に施設を利用いただけるような取組を行って

いきたいと思っております。 

  また、図書館におきましては、昨年度、ク

ラウドファンディングにより集まった資金を

活用して、例えば、児童書を充実させますと

ともに、絵本作家の絵などを飾るピクチャー

レールの設置、アコーディオンカーテンの取

替え工事を行うなど、児童コーナーの充実を

図ったところでございます。今年度にも利便

性向上に向けた取組を行う予定としておりま

す。 

  また、須磨体育館におきましても、令和２

年と令和３年に、空調工事・床面改修工事等

を実施しているところでございます。 

  御指摘いただきました旧須磨消防署跡地に

つきましては、敷地が約1,000平方メートル

と、こういった施設の敷地としては狭小とい

うことと、加えまして、土地の形状が三角形

であり、制約がある状況でございます。須磨

図書館・文化センター・体育館につきまして

は、特に文化センターにつきましては、早急

な美装化がさらに必要と考えておりますが、

今後も引き続き市民の皆様に快適に使ってい

ただけるように、必要な美装化・改修を行う

等、市民サービスの向上に向けて取組を進め

てまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） ありがとうござい

ます。 

  市長にお答えいただきました2040年問題に

つきまして、東京一極化が加速をしておる。

それと、やっぱり財政力の格差がより一層広

がっておるということで、財源の問題等も課

題になると思います 

  2040年頃には、日本全体で高齢者の数がピ

ークを迎え、国立社会保障・人口問題研究所

―― 社人研の予測では、65歳以上の人口が3,

929万人、全人口の約35％を占めるとされて

おります。今後、人・モノ・財貨の東京一極

集中が加速し、やがては若者を吸収しながら

老いていく東京圏と、担い手を失い、衰退す

る地方圏という危機的な構図となることが予

想されます。これらに歯止めをかけるために

は、自治体が単独で運営するのではなく、人

材・インフラ・空間・技術など様々な分野に

おいて、周辺の自治体はもちろん、企業・大

学・地域等、共に枠を超えて水平連携し、圏

域単位で成長を実現していくべきであり、そ

のために、大都市が果たすべき役割は極めて

大きいと考えます。今後、必要な大都市制度
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の在り方について見解を伺いましたが、その

実現に向けて具体的にどう取り組んでいくの

か、市長の御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） この圏域単位で成長を

実現していくという視点が大変重要ではない

かという、そういう議論がこの前も指定都市

市長会で行われたところです。 

  同じ市町村同士で連携する―― 水平補完で

すけれども、垂直補完の―― 道府県と市町村

が連携する垂直補完よりも水平補完のほうが、

実は優れてるんではないだろうか。それは非

常に単純なことですけれども、市町村は同じ

仕事をしているということです。道府県の仕

事と市町村の仕事は違いますから、同じ仕事

をしている市町村同士の連携・補完のほうが

より実効的ではないのか。これは、コロナと

の３年余りに上る戦いの中で、私どもも実感

をしているところです。 

  そういうことから考えますと、指定都市が

重要な役割を果たしながら、周辺の自治体と

圏域を構成する形での連携を進めていく。こ

れが特別市制度の重要なポイントとなってお

りまして、そういう圏域を単位とした発展方

向ということを考える上でも、特別市の制度

化ということが重要ではないかというふうに

考えております。残念ながらまだまだ十分熟

した議論にはなってはおりません。この指定

都市市長会におきましては、さらに経済界や、

もちろん国、そして、地方制度調査会におけ

る議論につなげていくような取組をしっかり

行っていかなければならないというふうに議

論が行われたところでありまして、そういう

方向性でしっかり取り組んでいきたいと存じ

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） 先ほど市長が述べ

られましたコロナ、これがやっぱり一番今の

行政の在り方について危機的なことで、対応

が遅れてしまった１つの要因だと思います。

国と地方の在り方というのは、本当に早急に

改革していく必要があると私は思っておりま

す。 

  この間、川崎市―― 私も出席させていただ

いて―― 川崎市の福田市長でしたか、お話を

聞かせていただいたんですけど、福田市長は、

私の感想としては、東京と横浜に挟まれて本

当に危機感を持っている。もう一日も早く特

別市を実現したいというような強い熱意が私

に伝わったんですけど、ちょっと川崎市と神

戸はまた実情が違うんで、それはどうかと思

うんですけど、やっぱり川崎市などは市民に

も啓発しているということで、行政内に担当

部局を設けて、市民にも理解してもらう啓発

活動を続けておるということで、市民巻き込

んでの活動を行っている。それはちょっと必

死なんだなという感じを私は受けました。 

  先ほど言いましたように、国・地方との統

治機構の改革は必然であるというのと同時に、

やっぱり水平連携、それとやはり先ほども市

長答弁述べられました、スマート自治体への

転換、これが重要じゃないかなと思っており

ます。 

  そこで、2040年問題を見据えて人口減への

対応や、圏域内での水平連携を進める上で、

ＤＸを最大限に活用したネットワーク型社会

の構築が重要と考えます。 

  本市では、スマートシティ・ＥＢＰＭ・デ

ジタル活用した業務改革の３つの柱を軸に先

進的なＤＸの取組を進めておりますが、市単

独で取り組むのではなく、他都市・企業・大

学・地域など、圏域内の各主体が積極的にＤ

Ｘ化に取り組んでいかなければ、デジタル技

術の効果は限定的なままであると私は考えま

す。本市の先進的な取組を加速させるととも

に、そのような先進的な取組をより広く分か

りやすく発信することで、各主体の意識醸成

にもつながり、結果として圏域全体のＤＸ化
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を推し進めることにつながると考えますが、

御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 市でのスマートシテ

ィ・ＥＢＰＭ・デジタルを活用した業務改革

をはじめ、個別には評価されている取組もあ

りますけれども、これらを多様な主体ととも

に推進をするとともに、一層の発信の強化が

必要ではないかと考えております。そこで、

今年度からは、神戸スマートシティの統一ブ

ランドの下に、全国に市のＤＸの取組を発信

することとしております。 

  具体的には、神戸の先進事例をニュースレ

ターといたしまして、市政記者、主にＩＴ系

のメディア、これらに発信をいたしまして、

全国的に神戸市のＤＸの取組の発信を行うこ

ととしております。この４月には、その第１

弾といたしまして、全国初の神戸市ＡＩ条例

の施行を配信いたしました。さらに、ＡＩ条

例と市作製全国版ダッシュボードにつきまし

て、報道関係者と意見交換や質疑応答を行う

ラウンドテーブルを４月30日に開催いたしま

して、複数のネットメディアにも取り上げら

れたところです。 

  各主体との取組といたしましては、企業や

大学などで構成する神戸スマートシティ推進

コンソーシアムや各局における先進的なＤＸ

の取組について、様々なイベントへの出展や

ワークショップの開催、スマートこうべなど

の媒体を通じて積極的に発信することを考え

ております。 

  スマートシティの取組を進め、その成果を

効果的に分かりやすく発信することで、各主

体間の連携強化を図り、圏域全体のＤＸ化に

貢献をしていきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） これ総務省が出し

たあれですかね、自治体戦略2040構想研究会

第二次報告書ですか、これ読ませていただい

たら、やはりシステムの標準化による連携促

進は必須と書かれておりますし、自治体間の

業務プロセスの共通化、あと自治体は公・

共・私のプラットフォーム・ビルダーへの転

換、共と私が必要な人材・財源を確保できる

ように公による支援や環境整備が必要とあり

ます。まさにメディアに取り上げられたりす

る情報発信というのは神戸市に必要だと思い

ますので、率先してやっていただいて、周り

を巻き込んでＤＸ化、2040年問題、対応いた

だきたいというふうに思います。 

  次に、先ほど言いましたように、これらの

問題を市民にもやっぱり理解してもらう意識

醸成が必要だというふうに考えております。

本市では、庁内のデータ利活用の環境整備を

行う等、ＥＢＰＭを推進しております。特に、

神戸データラウンジでは、庁内だけでなく、

他自治体にもダッシュボードを公開し、小学

校区単位での人口の年齢構成や各区の年齢階

層別の転出・転入の状況等が可視化できるな

ど、非常に画期的で有用なツールであると認

識しております。先ほどの川崎のシンポジウ

ムでも市長が神戸データラウンジの件を紹介

しておりましたが、見ておりますと、参加者

は非常に興味深くメモを取って聞いていた印

象が私はあります。 

  一方で、前述の2040年問題に関しては、自

治体間の連携でなく、地域を巻き込んで課題

解決に向けた取組を行うことが重要であり、

そのためにもこのような実用的なデータを、

地域を担う人材等にも周知し、地域の現状を

理解してもらい、地域特性を踏まえた解決策

を地域から提案してもらう取組を進めること

が重要であります。 

  先日ちょっとこういうことが地元でありま

して、御紹介させていただきます。あるふれ

あいまちづくり協議会の会長から、今までは

地域の人口状況を紙ベースでいただいてた。

ところが今年からくれなくなったんやと。何
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でやと。あれは非常に活用してて、人口動向

がよく分かったのに。ようようちょっといろ

いろ地域協働局で話をしておると、いやいや

もうそれは神戸データラウンジに置き換わる

んで、データを見てもらったらいいから、紙

ベースはやめるんやという話を、それをまた

会長に伝えたら、何でそんないいものがある

のに教えてくれないんやということで、私紹

介させていただいて、早速見ていただいたと

思うんですけど、やっぱりこういったせっか

くすばらしいものがあるので、地域のリーダ

ーにこれは周知徹底していただいて、この小

学校区のうち、人口動向がどうなっているの

か、どこに引っ越しているのか、また、子育

て世代なのか、何歳の人口なのかというよう

な細かなデータがすぐ見て分かるわけなので、

これはやっぱり周知徹底、地域にしていくべ

きだというふうに思います。 

  本市では、地域協働局を新たに設置し、１

年が経過しておりますが、地域課題の解決に

当たっては、データ分析・ＥＢＰＭを推進す

る企画調整局とよく連携し、地域を巻き込ん

だよい政策立案を行うべきと考えますが、御

見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 地域課題の解決にお

きまして、このデータ分析・ＥＢＰＭの考え

方を取り込むことは非常に重要なことと認識

しております。 

  例えば、昨年度、職員有志による地域課題

の調査チームを試行的に実施したわけでござ

いますが、その中で、神戸データラウンジを

活用してデータ分析を行うとともに、また一

方、まちを歩き、地域の方に話を聞くなどの

現地調査を行うなど、地域の実情や課題の把

握、解決策の検討・提案に取り組んだところ

でございます。これまで一般的であった現地

調査に加えてデータを活用したことで、より

多面的に地域の実情や課題を把握することが

できたと考えておりまして、政策立案におけ

るＥＢＰＭの重要性を改めて感じたところで

ございます。 

  この地域課題の解決に当たりましては、地

域団体やＮＰＯ・企業・大学等、地域で活動

されている方々にも、地域に関するデータを

共有し、地域特性を踏まえた解決策への提案

や、その実現に向けた協働を促したいと考え

ているところでございます。 

  既に市ホームページでも、地域活動に役立

つデータ集として神戸データラボ、また、神

戸市情報マップなどのデータのリンク集を掲

載しているところでございます。 

  近年、企業や大学をはじめ地域貢献活動に

関心を持っていただける若者も増えてきてい

るところでございまして、データ分析に比較

的慣れている人材もいらっしゃるとお聞きし

ております。地域に関するデータを活用した

課題の把握・解決に向け、企業や大学とも連

携・協働を進めていきたいと考えております。 

  一方で、このデータ活用に慣れていらっし

ゃらない地域団体なども多いため、まずは行

政が主体となって、地域とともにデータを活

用する取組も進めているところでございます。

具体的には、昨年度、灘区におきまして、人

口構成や世帯人員・住宅種別などの地域デー

タを用いて、現状や課題を共有しながら、将

来に向けた取組のアイデアを出し合う座談

会・交流会を開催したところでございます。

参加者の方からは、まちの課題を知ることが

できたということで、データの活用について

評価をいただいたところでございます。 

  また、現在進めております次期総合基本計

画の策定に当たりましても、企画調整局が中

心となりましてＥＢＰＭを推進しております。

企業や大学・ＮＰＯ・学生など、多様な主体

とデータも活用して議論を深めながら、計画

策定や政策の立案につなげていきたいと考え

ております。 

  なお、こういったそのデータについては、
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市のほうもホームページ等で公表しているわ

けでございますが、御存じにならなければな

かなか役にも立たないということで、特に地

域の方々も含めてできるだけＰＲ、これは抜

けているということであれば力も入れていき

たいと考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） 最近の地域リーダ

ーも、データ分析にたけた方がなっている場

合も多々あります。やっぱり地域協働課とい

うのがせっかくできたので、座談会を含めた

り、地域ふれあいまちづくり協議会に行って、

説明会に行ったりとか、そういうちょっと汗

も流していただければ、よりこのデータの使

い方とか、こんなすばらしいものがあるのだ

よということが市民にも分かっていただける

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  小学校区まで落とし込んだ地域カルテ、本

当に地域将来予想をどう活用して立案するか、

データを示すだけではやっぱり意味がありま

せんので、その先をやっぱり地域の知恵も借

りながら進めていただきたい旨を要望させて

いただきます。 

  続きまして、子供の体験格差につきまして

再質問させていただきます。 

  先ほど副市長のほうから、チャンス・フォ

ー・チルドレンのデータ―― 世帯年収300万

未満の子供が約30％、直近１年以内に何も活

動してなかったと。私もこれ調べさせていた

だいたんですけど、これを、世帯年収600万

以上の家庭を調べますと、体験活動がなかっ

た子供が10人に１人まで、10％しかいなかっ

たというデータが出ております。また、年収

300万円未満の家庭の約56％が、子供がやっ

てみたいと思う学校外の体験をさせてあげら

れなかった理由といたしまして、１番が保護

者の経済的理由を選択しております。そして、

その次に多かったのが、送迎・付添いなどに

保護者に時間的な余裕がないというような項

目でございます。さらに、低所得者の中でも

親の経験の有無で大きな差があります。世帯

年収300万円未満で、保護者が小学生の頃に

体験活動に参加していなかった家庭では、直

近１年以内に体験活動がなかった子供の割合

が約58％に上る一方、保護者に体験活動があ

った家庭では約17％でした。つまり、体験格

差は世代間で連鎖しているというのがデータ

で見てとれるわけでございます。 

  それで、生活困窮世帯が抱える問題につい

ては一朝一夕に解消できるものではないこと

は理解しておりますが、今後、人口減少し、

労働力不足が深刻化していく中で、未来を担

う子供たちが体験格差の連鎖なく、社会で一

層活躍していくために、今すぐにでも何らか

の対策が必要と考えます。まずは、生活困窮

世帯に対する習い事助成といった学習やスポ

ーツ・体験活動など、学校ではできない活動

に取り組む費用を助成するなど、即効性のあ

る支援事業ができないか、御見解をお伺いい

たします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 現在、神戸市では、

生活困窮世帯等の子供たちへの支援といたし

まして、学習機会を十分に得られていない中

学生等を対象に学習支援事業を実施し、ボラ

ンティア講師等が個別に支援等を行いますほ

か、例えば、しあわせの村での１泊２日の合

宿などの野外活動、また、様々な分野で働く

社会人の話を直接聞く機会も設けているとこ

ろでございます。また、独り親世帯に対し、

低廉な料金でハイキングやバス旅行などの機

会を提供するなどの取組も行ってきていると

ころでございます。 

  さらには、身近な地域における活動機会の

創出として、こどもっとひろばにおける体験

プログラムの充実を図りますとともに、様々

な学びや交流の機会が得られる子供の居場所

づくりも市内全域に拡大しているところでご
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ざいます。 

  御指摘の習い事助成につきましては、親の

経済的負担が軽減される一方で、サービスの

地域偏在により、希望する習い事がない場合

もあり、また、財政負担も大きくなるなどの

課題がございます。神戸市におきましては、

子供たちに幅広い活動の機会を直接提供し、

子供たちに寄り添った支援が行える環境を身

近に整備していくことが重要であると考えて

おりまして、引き続き体験活動の担い手とな

る地域の人材や団体事業者等と連携いたしま

して、様々な体験や学習の機会の創出に取り

組んでまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） 身近な環境整備を

進めていくということなんですけど、先ほど

も言いましたように、体験格差解消には経済

的支援以外にも人的支援というのが非常に必

要で、近所の学習塾とか公園に行くぐらいな

ら子供自身で通うことができますが、最近、

スポーツの習い事―― 少年野球とかサッカー

とかバスケットボールとか、ダンスに行った

り水泳行ったり、必ず親の付添いが必要にな

ってきますので、早急的に体験格差是正への

有効な施策の検討をお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、ＫＯＢＥシニア元気ポイント

メニューの拡充について再質問させていただ

きます。 

  先ほどいろいろ御答弁をいただきまして、

ポイントの上限拡充や対象メニューの拡充の

検討がされているということでございます。

私、今回ちょっとポイントにさせていただい

たのが、やっぱりどう普及させるか、やはり

それは興味と簡素化という点だというふうに

考えます。 

  今回、ＫＯＢＥシニア元気ポイントは、必

ず説明会を受けないと申込みできないシステ

ムになっております。ウェブでできる人はい

いんですけど、足を運んで説明会場まで行く

となかなか時間も場所も限られておることな

んで、そこが１つのポイントかなと思ってお

ります。 

  私、今回、健康というキーワードを使わせ

ていただいたのは、先日、札幌市に視察に行

ったときは、健康寿命延伸のための取組とし

て、敬老パスと健康活動をポイント化し、一

体化する取組が検討されておりました。スマ

ホ所持者はアプリ化、ない方はポイントカー

ドで管理する取組でございまして、歩行数―

― 何千歩歩いたら何ポイントとか、あと介

護予防運動に参加すれば何ポイントとか、あ

と人とのふれあいの場に参加すれば何ポイン

ト―― これはアプリで、非接触アプリＣＯＣ

ＯＡを使用してポイント化するみたいなとこ

ろで、その他身体的状況等によって活動が難

しい方にはポイント化するなど、健康とこの

ポイントというのを検討されてたというふう

に説明を聞きました。 

  三木市も、みっきぃ☆健康アプリ―― これ

は18歳以上対象で健康活動でポイントが獲得

できる取組。ウオーキング・健康イベント参

加等でポイントを獲得できる仕組みというの

が今行われております。 

  先日、神戸新聞のほうで、神戸まち歩きで

クーポンゲット―― Ｂｅ Ｋｏｂｅ Ｆｕ

ｎ！の紹介がありまして、これ何と半年で5,

000人以上の登録があったということなんで

す。これらのアプリとも共通化できないかな

というふうに考えまして、5,000人というの

は、既にこのＫＯＢＥシニア元気ポイントの

登録者―― 先ほど言われた2,800人ぐらいで

すかね、もうこれをはるかに抜いているとい

うことで、これはやっぱり誰でもできて興味

ある、まち歩きというキーワードが刺さった

のではないかなと思っております。 

  簡素化という点では、やはりこのＫＯＢＥ

シニア元気ポイント制度では、ポイントに交

換して敬老・福祉パスにチャージする場合と
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しない場合とが選択可能になっておりますが、

いずれも紙の申請書を事務局に送付して、後

日、口座へ入金されるといった煩雑な手続を

取る必要があるというふうに聞いております。

本制度にアプリを導入することで、このよう

なポイント交換の手続が簡素化されるだけで

なく、例えば、先ほど言いましたように、健

康的なイベントに参加すればポイント換算さ

れる等の機能を設けることで、高齢者のデジ

タルリテラシーの向上とか、さらなる登録者

数の増加、健康増進に向けた取組がより一層

進むのではないかと考えますが、御見解をお

伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 今回のシニアポイン

トに興味を持っていただく、簡素化という視

点からいきまして、まず、簡素化のほうでご

ざいますが、現在のポイントの交換は年度末

に実施しておりまして、１月に紙のポイント

交換申請書を郵送し、２月から３月に申請を

受け付け、後日、口座に振り込まれる仕組み

となっているところでございます。 

  この事業の対象者が65歳以上ということか

らしまして、現在、登録者の多くが70歳代で

ありまして、登録者のうちシニア元気ポイン

トのＬＩＮＥアプリで案内を受け取られてい

る方は半数以下にとどまっておりまして、ア

プリを活用していただける方は、まだまだ現

状では多くないものと考えているところでご

ざいますが、しかしながら、紙での申請は手

続が煩雑で時間を要するなどの課題があるた

め、今年度末の申請時期までにポイント交換

申請の電子化の仕組みを整備し、登録者に案

内していきたいと考えているところでござい

ます。 

  あわせて、一方で対象が高齢者ということ

で、紙での申請も維持していくということで、

丁寧な対応を取っていきたいと考えていると

ころでございます。 

  また、歩行数等をポイント化する機能を追

加してはとの御提案もいただきましたが、ポ

イント対象のメニューの拡大に当たりまして

は、先ほども御答弁申し上げましたが、まず

は地域におけるボランティア活動への拡充を

優先して検討し、登録者の増加を図っていき

たいと考えているところでございます。 

  この考え方は、ポイント交換申請や登録説

明会のウェブ上での実施など、シニア元気ポ

イントの手続に関して、電子化を進めて、で

きる限りシンプルで利用しやすいものとなる

ように取り組んでまいりたいと考えていると

ころでございます。その上で、将来的にはど

のようなアプリが必要かにつきまして検討を

していきたいと考えているところでございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（堂下豊史君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） ありがとうござい

ます、前向きの御答弁。ポイント電子化を検

討するということで、今は確かに70歳以上の

方が多いので、なかなか紙ベースとアプリ、

両方使わないといけないと思うんですけど、

やはり今の僕らの世代が65歳以上になれば、

もう普通にスマホを使ってるので、アプリで

も十分対応できるんじゃないかと思います。

取りあえずはボランティア中心にやっていく

ということなんで、私は昨年度の決算特別委

員会のときにも、メニュー拡充については質

問をさせていただきまして、例えば、地域活

動、公園管理等のボランティアもメニューに

入れれば、より身近なところでこのポイント

が使えるようなシステムがいいんじゃないか

なということを提案させていただきました。

今後とも検討よろしくお願いいたします。あ

りがとうございました 

○副議長（堂下豊史君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後４時５分に再開いたします。 
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   （午後３時46分休憩） 

   （午後４時５分再開） 

○議長（坊 やすなが君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  この際、申し上げます。本日は議事の都合

により、あらかじめ会議時間を延長いたしま

す。 

  休憩前に引き続き一般質問を続行いたしま

す。 

  ９番岩佐けんや君。 

  （９番岩佐けんや君登壇）（拍手） 

○９番（岩佐けんや君） 公明党の岩佐けんや

です。後半を担当する宮田議員とともに一般

質問をさせていただきます。 

  まずは、地域コミュニティー交通について、

なかんずく市民の足として、これまで重要な

役割を果たしてきましたバス交通についてお

伺いいたします。 

  人口の減少や高齢化、また、コロナ禍を経

験したことによる意識の変化などで、公共交

通の需要が減少しております。さらに、2024

年問題で運転手不足が問題化し、日本バス協

会の試算によれば、 ’22年度と同じ運輸規模

を確保するのに必要な人数12万9,000人と比

べて、’30年度には３万6,000人も不足する見

通しです。神戸市内でも、兵庫区・長田区な

どを中心に路線が改編・減便されました。北

区では、神姫バスの三木三田線・三宮有馬線

が休止するということもあり、２月議会でも、

我が会派から様々質疑させていただきました。 

  このような状況下で、どのように市民の移

動手段を確保していくかが課題となってきて

おり、地域ごとの実情に応じた地域コミュニ

ティー交通の導入が大変重要となってきてお

ります。 

  しかし、これまでバス交通の需要喚起の担

い手でありました自治会などの地縁組織が弱

体化しているという問題がございます。すな

わち、自治会長はおられますが、自治会活動

などで精いっぱいで、今後の地域コミュニテ

ィー交通のことまでは考えられないというよ

うな、旗振り役となる中心者が立たないなど

の理由で、地域コミュニティー交通の導入が

進みにくい現状があると思われます。 

  そこで、市当局から住民に直接働きかける

アプローチ型の支援を実施し、今年度は地縁

組織のある花山周辺地区で先行実施すると伺

っております。花山周辺地区のようには地縁

組織はないけれども交通課題を抱えている地

域など、対象となる地域の選定や、誰にどの

ように働きかけるのか、御見解をお伺いいた

します。 

  次に、移動型バリアフリートレーラーの導

入についてお伺いいたします。 

  本年１月１日に発生した能登半島地震にお

きまして、上下水道が甚大な被害を受け、水

が使えない状態が長期化しておりました。神

戸市からも多くの水道局員が派遣され、復旧

活動に尽力されました。被災地で断水になり

ますと、避難所や被災された方のトイレが問

題となり、トイレのことが気になるからとい

って食事の回数を減らす方もおられるといっ

た報道もなされておりました。 

  １つの解決策として、トイレトレーラーが

活躍したとも聞いております。阪神大震災を

経験した神戸市民として、ここにおられる皆

様も、また、市民の方も、被災地の方々の苦

難に思いを寄せられ同苦されたのではないか

と思います。 

  通常、トイレトレーラーは階段式のものが

多く、バリアフリー化されていないタイプが

報道でも多く紹介されておりました。そこで、

本市におきましては、５月25日に閉幕したＫ

ＯＢＥ2024世界パラ陸上競技選手権大会に設

置されていました移動型バリアフリートイレ

トレーラーを導入すべきと考えます。実際に

開会式に参加した際に見てきましたが、この

トイレは普通自動車で牽引ができるよう設計

されており、簡単に移動ができ、万が一の災
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害時や市で行うイベントなどでも仮設の臨時

トイレとして活用できるのではないかと考え

ます。また、入り口までは延長式の車椅子用

スロープが取り付けられ、トイレ内では車椅

子が360度回転できるようになっております。 

  さらに、我が会派から繰り返し要望してき

ました大型シート、いわゆるユニバーサルシ

ートも取り付けられており、介護する方のこ

とも考えられている全ての人に優しいトイレ

でございました。 

  このたびのパラ陸上は、障害者や多様性に

対する理解が深まり、共生社会をつくってい

くきっかけとなるよう取り組まれてきたと思

います。午前中の質疑でもございましたけれ

ども、パラ陸上のレガシー継承の面からも、

災害時に備え、移動型バリアフリートイレト

レーラーを導入すべきと考えますが、御見解

をお伺いいたします。 

  続きまして、不登校生徒の居場所づくりに

ついてお伺いいたします。 

  文部科学省が発表した令和４年度の小・中

学校における不登校児童・生徒数は29万9,04

8人であり、本市でも、令和３年度2,974人、

令和４年度で約4,200人と、不登校児童・生

徒数は年々増加している状況です。 

  神戸市は、不登校支援の充実に向けた基本

方針に沿って不登校児童を受け入れる校内サ

ポートルームの整備を進めておられます。令

和６年度の予算特別委員会においては、１学

期中に全小・中学校に整備する予定と伺いま

した。 

  そこで、配置される校内サポートルーム支

援員の配置時間についてお伺いいたします。 

  支援員の配置は、１日当たり４時間と聞い

ておりますが、不登校児童・生徒が来られる

時間帯は様々であることが考えられます。例

えば、午前中から来られる児童、午後から来

られる児童のお二人がいた場合には、どのよ

うに対応されるのか、御見解をお伺いいたし

ます。 

  そして、子供の外遊びの安全な居場所づく

りについてお伺いいたします。 

  昨年度より、神戸の子ども居場所フォーラ

ムが合計３回開催され、近日中に神戸市に対

して、外遊びの安全な居場所づくりについて

の提言がなされると伺っております。フォー

ラムでは、子供を取り巻く環境と現状の課題

として、神戸市の子供の体力は、この５年間

で全国平均より点数が低いという結果がほと

んどであったこと。子供は体幹が鍛えられて

おらず、姿勢が崩れやすいことや、外遊びを

する主な場所としての公園は禁止事項が多い

こと。また、主体的に遊べる場所がないとい

った指摘がなされておりました。現在、提言

内容を取りまとめているところでありますが、

これまでの議論を経て、神戸市として外遊び

の安全な居場所づくりについてどのように考

えているのか、御見解をお伺いいたします。 

  また、中高一貫教育についてお伺いいたし

ます。 

  教育の質の向上や、都市としての魅力アッ

プのために、公立学校における中高一貫教育

の取組を進めている自治体があることを、令

和５年９月議会にて紹介させていただきまし

た。近年、重要視されている課題解決能力や

国際化に対する対応力を育てるために、継続

的かつ一貫性のある教育環境の提供が重要で

あると考えております。あわせて、中高一貫

教育を取り入れている学校では、教職員の意

識改革、指導力の向上の効果も見られるとの

ことであります。 

  今年度、教育長が新たに就任されましたの

で、神戸市における目指すべき教育の在り方

や教員の質向上、また、それらを実現するた

めの中高一貫教育の位置づけについて、教育

長の御見解をお伺いいたします。 

  最後に、新たな観光資源の発掘についてお

伺いいたします。 

  政府では、閣議決定された第２次自転車活

用推進計画の中で、サイクルツーリズムの推



 

－75－ 

進による観光立国の実現を掲げ、世界に誇る

ナショナルサイクルルートの創設に取り組ん

でいます。市長におかれましても、神出山田

自転車道の再整備に取り組まれ、また、六甲

山森林植物園にマウンテンバイクのルートも

整備されると述べられました。また、関西で

も自転車愛好家の方が走られるルートとして

六甲山を走るルートがあり、さらに須磨から

自転車とともにフェリーに乗り、淡路島へ向

かう、スマアワＳｈｉｐ＆Ｃｙｃｌｅを実証

実験として運航されております。 

  サイクルルートで有名なのは、広島県と愛

媛県を結ぶしまなみ海道でございますが、国

際サイクリング大会が開催された際には、世

界31か国・地域からの参加があり、経済効果

は６億円以上とも言われました。また、イン

バウンドもモノからコトへと消費の対象が移

っている傾向がございます。 

  そこで、市内のサイクルルートを拡大・延

長し、西国街道からしまなみ海道、九州へと

つながる（仮称）瀬戸内サイクリングロード

をナショナルルートとして登録することを目

指し、本市へのさらなる観光客誘致への呼び

水としてはどうかと考えますが、御見解を伺

います。 

  以上、６問、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 岩佐議員の御質問にお

答えを申し上げます。 

  最初に、地域コミュニティー交通の導入の

課題です。 

  地域コミュニティー交通の導入のためには

地域の盛り上がりが必要ですけれども、地縁

組織がない地域においては、導入に課題があ

るということは御指摘のとおりです。そこで

取り組んでいるのが、市アプローチ型支援で

す。 

  地域コミュニティー交通のアプローチ型支

援とは、地域の生活交通に課題を抱えている

ものの、地域のコミュニティーが希薄なこと

などを理由に、具体的な取組につながりにく

い地域に対して神戸市が積極的に働きかけ、

地域コミュニティー交通の取組につなげてい

こうという支援です。対象地域といたしまし

ては、鉄道駅やバス停から一定の距離が離れ

た地域としておりまして、そのような地域を

地図上で抽出し、住民数や高齢化の状況、地

形の状況、これまでの要望なども勘案いたし

まして、生活の足にお困りの方が多いと思わ

れる地域を対象としております。 

  地縁組織がなく、交通課題を抱えている地

域におきましては、地域の実情を把握してい

る区役所が持つ情報やノウハウなども活用い

たしまして、市が主体的に出前トークや意見

交換会などを開催し、対話を重ねることで、

地域内の課題意識の共有と、機運の醸成が図

られるよう取り組んでいるところです。その

上で地域の担い手を募るなど、地域組織の立

ち上げを支援し、地域コミュニティー交通の

取組につなげようという取組です。 

  今後は、地域の実情によりまして、より神

戸市が主体的に地域コミュニティー交通の導

入に取り組んでいく必要があると考えており

まして、今後このような取組を強化してまい

りたいと存じます。 

  私からは、子供の外遊びの安全な居場所づ

くりにつきまして御答弁を申し上げます。 

  御指摘の神戸の子ども居場所フォーラムを

設置いたしました契機は、総合教育会議での

議論でした。総合教育会議で子供の体力づく

りについて議論をしたところですけれども、

その議論の中で、御指摘いただきましたよう

に、神戸市の子供の体力が全国平均よりも下

回っている傾向にあるということ。それから、

総合教育会議の議論の中で、改めて教育委員

会の委員の先生方からは、子供の外遊びが非

常に減っているというような御指摘をいただ

きました。やはりこういう状況については、

しっかり議論した上で、改善方策を考えてい
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く必要があるのではないかという観点から、

このフォーラムを設置することとしたところ

です。ヘッドには、元教育委員会委員の梶木

先生に就任をしていただきまして、ほかの委

員は学識経験者ではなく、子供の外遊びに直

接関わっておられる方々に入っていただき、

そして、この役所のほうからは、丸山こども

家庭局副局長、教育委員会からは芝田教育次

長に入っていただいて、同じ目線で同じ立場

で議論をしてもらうということにいたしまし

た。 

  このフォーラムでは、外遊びを通じておの

ずと子供の体幹が鍛えられることや、あるい

は危険を経験することで危機回避能力を獲得

できるということなど、外遊びの有効性につ

いて多くの御報告や御意見をいただきました。

また、校庭・公園だけではなくて、神社仏閣

の境内や里山など、身近にある様々な場所の

活用や、子供の徒歩圏内に外遊びの場を確保

する。あるいは、防犯面や大きなけがの心配

がなく、安心して遊べる場の提供が重要であ

るといった場所についての御意見を多くいた

だきました。さらに、活動場所の確保や活動

を継続するための資金、人材面での支援が必

要であるとの御意見も頂戴をしたところです。 

  フォーラムで出されました御意見について

は、委員長である梶木先生を中心に、提言と

して、現在、取りまとめていただいていると

ころです。その上で、子供たちも保護者も安

心して外遊びができる場を徒歩圏内に確保す

ることができるように、学校、地域、家庭、

行政、ＮＰＯなどが連携・協力して取り組む

ことができるような方策が考えられないか。

放課後時間の活用や、外遊びの居場所づくり

に取り組む人材の育成や確保、団体を支援す

る仕組みなどについて検討ができないかと、

そのような方向で庁内でしっかり議論を行い、

また、関係者の御意見も聞きながら、具体的

な施策の立案につなげていきたいと考えてお

ります。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点御

答弁申し上げます。 

  １点目は、移動型バリアフリートイレトレ

ーラーの導入についてでございます。 

  神戸市では、水道管や下水道管渠の耐震化

等によりまして、災害時の上下水道機能維持

のための対策を着実に進めてきたところでご

ざいます。また、災害時に避難所になる市立

小・中学校の耐震化も完了いたしまして、ト

イレのバリアフリー化も順次進めていること

から、神戸市地域防災計画では、災害時の想

定として、まずは施設内トイレを使用するこ

とを基本としておりまして、水洗トイレが使

えない場合は、固化した排せつ物を燃えるご

みとして焼却施設で衛生的に処理することが

可能な凝固剤による対応を前提としていると

ころでございます。 

  そういった点を考えますと、御指摘の移動

型バリアフリートイレトレーラーにつきまし

ては、本市における大規模災害時の活用につ

いては補完的な役割になるというふうに考え

ているところでございます。また、移動型バ

リアフリートイレトレーラーは、上下水道が

正常に機能していない状況ではくみ取りが必

要になりまして、平時、し尿処理が行われて

いる能登半島と異なりまして、公共下水の整

備が進んでいる本市では、し尿の処理の能力

が十分ではないといった事情もあるわけでご

ざいます。 

  一方で、今回の能登半島地震の経験を踏ま

えますと、他都市での災害発生時における避

難所での活用の可能性はあるというふうに考

えてございまして、今後、他都市の状況も注

視しながら、本市災害対策総点検の中で研究

してまいりたいと考えてございます。 

  それから、２点目でございます。新たな観
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光資源の発掘について、自転車のサイクリン

グロード、ナショナルルートとして登録する

ことを目指してはどうかという点でございま

す。 

  御指摘をいただきましたように、近年、イ

ンバウンドを含め観光における消費傾向は、

モノ消費からコト消費にシフトしておりまし

て、その土地ならではの自然・文化・歴史な

どに触れる体験ニーズが高まってきていると

ころでございます。そうした中、サイクルツ

ーリズムは、自転車での移動とともに、地域

の資源・まち並み・食・文化等を合わせて体

験することができ、魅力的な観光コンテンツ

の１つであるというふうに考えているところ

でございます。 

  ナショナルルートの指定ということでござ

いますけれども、その指定に当たりましては、

１つには、矢羽根等により自転車走行空間が

整備されていること。そして、サイクルステ

ーションがルート上におおむね20キロごとに

整備をされていること。さらには、鉄道駅な

どにレンタサイクルや着替え場所などを備え

たゲートウエーが整備されていることなど、

国が定める一定の評価基準を満たす必要があ

るとともに、関係する自治体も多いというこ

ともございますので、一体的な環境整備が必

要といったクリアすべき課題は多いというふ

うに認識をしているところでございます。 

  本市におけるこれまでのサイクルルートに

関する取組といたしましては、兵庫県による

ひょうごサイクリングモデルルートが設定さ

れました際に、武庫川・六甲山ヒルクライム

ルートの神戸市内ルートにおいて、案内標識

やサイクルラックなど、必要な整備を行って

おりますし、さらに今年度には、丁字ヶ辻に

新たな休憩スポットを１か所整備する予定と

しているところでございます。 

  また、瀬戸内地域等を世界に認められるサ

イクリングの推進エリアに育てることなどを

目的とし、いずれは瀬戸内地域における広域

周遊ルートをつくっていくことを目指してい

るＳｅｔｏｕｃｈｉ Ｖéｌｏ協議会に、昨

年度より本市も参加団体として参画をさせて

いただきまして、周辺地域も含めたサイクル

ツーリズムの推進にも取組をさせていただい

ているところでございます。 

  今後も、まずは六甲山系の自然や海、港を

背景として展開する市街地の景観、西北神地

域の田園風景など、変化に富んだ本市の特性

を生かしたサイクルツーリズムによる観光誘

客の取組を、まずは着実に進めてまいりたい

と考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからも２点

お答えを申し上げます。 

  まず、不登校生徒の居場所づくりに関して

ですが、校内サポートルームという施策です

が、昨年度、兵庫県が全県施策として確定し

たんですけども、私も前職でそこには深く関

わっておりましたので、サポートルームにつ

きましては、その経緯等も取り組んできたつ

もりでございます。 

  御存じのように、自分が通うべき学校であ

りますけれども、やはり学校が柔軟に対応す

ることによってその学校に子供たちが通える

ようになるんじゃないかと、そういうふうな

形でサポートルームというものは整備されて

おります。当然、サポートルームの支援員に

ついても、不登校児童・生徒へのサポートに

理解や関心がある地域人材であったり、教員

免許を保有する人であったり、そのような者

を、まずは学校のほうで人選をして、教育委

員会が任用するような形を取っております。 

  議員御質問の４時間の話なんですけれども、

不登校の児童・生徒の多くは、自分の通うべ

き学校ではありますけれども、やっぱりサポ

ートルームに通うということで、やはり一般

の、ほかの児童・生徒とはやや違ったリズム

や環境で過ごすことを希望するケースがほと



 

－78－ 

んどです。その場合、登校時間をやや１時間

２時間ずらしたり、滞在時間も６時間という

のは負担になるので、ちょっと早く帰りたい

とかいうようなことがほとんどです。４時間

につきましては、各学校で決めることになっ

ておるんですけども、ほとんど多くの学校が

午前10時から午後２時ぐらいを設定しており

ます。個人差が当然ありますので、もしこう

いう時間の枠ではまらない等がありましたら、

この場合は教職員のほうで随時柔軟に対応し

ていくと、そのようになっております。 

  次に、中高一貫教育についてお答えいたし

ます。 

  政令市の中で公立の中高一貫教育に取り組

んで、国際理解でありますとか、理数教育で

ありますとか、特色のある取組をしていると

いうことは、私のほうも存じ上げております。 

  中高一貫校は、高校受験がない分、時間的

な余裕があります。探究学習などの特色ある

教育活動に取り組みやすくて、多くの学校で

成果が出ていると聞いています。また、そこ

で勤務する教職員にとっても、幅広い年齢層

の生徒と関わる中で、高い指導力や豊かな人

間性が求められるなど、教職員の意識改革に

つながるものと認識しております。 

  このような中で、本市では、今年の１月か

ら、これからの市立高等学校のあり方に関す

る有識者会議を開催しております。今後の市

立高校の教育内容のさらなる充実に向けて議

論を行っているところなんですが、その中で、

世界で活躍する人材や新たな価値を創造でき

る人材など、市立高校が育てたい人材像につ

いても議論いただいております。このような

ところから、中高一貫教育は、そのような人

材を育成する上で効果的な手法となり得るも

のではないかと今考えております。 

  いずれにしましても、引き続き他市の先進

的な取組事例を調査・研究しながら、有識者

会議においても幅広く御意見をいただき、中

高一貫校について検討していきたいと思って

おります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 岩佐君。 

○９番（岩佐けんや君） ありがとうございま

す。 

  それでは、順番に一問一答で再質問させて

いただきます。 

  まず、地域コミュニティー交通のアプロー

チ型支援についてから再質問させていただき

ます。 

  先ほど市長からもございましたけれども、

駅から離れている―― 一定の距離ということ

でお話をいただきましたけれども、東灘区の

住吉台で運行されておりますくるくるバスな

んですけれども、県営住宅の方が多く利用さ

れている路線バスでして、県営住宅の敷地を

含めまして土砂災害の危険区域と指定されま

して、新規の入居が停止されました。ほかの

県住への移動が始まっておりまして、利用者

が大幅に減っている状況がございます。 

  また、ＪＲ摂津本山駅周辺からサンシャイ

ンワーフまで行く東灘の市バスなんですけれ

ども、43系統が廃止されました。この沿線は

市営住宅が４つほどありまして、県営住宅も

あるといった地域でございまして、先日、市

民相談を受けまして、市営住宅にお住まいの

方から、南北の移動が非常にしづらくなった

という御意見をいただきました。こういった

都市部でも今後の利用者の減少が見込まれる

ような地域におきまして、代替交通の存在が

非常に重要になってくると考えるんですけれ

ども、潜在的に今後、代替交通が必要となる

地域については、現時点でどのようにお考え

なのか、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今後、人口の高齢化

とともにこの地域コミュニティー交通を必要

とする地域というものが増えてくるというこ

とは十分考えられるというふうに思ってござ
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います。この潜在的に代替交通が必要な地域

という形で言いますと、現在のバス路線の運

行状況、あるいは立地・地形等も当然要素に

なってくるということになるわけでございま

すけども、そのほかにも住民の自家用車の保

有率、あるいは高齢化の状況など、住民の皆

さん方の住まい方などの状況によって、様々

な状況によって変わってまいりますので、具

体的な指標を定めてエリアを分類するという

ことは難しいんではないかというふうに思っ

てございます。地域のほうにアプローチをさ

せていただいて、地域の皆さん方から情報を

いただきながら、そしてまた、関係の事業者

とも情報を共有いたしまして、各地域に合っ

た適切な交通が確保できるように着実に取り

組んでいくことだというふうに考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 岩佐君。 

○９番（岩佐けんや君） ありがとうございま

す。 

  先日、福井県のあわら市の乗り合いタクシ

ー事業を会派で視察させていただきました。

平成17年にコミュニティーバスの運行をされ

たんですけれども、人口減少に伴いまして利

用数の減少ですとか、そもそも運行本数が少

ないなどの不満が利用者から寄せられたそう

です。そのときにあわら市は、事業の見直し

を行われまして、平成24年度にコミュニティ

ーバス自体を廃止しまして、乗り合いタクシ

ー事業へ転換されました。事業用の停留所と

いうものを市内338か所に設けて、乗る停留

所と降りる停留所を利用の１時間前までに予

約センターへ伝えれば、市内全域の停留所間

は一定金額で乗れるという事業でございます。

あわら市は神戸市の西区とほぼ同じ面積なん

ですけれども、路線が固定されるコミュニテ

ィーバスよりも非常に利便性が高く、有用で

あるのではと考えております。 

  南北の移動が弱い神戸市に適合するのでは

と思いますので、このような事業もアプロー

チ型で提案する際に導入できないかというふ

うに御検討いただければと思います。 

  次に、移動型バリアフリートイレトレーラ

ーの導入についてですけれども、様々まだま

だ検討していただかないといけないことがあ

るということでお伺いいたしました。上下水

道に直結できると書かれておりましたので、

神戸市が阪神大震災の経験を生かして整備さ

れてこられました災害時こまらんトイレ用の

仮設用下水管と非常に相性がいいのではない

かと思いましたので、御提案させていただき

ました。たしか災害時こまらんトイレ自体は

学校等に置いてありますプールの水を利用し

て下水道に流すということも聞いておりまし

たので、その辺りももし事業者との災害協定

等で進めていただけるのであれば、そちらの

事業者のほうにも伝えていただければという

ふうに思います。 

  続けて、不登校生徒の居場所づくりについ

て再質問をさせていただきたいと思います。 

  校内サポートルームの支援員４時間という

ことで、短いのではないかなと思ったんです

けれども、今現状、管理職の方で対応された

りとかいうことを聞いておりましたので、そ

のように対応されると理解してよろしいでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 管理職だけではなく

て、スクールカウンセラーやその他教職員、

学校に関わるボランティアにそこで特別に来

てもらってる学校もありますので、子供たち

の多様なニーズに関しては柔軟に対応してい

るということでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 岩佐君。 

○９番（岩佐けんや君） ありがとうございま

した。理解できました。 

  不登校になる理由は生徒によって様々でご
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ざいまして、校内サポートルームやフリース

クールにも通うことが難しい生徒さんもおら

れます。そうした児童・生徒を抱えた保護者

さんからお話をお聞きしましたところ、同じ

悩みを抱えた仲間とともに保護者同士の意見

交換もできるようなサークルをつくられまし

て、自らの出費で公民館等をお借りして、不

登校生徒のための居場所をつくって提供して

いるとお伺いしました。 

  神戸市では、くすのき教室の拡充や学びの

多様化学校といった取組を進められているこ

とは承知しておりますけれども、もっと身近

な学校外の居場所づくりとして、このような

取組を市としてサポートしていくべきである

と考えますが、見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 不登校の要因は、今、

議員が御指摘いただいたように、本当にそれ

ぞれの子供によって全く違いますので、それ

に対応する選択肢というのもなかなか統一的

なものは難しいかなと思います。 

  また、今言っていただきましたように、本

年度からサポートルーム、来年度は学びの多

様化学校、このような形で新たな取組をしつ

つ、従来からある適応指導教室もなだに新し

く分室をつくったり、それぞれの分教室で小

学生を受け入れるような工夫はしております。 

  そういうところにも入れないような形の子

供さんについて、身近なところはどこかない

んかなというふうな御質問だと思うんですけ

れども、市長部局におかれましても、児童館

を活用して、不登校児童支援などを展開する

仕組みを導入しており、少しずつではありま

すけれども、地域の施設を使うと、そういう

ふうな方向でも進んでおります。 

  今、サークル、保護者が独自にというふう

な話がありましたですけれども、その辺りに

ついても情報を集めて、そういう受入れをし

ているＮＰＯ等もありますので、その辺りと

つないでいくようなことも考えていきたい、

そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 岩佐君。 

○９番（岩佐けんや君） 御答弁ありがとうご

ざいました。情報を集めていただけるという

ことで、何らかの本当に支援につながるよう

に進めていただければと思います。 

  横浜市で取り組まれている不登校対策の中

で、ハートフルスペースという事業がござい

まして、こちらは本当に先ほども言いました

けれども、登校はできないものの外出するこ

とができる児童・生徒に対して、創作活動で

すとか、スポーツ体験活動を通しまして、社

会的自立に向けた相談や支援を行う事業とな

っておりまして、先ほどの保護者さんは居場

所というようなこちらの事業を希望されてい

るのではないかと思います。 

  神戸市の取組であります校内サポートルー

ム・くすのき教室・不登校特例校・フリース

クールは、登校はできないものの外出するこ

とができる児童・生徒からすると、全て学校

に分類されるのではないかと―― その生徒さ

ん本人からすると―― 思いますので、学校外

の居場所、本当に設置進めていただきまして、

御検討いただければと思いますので、お願い

いたします。 

  また、不登校児童向けの施策としまして、

多様な学びの機会を確保するために、ＩＣＴ

事業を活用した学習環境を整えることも重要

であると考えております。コロナ禍でも活用

されておりましたし、授業のライブ配信は不

登校児童の学習支援でも大きく活用されると

考えておりますが、そもそも決まった時間に

見ること自体が難しい生徒さんもおられると

思います。そこで、後から自分のペースで授

業を見返すことができるように、授業のアー

カイブ化も必要であると考えております。 

  熊本市教育委員会は、フレンドリーオンラ

インと呼ばれる、学校への登校が難しい児
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童・生徒へ、周囲とつながりながら自分のペ

ースで学びを進める機会を創出するオンライ

ン学習支援を行っておられます。 

  このように、映像配信事業やオンライン学

習支援ツール、バーチャル教室の導入など、

本市におきましても、ＩＣＴ技術を活用しま

して、生徒自身のペースで学習やコミュニケ

ーションができる環境も整備していくべきで

あると考えますが、見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） コロナ禍を経験しま

して、特にオンラインによる学習支援という

のは、不登校対策だけではなくて、一定神戸

市の学校にも広がったかなというふうに思っ

ております。 

  不登校や長期入院等の理由で登校できない

生徒で希望する場合は、教員による、授業が

難しくても、対話をしながら少しずつ学習を

するという直接関わりを持つようなことであ

りますとか、授業のライブ配信、これも一般

的に行われるように今なっております。それ

に加えて、なかなか外出ができずに、また、

オンライン上じゃないとコミュニケーション

が取れないというような生徒には、昨年の９

月から、仮想空間、メタバース、ああいうふ

うなものを利用してコミュニケーション機会

を創出して、興味・関心の幅を広げて学びに

つなげるような、そういうふうな工夫を教育

委員会としても行っております。 

  今後もいわゆるＩＣＴ機器を使ってうまく、

他都市の取組も参考にしながらですけれども、

検討していきながら、それぞれの居場所づく

りに少しでも役立つことができたらなと考え

ております。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 岩佐君。 

○９番（岩佐けんや君） ありがとうございま

す。 

  先ほどの熊本の件なんですけれども、熊本

なんかは小学校と中学校に拠点校をつくられ

まして、そこからもう時間割のようなものを

作られて、そのまま不登校の方に対応されて

るということでしたので、そういった拠点校

をつくって、そこから配信するというような

こともまた検討に入れていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  また、ＩＣＴ技術に関しましては、学校現

場のみで完結するのは難しい場合もあるかと

思いますので、そういった場合にも対応でき

るように、民間のＩＴ技術者を活用するなど

の方法も御検討いただければと思います。 

  続きまして、子供の外遊びの安全な居場所

づくりについて再質問させていただきます。 

  市長も第１回のフォーラムに参加されて、

議事録を拝見したんですけれども、このよう

に述べられておられました。人間は大人にな

っても子供のときもそうですけど、大人にな

っても危険を察知し、危険を回避し、あるい

は、場合によっては危険と戦う能力というの

が、生き抜いていく上で必要ですが、これは

成長過程において子供たちがその危険と遭遇

することによって、獲得される能力ではない

かと思いますと述べられておられました。こ

れは共感するところでございまして、いたず

らに危険なことを、危ないことをするとかで

はなく、あまりにも外遊びをしないことによ

って、こけた際に手をとっさに出して受け身

を取ることができないというようなお話も別

の委員もされてましたけれども、そういった

危険察知能力が大人になっても活用できるの

ではないかという方向だったと思います。 

  神戸市としまして、現在、子供の居場所と

しましては、子供食堂と、学習支援について

は、神戸市こどもの居場所づくり補助金とい

った支援が行われていますけれども、一方で、

屋外で子供たちが主体的かつ安心して伸び伸

びと外遊びに取り組めるようなプレーパーク

と呼ばれる場所を運営する事業者をＮＰＯ法
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人などが支援している事例がございます。市

として、プレーパークを運営する事業者へ補

助を実施する必要があると考えますが、見解

をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 令和４年度から広く

市民に地域活動へ参画を促進し、公益的な裾

野を広げるという趣旨から、地域の課題に取

り組まれるＮＰＯ等に対する助成制度、この

事業を実施しているところでございます。こ

の助成制度の採択団体の中には、子供の居場

所づくりに取り組まれている団体が24団体あ

り、また、プレーパークをはじめ子供の外遊

びを促す活動で応募された団体も５団体採択

しているところでございます。 

  現在のその補助制度につきましては、支援

の対象期間が最長３年間という形の制度設計

になっておりますので、プレーパーク等に取

り組まれている団体からは、継続して運営す

るための資金的な支援を求める声もお聞きし

ているところでございます。 

  今、市長より御答弁申し上げましたが、こ

のプレーパーク事業の必要性、また、こうい

った運営されている方々がどのようなサポー

トを必要とされてるのか、この辺についてよ

くお聞きするとともに、他都市の事例等も参

考にしながら、どのような支援ができるかに

ついては検討していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 岩佐君。 

○９番（岩佐けんや君） ありがとうございま

した。最長３年ということで、また本当に延

長も、皆さん、団体からの意見も聞きながら

検討していただければと思います。 

  続きまして、新たな観光資源の発掘につい

て再質問させていただきます。 

  （仮称）瀬戸内サイクリングロードについ

て御答弁くださりありがとうございました。

様々課題があるということで認識しましたけ

れども、御検討いただければと思います。 

  西国街道と同じように歴史的資源としまし

て、湯の山街道なんかも挙げられるのではな

いかなというふうに思っております。豊臣秀

吉が三木の別所氏を攻めているときに、傷つ

いた将兵を湯治目的で通えるようにするため

に、有馬温泉から三木のほうへ街道を湯の山

街道として整備したと言われています。江戸

時代には、この街道を活用しまして、参勤交

代でも使われたとされております。 

  令和５年１月に、未来都市創造に関する特

別委員会より、歴史的資源を生かしたまちづ

くりに関する提言がなされまして、市が主体

となって市内に点在する歴史的資源の効果的

な活用方法、そして、戦略を検討し、神戸の

ブランド力を高めるような施策に反映してい

くべきと考えるとされております。本提言を

受けまして、具体的に現在どのような取組を

進めているかお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 御指摘いただきまし

たとおり、未来都市創造に関する特別委員会

から、歴史的資源の活用戦略について幾つか

の項目を御提言いただいているところでござ

います。 

  例えば、その中の１つにございます、神戸

の魅力を積極的に発信することで、観光に加

え、地域住民に自分の住む地域の魅力を再発

見してもらい、地域への帰属意識やシビック

プライドの醸成を図ることについてでござい

ますが、既に神戸市では、令和３年に神戸歴

史遺産制度を創設しておりまして、現在、歴

史遺産として14件認定しているところでござ

います。この認定を受けた有馬芸妓などは、

コロナ禍の中でも積極的に発信を行い、歴史

を継承しながら、さらに観光にも寄与してい

るところでございます。 

  神戸歴史遺産の継承支援につきましては、
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ふるさと納税による寄附を原資として対応し

ておるところでございまして、令和３年度寄

附額1,051万円であったところ、関係者のＰ

Ｒ等の成果も踏まえ、令和５年度には約2,60

0万円まで寄附額が増加しているところでご

ざいます。この制度が着実に進展しているも

のと考えているところでございます。 

  またもう１点、歴史的資源をストーリーで

つなげて活用するツアーやウオークラリーに

ついても御提言いただいているわけでござい

ますが、こういった取組につきましても、史

跡等をコースに組み込んだウオーキングイベ

ントを実施しているところでございます。令

和５年度は３件、これは灘五郷周辺、舞子周

辺西国街道、それから、北野異人館で実施し

ておりますし、令和６年度も、例えば、須磨

寺、それから、高塚山古墳群、五色塚古墳周

辺等を含めて４件を予定しているところでご

ざいます。 

  神戸市では、ルート上に存在する文化財の

解説を行うなどの協力を行っておりまして、

引き続き事業を実施していきたいと考えてい

るところでございます。 

  また、神戸独自の魅力の発信といたしまし

て、令和５年度には、民間主導で神戸モダン

建築祭が開催され、文化財13件を含む市内の

近代建築31件に、延べ約２万5,000人が来場

し、好評を博したところでございます。 

  神戸市としても、これまで公開の機会が少

なかった近代建築の公開に関する調整、また、

市所有の文化財建築の解説などで連携・協力

をしてきたところでございます。今年度―― 

６年度につきましても開催されるとお聞きし

ておりますので、引き続き協力に努めてまい

りたいと考えております。 

  さらに、近世までの日本らしいコンテンツ

として、西区の太山寺につきましては、国宝

建築をはじめ鎌倉時代から江戸時代までの古

建築を一度に見ることができ、周辺の森は県

指定天然記念物でもございます。これほどの

文化財が集中するエリアにつきましては、市

内でも数少ない貴重な観光資源と言える所で

ございまして、これらの資源をいかに組み合

わせて発信・活用するかについて、地域の

方々、所有者の方々と話合いを始めたところ

でございます。今後、文化財を生かしたツア

ーの造成などの検討も進めていきたいと考え

ております。 

  このような地域の魅力と取組の情報をいか

に発信していくかにつきましては、ホームペ

ージやＳＮＳなどを実施していくことに加え

まして、文化財の魅力をより分かりやすく伝

えるために、ＶＲやＡＲを活用したコンテン

ツの作成なども進めているところでございま

す。具体的には、現在、耐震補強工事のため

休館中でございます風見鶏の館におきまして、

ＶＲを作成し、４月の19日から公開している

ところでございます。 

  この歴史的資源の計画的な保存・活用を進

めるために、神戸市では、神戸市文化財保存

活用地域計画を令和４年度に作成しておりま

すので、引き続き御指摘いただきました提言

を参考にしながら計画的な取組を進めてまい

りたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 岩佐君。 

○９番（岩佐けんや君） 御答弁ありがとうご

ざいます。近代建築とかも延べ２万5,000人

もの方が来られているということで、本当に

様々な観光資源、まだまだ眠っているんじゃ

ないかなと思いますので、ＶＲ・ＡＲ等も活

用しながら進めていただければと思います。 

  あと再質問なんですけれども、神戸の歴史

的観光資源としても代表的なものが、例えば、

淡河宿本陣、先ほど言いました湯の山街道沿

いにございますけれども、映画るろうに剣心

のロケ地としても使用されておりまして、歴

史情緒あふれる淡河の魅力を発信するために

は、コンテンツツーリズムも１つの有効な手

段と考えますけれども、御見解をお伺いいた
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します。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この映画、そして、

ドラマ、アニメ、漫画などのコンテンツの舞

台であります土地を訪れるコンテンツツーリ

ズムは、コンテンツを通じた地域の訪問を促

すことから、観光振興及び地域活性化につな

がるものであるというふうに考えてございま

す。 

  経済効果の事例を申し上げますと、神戸フ

イルムオフィスが2023年度にロケ支援した映

画・ドラマなどの撮影に伴うスタッフの宿

泊・飲食費や資材のレンタル費などの直接経

済効果は４億円を上回っておりまして、市内

への波及効果も大きいものであるというふう

に考えてございます。 

  また、これまでロケを支援したコンテンツ

は、2000年からの累計で3,700件を超えてお

りまして、本市としても、それらを活用した

観光誘客にも取り組んできているところでご

ざいます。 

  その中でも神戸フィルムオフィスでは、映

画やドラマといった映像作品を中心としたロ

ケツーリズムに精力的に取組をさせていただ

いてございます。これまでも本市でロケが行

われた作品について、ＳＮＳなどを活用した

プロモーションのほか、民間団体や交通機関、

企業などとタイアップした観光プロモーショ

ンやロケ地マップの作成、ロケ地巡りツアー

などを展開してきているところでございます。 

  御指摘をいただきました映画のるろうに剣

心に関しましても、歴史的な雰囲気が感じら

れる淡河宿本陣跡、あいな里山公園でロケが

行われたということから、劇場公開に合わせ

て、交通広告媒体を使用したロケ地の紹介や

ロケ地を巡るツアーの造成を行いましたけれ

ども、これは残念ながらコロナによりまして

中止になったわけでございますけれども、観

光誘客を促すような取組を従前から行ってき

ているところでございます。 

  引き続き、神戸が舞台となったコンテンツ

につきまして、フィルムオフィスを通じたプ

ロモーションに取り組み、その中で歴史的観

光資源の魅力発信にも努めてまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 岩佐君。 

○９番（岩佐けんや君） ありがとうございま

した。様々取り組んでいただいて、残念なが

らちょっとコロナで中止となったということ

で、ぜひとも見たかったなというか、映画と

の相乗効果を見たかったなと思う次第でござ

います。 

  最後に、神戸には103か所も城跡があると

伺いました。先ほどの淡河宿本陣の近くにも

淡河城がございます。こういったものを、先

ほどのウオークラリーではないですけれども、

全てコンプリートするようなスタンプラリー

を企画していただいたりですとか、この城を、

例えば、六甲山の間伐材や淡河の里山再生で

発生しました竹林の間伐材などで、当時の方

法を用いて再現しまして、復元するというよ

うな体験を、ふるさと納税の返礼品とするよ

うな企画をしたりですとか、クラウドファン

ディングで出資者を募ったりして、やぐらな

り城壁なりをＤＩＹで造って、あそこは俺が

造ったんだというような手法も考えていただ

きまして、歴史的資源を生かした神戸の観光

を盛り上げる手段として御検討いただければ

と思います。 

  少し早いですけれども、以上で私の質問を

終了しまして、宮田議員と交代させていただ

きます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。 

  次に、27番宮田公子君。 

  （27番宮田公子君登壇）（拍手） 

○27番（宮田公子君） 公明党の宮田公子でご

ざいます。岩佐議員に引き続き、本日最後の

一般質問をさせていただきます。 
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  初めに、計画的なＡＥＤの設置についてお

伺いいたします。 

  本年１月に総務省消防庁が公表した令和５

年度中のデータでは、心臓が原因で突然心停

止となる人は、１年間で約９万1,000人、１

日に約200人、実に７分に１人が心臓突然死

で亡くなっています。また、本市では、昨年、

心肺停止で救急搬送された人数はおよそ1,60

0人とお聞きしています。心肺停止から８分

を経過すると、救命の可能性は極めて低くな

ると言われており、救命処置は時間との戦い

であります。救急車が到着するまでの迅速な

救命措置が重要であるため、ＡＥＤの数を増

やす取組は大変評価しています。 

  しかし、今後は数を増やすだけではなく、

より効果的な配置と管理を進めていくことが

重要であると考えます。例えば、一般社団法

人救急医療財団が発表しているＡＥＤの適正

配置基準に関するガイドラインには、配置が

望ましい施設として、駅・空港・スポーツ関

連施設、デパートなどの商業施設、動物園な

どの多数集客施設、市役所・公民館などの公

共施設、交番・消防署などの人口密集地域に

ある公共施設、高齢者のための介護福祉施設、

学校、会社などが推奨されています。 

  しかし、このガイドラインに照らしたとき、

神戸市では、ＡＥＤ未設置の公共施設が少な

くありません。企業や介護施設など民間施設

はともかく、不特定の多くの市民が利用する

公共施設において、早急に設置を行うべきと

考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  そして、今後は神戸市として、ＡＥＤ設置

基準を明確にした上で、現状の設置状況が適

切かを評価し、不足地域への働きかけを行い、

最適なＡＥＤ配置を進めていくべきであると

考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  次に、通学路の安全確保についてお伺いい

たします。 

  この問題については、会派として、これま

で機会があるごとに指摘をしてきました。こ

れに応えて、横断歩道のカラー化や路側帯の

グリーン舗装などの対策が行われてきたこと

については評価していますが、いまだ対策す

べき通学路の危険箇所は解消されていません。 

  本市においては、平成27年度より神戸市通

学路交通安全プログラムを基に通学路の安全

対策を進めており、全小学校は地域の改善点

を収集し、警察や建設事務所など関係機関と

定期的に検討・協議をするとなっています。 

  しかし、私どもが、市民・保護者の皆様か

らこの問題で相談を受ける中で分かることは、

学校や保護者が求める対策が実施できている

かどうか。できないとしたら、その理由や代

替措置が示されないまま何年も時間が経過し

ているというケースが少なくないということ

です。 

  子供たちの通学路の安全を毎日守っている

のは、教員もさることながら、多くは地域の

ボランティアの皆様です。対策を希望するお

声も、毎日子供たちを見守るボランティアの

皆様からいただいております。教育委員会と

して、各小学校の改善点・対応状況の把握が

なされているのかどうかお伺いいたします。 

  また、交通安全ゆえ警察が対応すべき課題

が多く、御要望の中には、物理的・財政的に

対応が無理なこともあるかもしれません。し

かし、保護者や地域に検討状況の説明、フィ

ードバックはしっかりすべきではないかと思

いますが、いかがでしょうか。お考えをお伺

いいたします。 

  次に、視覚障害者誘導専用ブロックの点検

についてお伺いいたします。 

  本市では、神戸市バリアフリー道路整備マ

ニュアルに沿って、町なかへの視覚障害者誘

導専用ブロック、いわゆる点字ブロックの設

置を進めています。また、同マニュアルは、

ブロックの機能を十分発揮させるためには、

日常的な点検と保守が大切であるとしていま

す。しかしながら、視覚障害者団体からは、

破損や摩滅したまま補修がされていない箇所
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が多いとの指摘が寄せられています。同団体

の１つである眼の会の会長からは、視覚障害

リハビリテーションセンター周辺のブロック

が壊れていて危険である、視覚障害者だけで

なく、高齢者や子供にも危険であるとの御指

摘を受けました。同センターは県の施設です

から、その補修は県が行いますが、誰もが安

心・安全に外出できるようにするためには、

マニュアルにあるように、点字ブロックの計

画的な点検・保守が必要であると考えます。

マニュアルに示す点検がなぜ徹底されていな

いのか、市民の安全に関わる重要な設備であ

るだけに放置できない問題です。点検・保守

の実施状況と今後の取組をお伺いいたします。 

  最後に、軟骨伝導イヤホンの役所窓口への

設置についてお伺いいたします。 

  軟骨伝導イヤホンとは、耳周辺の軟骨の振

動を通じて音が聞こえる軟骨伝導を利用した

イヤホンです。これは、奈良県立医科大学の

細井学長が、これまでの空気を通じて聞こえ

る気導と骨を通じて聞く骨伝導に続く第３の

聴覚経路である軟骨伝導を世界で初めて発見

され、これを活用したものであります。 

  本市では、区役所窓口レイアウトに関する

基本的ガイドラインに沿って、全ての市民に

とって安全で利用しやすい区役所を目指し、

最適な空間構成やサインの見直しが進んでい

ることは評価していますが、難聴者などへの

配慮について改善が必要ではないかと考えま

す。 

  東京都狛江市をはじめ、既に100を超える

団体・役所や金融機関、病院の窓口に設置さ

れており、実施したところ、イヤホンを耳の

穴に入れなくても明瞭に音が聞こえ、音漏れ

がないため、難聴者の意思疎通に役立ってい

る。また、不特定多数の人が利用するため、

清潔に使えることも導入の決め手であると言

われています。 

  本市においても、プライバシーに配慮した

難聴者との円滑なコミュニケーションや窓口

の混雑緩和といった効果も期待できる軟骨伝

導イヤホンを区役所窓口に導入する必要があ

ると考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 宮田議員の御質問にお

答え申し上げます。 

  まず、計画的なＡＥＤの配置、具体的には、

まちかど救急ステーションの適正配置につき

ましてお答えを申し上げます。 

  まちかど救急ステーションは、平成17年度

から取組を進め、おおむね20年を迎えており

ます。まちかど救急ステーションとは、事業

所などに設置されたＡＥＤを、不特定の市民

が心肺停止などに陥った際、無償で貸し出す

ことに同意された施設を登録する制度として

運用がスタートいたしました。これまで、駅

舎、ホテル、学校、公共施設、観光施設、大

規模物販店などの様々な施設にまちかど救急

ステーションとして協力をいただいておりま

す。119番通報があった場合に、近くのまち

かど救急ステーションのＡＥＤを通報者にお

知らせし、迅速な応急手当につながっていま

す。 

  一般財団法人日本救急医療財団が定めたＡ

ＥＤの適正配置に関するガイドラインには、

一般市民が使用することを目的としたＡＥＤ

の設置が推奨される施設として、スポーツ関

連施設、商業施設、高齢者福祉施設、各種学

校などが示されております。また、御指摘の

公共施設につきましては、比較的規模の大き

い施設や人口密集地にある施設につきまして、

ＡＥＤの配置が推奨されております。 

  神戸市では、ガイドラインを参考といたし

まして、所管するそれぞれの施設においてＡ

ＥＤの設置を進めております。これまで、市

役所、全ての区役所・出張所、地域福祉セン

ターなど、人が多く集まる公共施設にＡＥＤ

を設置しておりまして、まちかど救急ステー
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ションへの登録も進めてきました。 

  現在のまちかど救急ステーションの登録状

況は、商業施設が323か所、公共施設が138か

所、各種学校や保育施設などが789か所とな

っておりまして、市内の登録数は、今年の５

月１日時点で2,620か所の施設となっており

ます。市内のＡＥＤの配置状況を全て把握す

ることは困難でありますけれども、現在の登

録状況を見ますと、市街地に比べまして郊外

の登録数が十分とは言えないと考えておりま

して、積極的に働きかけを進めていく必要が

あると認識をしております。 

  御指摘いただきましたように、救命措置は

時間との戦いです。救急車が到着するまでの

迅速な救命措置が不可欠です。引き続き救命

講習などを通じまして、ＡＥＤを活用できる

市民を増やしていくことに加え、人が多く集

まる公共施設や登録が少ない地域の施設等に

働きかけを行い、まちかど救急ステーション

の配置がバランスの取れたものとなるよう取

組を進めていきたいと存じます。 

  私からは、視覚障害者に優しい道路の整備

について、答弁を申し上げます。 

  高齢者や障害者、ベビーカーを利用する

方々など、誰もが歩きやすい安全で安心な道

づくりを目指し、ユニバーサルデザインの視

点を取り入れた神戸市バリアフリー道路整備

マニュアルに基づき、道路整備を推進してい

るところです。 

  その整備内容の１つといたしまして、視覚

障害者の移動などの円滑化のために、横断歩

道接続部や歩道切下げ、バス停留所などにお

きまして、視覚障害者誘導用ブロックの設置

を進めてまいりました。視覚障害者誘導用ブ

ロックにつきましては、神戸市道路パトロー

ル要綱に基づき、職員によるパトロールや市

民からの通報の中で保守点検を実施しており

まして、ブロックの摩耗、破損、輝度の低下

が著しく、歩行者の安全な通行に支障がない

よう、適宜、補修・応急措置を行っていると

ころです。こういう取組を行っているところ

ですが、宮田議員からは、関係者の声として

管理が十分ではないところがあるという御指

摘もいただきました。御指摘を踏まえまして、

これまでの取組を点検し、改善をすることが

できるように取組を進めてまいりたいと存じ

ます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） 私のほうからは、軟

骨伝導イヤホンの区役所窓口への設置につき

まして御答弁申し上げたいと思います。 

  御紹介いただきましたとおり、区役所窓口

レイアウトに関する基本的ガイドラインにお

きまして―― 神戸市では平成28年度に定めた

ところでございますが、あらゆる人が使いや

すく分かりやすいユニバーサルデザインの考

え方に基づいた窓口環境を目指して取組を進

めてきているところでございます。このガイ

ドラインにおきましては、庁舎整備に当たっ

て、主にハード面の考え方を示すものではご

ざいますが、御指摘いただきましたとおり、

難聴者の方への対応を含めたソフト面におい

ても、全ての来庁者に寄り添った対応が重要

であると考えているところでございます。 

  軟骨伝導イヤホンにつきましては、耳の周

囲の軟骨に振動を与えて音を伝える仕組みで、

イヤホンを耳に軽く当てるだけで音が聞こえ

るというものでございます。大きな声で会話

をする必要がなくなり、プライバシーの保護

に役立つこと。また、御紹介いただきました

とおり、直接耳の穴に入れる必要がないため、

衛生面においても優れている等のメリットが

あると言われているところでございます。 

  神戸市におきましては、中央区の独自の市

民サービスの向上の取組の一環といたしまし

て、昨年12月より試行的に軟骨伝導イヤホン

を１台導入しているところでございます。実
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際に利用された方からは、一定効果があった

というお声を聞いています一方で、利用実績

はまだ４件程度と非常に少ないところでござ

います。まだこういったイヤホンにつきまし

て、あまり知られていないこと。また、イヤ

ホンの利用希望の確認をどのような形でする

かといったこと。さらには、使用環境によっ

ては聞き取りにくくなる等の課題も出てきて

いるとお聞きしております。他都市の状況を

見ましても、先ほど御紹介いただきました狛

江市の事例、また、近隣では、姫路市で１台

導入されているとお聞きしているところでご

ざいます。また指定都市レベルでも、３市に

おいて試行的な導入事例があると把握してい

るところでございます。 

  難聴者等の方への対応につきましては、区

役所窓口への軟骨伝導イヤホンの導入も含め

まして、中央区の試行実施の状況、また他都

市の状況等も踏まえて検討を進めてまいりた

いと考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、通

学路の安全対策について答弁申し上げます。 

  通学路の危険箇所等の要望に関しては、本

市では小学校が接続の幼稚園や中学校と連携

して、各校区で把握している通学路等道路上

の好ましくない状況を改善するということで、

横断歩道でありますとか、信号機、ガードレ

ール等の設置要望を集約し、警察や関係機関

に対して道路改善要望なんかを行っておりま

す。 

  改善が必要な箇所については、警察や各機

関において優先順位をつけながら、必要な対

策を講じてもらうこととなっております。 

  令和５年度の状況なんですが、令和５年度

において、学校から137件の改善要望が出さ

れました。約５割、68件については要望どお

り改善されましたが、残りの５割のうち１割、

16件が改善を検討するとされ、残りの４割、

53件が困難、もしくは不可という形で回答が

あったようになっております。この要望内容

によっては、もともと法令やとか、物理的な

ことで難しいというようなものもあると聞い

ております。ただ、不可や困難とされたもの

につきましても、やはり改善する必要がある

とのことから、学校は警察や建設事務所等と

協議をしながら、必要に応じて、現場で合同

点検を行って、何とか代替案を検討するなど、

危険箇所の改善に努めているところでござい

ます。 

  ただし、先ほど議員から御指摘があったよ

うに、なかなか改善が進んでいないとか、そ

ういうところが分からないというところの御

指摘につきましては、そのとおりではないか

なと。要は、このような対応をしているんで

すけれども、例えば、関係機関から対応の可

否について回答を得た段階で、途中経過であ

っても、きちっと情報提供していただいた方

や、関係者・保護者等にフィードバックをし

ておれば、もう少し違う印象を与えるんじゃ

ないかなと、そのように考えます。特に、や

はり情報提供者やそのような方々と、もし代

替案なんかも共有できれば、より子供たちの

安全確保のためにはいいことではないかなと、

そのように考えております。 

  そこで、通学路における地域のニーズの把

握や合同点検の在り方、改善後の効果の把握

等について、より実効性が伴う体制や仕組み

を整える必要があると考えておりまして、今

年度、神戸市通学路交通安全プログラムの見

直しに向けて検討を進めてまいりたいと、そ

のように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。 

  初めに、軟骨伝導イヤホンについて、利用

状況とかを見ながらという御回答いただきま

したけども、この軟骨伝導イヤホンについて

は、国会でも公明党が取り上げておりまして、
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岸田総理であったり、齋藤経済産業大臣、ま

た、武見厚生労働大臣も実際に使われて、思

った以上に明瞭に聞こえると感想を述べられ

ておられました。私もそれを見て、いいのか

なと思いまして、実際に補聴器は雑音がすご

いということを私の父が言ってましたので、

プレゼントをこないだしたんですけども、や

っぱり補聴器よりも雑音がなくて、よく聞こ

えるというふうに喜んでおりましたので、ぜ

ひともまた御検討していただくのと、日本に

しかない軟骨伝導イヤホン、今、世界にはな

いということで、日本にしかないんですね、

この軟骨伝導イヤホンは。ですので、このた

び大阪万博でもパビリオンでこれを利用する

とかニュースにもなっておりましたけども、

かなり話題のあるものでして、市民の方から

も実際、窓口に設置してほしいという要望が

届いたりもしておりますので、ぜひ早めに設

置をお願いしたいと要望いたします。よろし

くお願いいたします。 

  次に、ＡＥＤについてなんですけども、先

ほど市長のほうからも御答弁いただいたよう

に、現在は自主的に登録をしていただきまし

て、かなりの数は登録されていると伺ってお

ります。先ほども申し上げたように、たくさ

んあるんですけども、今後は適正な配置基準

で設置をしていくことが大切だと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。また、

民間もあわせて、ですが、まあいいかなと思

っています。公共施設等2,620ということで

お伺いしたんですけども、市民の方からは―

― 私自身は西区、地元に高齢者が集まる場

所としてコミュニティーセンターが幾つかあ

るんですけども、そこには設置されていない

ということで、ぜひコミュニティーセンター

での設置についてもまた前向きに御検討いた

だけたらとお願いしたいと思います。 

  再質問なんですけども、ＡＥＤは救命が必

要な救急場面で利用できるということが大事

であって、24時間いつでも供給できる体制を

整えることが重要であると思います。今現在、

まちかど救急ステーションに2,600か所登録

されているそうですけども、24時間提供でき

るのが420か所と聞いております。ガイドラ

インでは、救助者にとっては目印となり、利

用しやすい24時間営業のコンビニへの設置と

いうのが推奨されていました。今年度、品川

区では、自治体がリースをした上で、コンビ

ニに設置するという取組が進められておりま

す。また、宝塚市では、平成26年度より24時

間営業のコンビニに設置をされております。 

  本市においても、どこでもというわけでは

ないんですけども、配置状況を確認の上、郊

外など、先ほど市長もおっしゃられてたよう

に、配置の少ないところに関しては、このコ

ンビニであったり、24時間提供できる箇所数

を増やしていくべきであると思いますが、御

見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） このＡＥＤの24時間

可能な登録施設、先ほど御紹介いただきまし

たとおり、この５月１日現在で市内423か所

となっているところでございます。具体的に

は、福祉施設とか、宿泊施設、官公庁等を中

心に協力をいただいているところでございま

す。 

  こうした中、神戸市では、包括連携に関す

る協定を締結しております株式会社ローソン、

株式会社セブンイレブン・ジャパンの一部の

店舗において、このまちかど救急ステーショ

ンに登録いただいております。こういったコ

ンビニにつきましては、当然24時間営業とい

うことで24時間対応可能となっているところ

でございます。 

  この24時間利用可能な登録施設につきまし

ては、やはり先ほどのＡＥＤの、まちかどＡ

ＥＤと一緒ですけれども、市街地に比べると

やはり郊外において少ないと認識していると

ころでございます。御指摘を踏まえまして、



 

－90－ 

今後、そのまちかど救急ステーションの登録

が少ない郊外におきまして、24時間営業をし

ているコンビニ等にも、さらに働きかけを行

ってまいりたいと考えているところでござい

ます。 

  さらに、このまちかど救急ステーションに

登録いただいておりましても、施設の営業時

間外になると24時間使えないということにな

るわけでございますが、24時間利用可能な施

設を増やしていくためには、既存の登録施設

に対しましても、場合によっては24時間提供

いただける場所への配置換えができないか、

こういった点についても理解と協力を求めて

まいりたいと考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

今、コンビニ３か所設置していただいている

とお聞きしております。ですので、先ほど御

答弁いただいたように、郊外に関して、本当

に積極的に進めていただきたいと思います。

本当にこのＡＥＤによって救われる命がある

という観点からも、ぜひとも前向きにお願い

したいと思います。 

  もう１点お伺いいたします。本市のホーム

ページ上で、まちかど救急ステーションのマ

ップ情報が公開されています。現在は、昨年

12月時点の状況が掲載されていました。時間

との戦いになる救命時に、正確でないマップ

を参照するということはリスクがあると考え

ます。登録の自動化など、常に最新情報が掲

載される方法を検討すべきと考えますが、御

見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 小原副市長。 

○副市長（小原一徳君） このまちかど救急ス

テーションの登録施設につきまして、設置状

況が一目で分かり、いざというときに活用し

ていただけるようにということで、市のホー

ムページにマップ情報として公開してるとこ

ろでございますが、おおむねこれまで半年に

１回の更新という形になっておりました。 

  御指摘いただきましたとおり、より早く最

新情報を提供する。これは非常にＡＥＤの利

活用につながる面で大事なことだと考えてお

りますので、データの更新頻度を毎月に早め

て、より一層正確性が高まるように取組を進

めていきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

私もマップを拝見したんですけども、これは

ちょっと言いにくいんですけど、存在しない

建物にまちかど救急ステーションのマークが

記されておりました。これではやはりいざと

いうときに間に合いませんので、変更があっ

た場合は随時更新し、最新の情報を市民に届

けることが大事であると考えますので、また

よろしくお願いいたします。 

  また、本市で昨年、まちかど救急ステーシ

ョンから貸し出されたＡＥＤは214件。実際

に使われたのは27件。助かった命は７人とお

伺いしております。ＡＥＤがやっぱり近くに

なければ、７人の方の命も助けられなかった

かもしれません。そう思うと、また、誰にで

も起こり得る、そして、どこで起こるか分か

らないというのがこの心停止であると思いま

すので、１人でも多くの命を救う最適な配置、

また、最新情報の発信を進めていただくよう

よろしくお願いいたします。 

  次に、視覚障害者誘導ブロックの点検につ

いて再質問させていただきます。 

  先ほどの御答弁で、パトロール、また通報

による補修をしていただいていると伺いまし

たが、私的にはこれでは不十分ではないかと

考えます。パトロールで回る範囲では、破損

箇所の特定は難しいのではないでしょうか。

また、私もそうなんですけど、目が見える人

にとって、ふだんあまり点字ブロックに意識

がないというのを感じました。私自身もそう
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だったんですけども、そのために通報しよう

という意識が市民にあるかと思うと難しいの

ではないかというふうに考えます。しかし、

市内、視覚障害者誘導ブロックは非常にたく

さん設置されております。冒頭申し上げたよ

うに、マニュアルに、やっぱり十分機能を発

揮させるための点検・保守が大切であるとい

うように、やはり計画的な点検が必要だと考

えます。まずは、早急に全てを点検するとい

うことは難しいとは思うんですけども、優先

順位の計画を立て、車が乗り入れするような

―― やはりかなり傷みやすいとお聞きしてお

ります。スーパーに入るなり、病院に入るな

りという、出入口にある点字ブロックは傷み

やすいとお聞きしておりますので、まずはそ

ういう箇所を重点的に点検すべきだと考えま

すが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、御指摘をいただ

きましたように、市内全域には膨大な数の視

覚障害者誘導用ブロックが設置をされており

ますので、パトロールで全数を点検するのは

なかなか困難な実情があることは事実でござ

います。ただ、この視覚障害者誘導用ブロッ

クは重要な施設でございまして、今お話がご

ざいましたように、車が乗り入れるような、

特に傷みやすい箇所を重点的に点検するとい

うことは非常に重要な視点であるというふう

に考えてございます。今後、職員によるパト

ロールはもとより、効率的な点検手法及び優

先順位についてしっかりと検討させていただ

きたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

私も今回、先ほど申し上げたように、眼の会

の会長から御指摘を受けまして、それ以降や

はり誘導ブロックをよく見るようになりまし

た。やっぱり傷んでいたり、また、雑草が誘

導ブロックの縁にずっと生えていたりとか、

いろいろ見てみますとかなり補修するべきブ

ロックがあるのではないかというのを感じま

した。また、本年３月に、視覚障害者団体の

眼の会の主催であった講習会に参加させてい

ただいたんですけども、そこでアイマスクを

つけまして、目の見えない状態にして、腕を

持って誘導してもらう、人がついて歩いたん

ですけども、それでもやっぱり一歩歩く怖さ、

真っ暗の中で歩く怖さというのもすごい不安

な気持ち等ありましたし、その誘導される方

は、次、右曲がりますとか、右に何々があり

ますと、お声でお声がけしてくださるんです

けども―― ここからエレベーターですとか。

それでもやっぱり目が見えない中で歩くとい

うことがこれだけ大変だなということを実感

いたしましたし、視覚障害者の方は本当にそ

の中を、町なか、いろんな障害があるまちの

中を点字ブロックを本当に伝っていろんなと

ころに行かれてるかと思うと、やっぱりこの

点字ブロック、しっかりと点検・補修が大変

大事であるということを感じております。 

  通報に関しては、本市のＬＩＮＥで不具合

を送るというのが今ありますが、この誘導ブ

ロックの破損・摩滅に関しても、あまり意識

のない市民に、あれば送ってくださいという

発信をすれば、多少、皆さん意識持って見て

くださるんじゃないかと私的に思いましたの

で、ぜひともそういう発信をしていただいて、

せっかくＬＩＮＥでいろんな不具合を送ると

いうのを今取り組んでおられますので、それ

に乗っけていただけたらというふうに思いま

すので、御検討のほうよろしくお願いいたし

ます。 

  次に、エスコートゾーンについてお伺いし

たいんですけども、エスコートゾーンという

のは、横断歩道の中央部に設置されました視

覚障害者の方が横断方向の手がかりとする、

点字ブロックに似ている点状の突起による道

路横断帯のことなんですけども、横断歩道上
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なので、黄色ではなくて、横断歩道と同じよ

うに白と黒という感じなので、よく見ないと

あまり気がつかれないと思います。視覚障害

者の方にとっては、このエスコートゾーンが

なければ真っすぐ歩くことができないという

ことで、特に長い横断歩道になりますと、ず

っと横断歩道から外れてしまうようなことに

なるそうです。本当に真っすぐ歩けないとい

うことから、危険がやっぱり生じてくると、

これによって事故も起こっているということ

もお伺いしております。 

  令和４年６月９日に改定された道路の移動

等円滑化に関するガイドラインでは、道路管

理者が設置する歩道上の視覚障害者誘導ブロ

ックと、公安委員会が設置する横断歩道上の

エスコートゾーンを一体的に設置することに

よって、視覚障害者の方の移動の連続性を確

保することが望ましいというふうにされてお

ります。神戸市交通安全特定事業計画におい

ても、重点地域の指定を行っておりますが、

設置箇所は、これが全市で19か所とあまりに

も少ないと私自身感じております。私の西区

においては１か所のみしか設置がありません。

もちろんエスコートゾーンの設置主体という

のは県でありますので、本市での予算化とい

うのは難しいことは理解しているんですけど

も、県との協議の場において、当事者の声や

市民の声を反映できるように働きかけていた

だきたいと思いますが、御見解をお伺いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今御指摘いただきま

したように、このエスコートゾーンは、横断

歩道内に整備される点字ブロックに似た点状

の突起によるラインということでございまし

て、視覚障害者が道路横断時に進行方向の手

がかりとなる重要な施設だというふうに思っ

てございます。 

  基本的に横断歩道の―― 今、先生からも御

指摘ありましたけれども―― 管理者である交

通管理者、いわゆる警察が整備をしておりま

して、令和５年度末で市内では19か所が整備

をされているという状況でございます。一方、

横断歩道接続部の歩道における視覚障害者誘

導用ブロックは、道路管理者が設置するもの

というふうになってございまして、本市が標

準的に整備をさせていただいてございます。 

  新たにエスコートゾーンが設置をされる際

には、この舗装や視覚障害者誘導用ブロック

の更新ということなど、道路管理者として積

極的に行ってまいりたいというふうに考えて

ございます。 

  また、視覚障害者団体等からエスコートゾ

ーンの設置要望があった場合というか、ある

ということだと思いますので、神戸市として

も積極的に警察に要望してまいりたいと考え

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。 

  視察で行かせてもらった他都市なんですけ

ども、これは７年度までに整備しましょうと

いうのが、県警から下りてきているそうです。

それを受けて、神戸市もそれによってマニュ

アルを作られているんですけども―― 重点地

域というのを。他都市に視察に行かせていた

だいたときに、毎年、何個造るという、やっ

ぱりきっちりと計画を立てておられまして、

７年度までに150か所ぐらいを造るというこ

とで、今年、行かせてもらった時点で100か

所以上設置が済んでおりました。やはり計画

をしっかり立てていただいて、19か所、多分

できてからかなり進んでないと思いますので、

お願いしたいと思います。 

  私は西区ですけども、御相談を受けた方が、

光も感じない全盲の方だったんですけども、

やっぱり道幅の長い横断歩道は特に真っすぐ

歩くことができずに、行き着いたところに点

字ブロックがやっぱりないと自分がどこにい
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るか分からないと、困るというお話と、また、

ずっと斜めに行ってしまったところに横断歩

道の段差がありますと、そこにつまずいてこ

けてしまうということで、本当に大変な思い

を語っておられたんですけども、エスコート

ゾーンがあれば、本当に安心して道を渡れる

のにということで、何度お願いしてもこのよ

うな声は聞いてもらえないんですねというふ

うにおっしゃられてまして、私も要望したん

ですけども、なかなか実現せずに本当につら

い思いであります。 

  先ほども申し上げましたが、このエスコー

トゾーンの設置は県の対応になりますので、

大変連携が大事だと思いますが、市内に19か

所ということを見ても、市民の命を守る観点

から、しっかりと県との連携で積極的に進め

ていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  次に、踏切への誘導ブロック設置について

お伺いしたいと思います。 

  先ほど、令和４年に改定されたガイドライ

ンというのを申し上げましたが、この内容は、

主に踏切における安全対策について述べられ

ています。具体的な改定内容としては、歩道

などの踏切道手前部に点状ブロックによる踏

切道の注意喚起を行うとともに、線状ブロッ

クを部分的に設置することにより注意喚起を

行う。点状ブロックに適切に誘導すること、

そして、踏切道内には鉄道事業者とも連携し、

視覚障害者の方が車道や線路に誤って進入す

ることを防ぐということが大事であるという

ふうにありまして、踏切の外にいるというふ

うに誤認をしてやっぱり事故に遭うというこ

ともニュースでも聞いたことがありますが、

表面に凹凸のついた誘導表示などを設けるこ

とが望ましいというふうに言われております。

この場合、踏切道手前部に設置する線状ブロ

ックで示す移動方向と、踏切内での誘導表示

などが示す移動方向を直接的に連続させるよ

うにするものとなっておりますので―― 本市

においても阪急や山陽沿線など踏切が複数あ

ります。このガイドラインの改正に伴って、

見直し、整備をしていっていただく必要があ

ると考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この道路と鉄道の兼

用工作物でございます踏切道につきましては、

これまでも事故の未然防止に向けまして、道

路管理者と鉄道事業者が密接な連携を行いま

して、必要な対策を講じてきたところでござ

います。 

  今回、ガイドラインが改定をされまして、

バリアフリーに関する踏切道の安全対策の内

容が新たに追加をされたということでござい

ます。 

  これを受けまして、神戸市では、まず国土

交通大臣に指定され、バリアフリー法に基づ

く整備が義務化された特定道路上の踏切、こ

れは北区の滑本踏切が１か所指定をされてご

ざいまして、これを対象といたしまして、鉄

道事業者と協議の上、今年度から踏切道の安

全対策に着手してまいりたいと考えていると

ころでございます。また、それら以外のこの

踏切につきましても、踏切周辺の施設状況を

踏まえまして、地域の障害者団体などの道路

利用者の意見を聞きながら、各鉄道会社と調

整を進めてまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） 前向きな御検討ありが

とうございます。よろしくお願いいたします。 

  次に、通学路の安全確保についての再質問

をさせていただきます。 

  まず、通学路の点検時期についてお伺いい

たします。新１年生に通学路を案内する時期

というのが、２月初旬に行われる入学説明会

であるとお聞きしております。その時期まで

には点検・改善を完了させておく必要がある

と考えますが、本年の３月、教育委員会の局
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別審査で点検時期をお伺いしたところ、毎年

秋頃に実施しているということでありました。

しかし、この秋頃に点検をしまして、関係機

関と協議して、改善が実現するまでにはやは

り一定期間が必要であると思われます。秋で

はなく、もう少し前倒し、１学期に行うなど、

点検時期を早める見直しが必要であると考え

ますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今、安全点検につき

ましては、５月頃に例年要望が出て、７月頃

に関係が集まって、地区ごとに集約をしてと

いう、先ほど言いましたプログラムの中であ

るスケジュールに従って、若干機械的にやっ

てるようなところがあります。それでも、や

はり日常の点検等で緊急性の高い場所につき

ましては、通常の合同点検を待たずに、その

都度関係機関には相談はしておるんですけれ

ども、どうしてもスケジュールありきになっ

ております。 

  そこで、先ほども申しましたように、神戸

市通学路交通安全プログラムを、今年度、見

直しを進める中で、適切な点検時期等につい

ても検討するとともに、何よりもふだんから

通学路について危険箇所を把握して、必要に

応じて関係機関に相談するように学校に周知

していきたいと思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。 

  先ほど、秋にするというのは間違いないで

しょうか。３月の時点ではそういうふうにお

っしゃられてましたけども。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今、私の手元にある

資料でもそうですね、大体早くて７月頃から

合同点検ができたら早いぐらいで、10月頃、

その辺りにやっているということです。  

（「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。 

  この秋の時点で改善点がないということは

多分あまりないんではないかと思われます。

改善点があって、この入学説明会までに改善

できればいいと思うんですけども、できない

まま、やはり次ここを通って通学してくださ

いという案内をするというのは本当にいかが

なものかというふうに考えますので、やはり

この点検時期も見直されると先ほどおっしゃ

られておりましたので、改善ができる期間は

やっぱり一定期間しっかり確保していただき

たいと思っております。私も学校運営協議会

とかにも参加させていただいてるんですけど

も、やっぱり多くの通学路の危険箇所の御相

談は受けます。ですけども、やはりなかなか

通らない、なかなか実現しないというのが現

状で、先ほどおっしゃっていただいた137件

中半分。困難が53件というふうにお聞きしま

して、本当に代替というのが実際できてるの

かというと、なかなかやっぱり放置されてい

るんではないかと思われます。校長先生とも

お話しする機会があるんですけども、毎年出

してもやっぱり通らない、してもらえないと

いうお声もお聞きしておりますので、本当に

改善点を、どうやって子供たちの安全を守る

ためにしていくかということが大前提だと思

いますので、またその点もよろしくお願いい

たします。 

  ２点目ですが、通学路の改善処置が必要な

箇所を把握するというのが、小学校教員の方

の負担につながることも懸念されるのではな

いかと考えます。冒頭の質問でも少し触れた

んですけども、学校と地域の連携によって改

善点の把握が一層進むというふうに考えます。

私も学校運営協議会、参加させていただいて

おりますが、なかなかそういう協議はされて

ることが―― 今までずっと参加しております

が―― ありませんので、そういう場をやっぱ
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り活用して、本当に地域の方々の御意見を吸

い上げる場としても活用できるのではないか

と思いますし、教員の方だけではなかなか分

からない部分もありまして、地域の皆様のほ

うがやっぱり毎日通っておられたりしてます

ので、意見を積極的に取り入れる仕組みを構

築することが必要であるのではないかと考え

ますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 通学路の点検という

ことに関しましては、教員も勤務時間内であ

れば、それはもう当然やれないことはないと

思うんですけど、その点検以外に、よく昔、

イメージでは登下校の見守りとか、そういう

ようなことが教員の普通の業務としてあった

ものが、もう最近は恐らくできないというか

やれない状態になってますので、やはり教員

に代わる何かのシステムをつくっていかなき

ゃいけないというところで、今、議員御指摘

の保護者や地域住民で構成される学校運営協

議会、ここに委ねていくというのは１つのア

イデアだと思います。ただし、私も午前中の

答弁でも申しましたように、ここがやはり形

式的・形骸化している側面もあります。今言

いましたような通学路の点検という限定的な

話ではなくて、先ほど午前中もありましたよ

うに、例えば、地域の困ってることであった

り、お祭りの話であったり、本当に幅広く地

域のことをその場で、その中から学校のこと

をという、そういう会議になっておれば、必

ずこういう子供の安全に関することについて

は議題になろうかと思いますので、まずは学

校運営協議会の活性化というところに取り組

んでいく必要があるのかなと、そのように思

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

地域の方とともにこの通学路の安全をつくっ

ていくという観点から、本当に地域の皆様の

声を積極的に反映していく仕組みを検討、お

願いしたいと思います。 

  ３点目に、本市では、児童・生徒の安全の

ための路側帯カラー舗装の検討を進めていた

だいております。我が会派からの指摘により、

本年３月に神戸市通学路のカラー化計画が作

成されました。一定の整備基準の下、路側帯

カラー化を推進する道路の延長は約117キロ

とお伺いしております。通学路全体の延長は

850キロあるそうなんですけども、その中で、

なぜこの117キロのみが対象となっているの

でしょうか。また、現在お聞きしますと、20

キロ、カラー化は進んでいるということで、

あと100キロ近く残っているんですけども、

この残りのカラー化を具体的にどのようなス

ケジュールで進めていかれるのか、御見解を

お伺いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今お話がありました

ように、小学校が通学路として指定している

延長は約850キロあるわけでございます。そ

のうち、多くの児童が通学時に通る主たる経

路が約660キロというところでございます。

今回の計画では、この主たる経路を優先的に

事業を行うというようなことになっていると

ころでございます。この主たる経路、約660

キロは、歩道のある経路や、既にカラー化さ

れている経路も含んだ延長になってございま

して、これらを除きますと約180キロが残る

という状況でございます。 

  また、道路幅員5.5メートルを下回る道路

は、物理的に路側帯を設置することができな

いということになってございますので、約18

0キロからこれらを除いた延長が約117キロと

いうことになりまして、これを整備の対象と

させていただいているところでございます。 

  少しでも早く効果を発現するために、優先

的に整備をする経路の絞り込みが必要だとい
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うふうに考えてございます。通学路を線とし

てつないでネットワーク化することが路側帯

カラーの趣旨であることから、短区間の整備

により安全な歩行者空間が連続する箇所など、

効果が早期に発現される経路を優先的に整備

していこうというふうに考えているところで

ございます。こういった視点で整備すべき区

間を明らかにした上で、今後５か年の実施計

画を作成しまして、今年度からできるだけ早

く整備に着手してまいりたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

先ほど申し上げたように、いついつまでにこ

こまでというような計画を立てて進めていた

だけたらと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  最後に、道路の幅員が狭くて、路側帯を―

― 先ほど言われてました、設置できないと

いうところはカラー化ができないというふう

にお聞きしておりますが、そのような通学路

については、どのような安全対策を進めてい

かれるのか、御見解をお伺いしたいと思いま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 道路の幅員が狭いな

ど、路側帯整備が困難な経路に対しましては、

この路側帯カラー化以外の対策といたしまし

て、例えば、文マークなどの路面標示、電柱

幕などによる注意喚起等の安全対策を講じて

まいりたいというふうに考えてございます。

このほか、より安全な通学路があれば、指定

通学路のそのものを見直すということも考え

られるのではないかというふうにも考えてご

ざいます。 

  いずれにいたしましても、警察・教育委員

会・地元などの関係機関と連携することで、

よりよい安全対策を実施してまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

私も御相談を受ける中で、一度局長にも御相

談したことがあるんですけども、横断歩道の

ない道路を渡るとか、子供が減ったからとい

うことで、朝と夕方に交通規制かけてたのを

外したりとか、そういうことで子供さんが危

険だという御相談がありました。やはり交通

規制を外すことで車の通りが多くなりますの

で、幅が狭い分、車が行き来するときに子供

はもう溝に入って待ってるというふうにお伺

いしまして、これはどうしたものかなと私も

思ったりするんですけども、そういうことが

本当に多々やっぱり起こっているということ

は、もっともっと丁寧に子供の安全というこ

とを考えて取り組んでいかないといけないの

ではないかというふうに考えております。 

  今おっしゃっていただいたように、カラー

化ができないところに対しての対策もしてい

ただきながら、このハード面の整備ができな

い地域で、また、危険な場所については、３

月の教育委員会の局別審査でも申し上げまし

たが、ソフト面の対策を進める必要もあるの

ではないかと考えます。 

  これはボランティアでいいという考えはな

くしていただきたいなと考えます。それは、

私も知っている方で、ボランティアで見守り

を、70代の壮年の方でしたけども、一年中、

雨の日もかっぱを着て見守りをしてくださっ

ております。西区ですので広いので、１か所

ではないんですね、車で移動して、毎日２か

所の見守りをされているというふうにお聞き

しまして、やっぱり低学年の子供が急に飛び

出すとか、本当に毎日はらはらするというふ

うにおっしゃっておられました。やっぱり70

代の壮年ですので、なかなか飛び出して、こ

れを追いかけられるかというたら大変厳しい

のではないかなというふうにも思ったんです
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けども、また、本来でしたら保護者の方も当

番とかがあるそうなんですけども、やはり皆

様、働いている方が多いということもありま

して、毎日は来られてないそうです。このボ

ランティアの方が一年中立ってくださるとい

っても、やっぱり体調であったり、いろんな

ときにやっぱり難しい日も出てくるかと思う

んですけども、そうなったときに、誰も見守

りがない状態という状況になるということが

考えられますので、このことを見ても、通学

時の安全確保、また、児童の安全を担保する

ということを考えましたら、シルバー人材セ

ンターとかを活用するなど、しっかりと危な

い箇所に関しては人材を確保していただくこ

とを御検討いただけたらと思います。 

  何度も申し上げておりますが、対策をお願

いしてもなかなか進んでいないというのが現

状であります。私自身もそれで本当に申し訳

ない思いで、やっぱり改善したいと思って要

望してもなかなか通らないというのが現状で

すので、やはりこの通学路というのは、大人

が決めた通学路、子供はそれに従って通学す

るんですけども、やっぱり子供たちの安全・

命を守るというのは、本当に大人の責任であ

るなというふうに思います。全国では、ルー

ルを守っていても悲しい事故は多々起こって

おりますし、子供たちの命を守ることを最優

先に考えた対策をしっかりと早急に進めてい

ただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  以上です。ありがとうございました。（拍

手） 

○議長（坊 やすなが君） 御苦労さまでした。 

  この際、お諮りいたします。 

  一般質問は、本日はこの程度にとどめたい

と存じますが、御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（坊 やすなが君） 御異議がないと認

めます。 

  それでは、一般質問は、本日はこの程度に

とどめます。 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

  この際、申し上げます。 

  次回本会議は、明日、５月29日午前10時に

開きます。 

  なお、ただいま在席の各位には、文書によ

る開議通知は省略させていただきますので、

さよう御了承願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

   （午後５時55分散会） 

 



 

－98－ 

      神 戸 市 会 議 長      坊  やすなが ㊞ 

 

      神 戸 市 会 議 員      河 南 忠 和 ㊞ 

 

      神 戸 市 会 議 員      山 口 由 美 ㊞ 

 

      神 戸 市 会 事 務 局 長      村 井 秀 徳 ㊞ 

 

 

 

 

      神戸市会会議録（令和６年第１回定例市会第11日） 

 

 


